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平成１６年第１回平成１６年第１回平成１６年第１回平成１６年第１回

美唄市議会定例会会議録美唄市議会定例会会議録美唄市議会定例会会議録美唄市議会定例会会議録

平成１６年３月８日（月曜日）平成１６年３月８日（月曜日）平成１６年３月８日（月曜日）平成１６年３月８日（月曜日）

午前１０時００分 開議午前１０時００分 開議午前１０時００分 開議午前１０時００分 開議
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次 長 和 田 友 子 君次 長 和 田 友 子 君次 長 和 田 友 子 君次 長 和 田 友 子 君

総 務 係 長 村 橋 広 基 君総 務 係 長 村 橋 広 基 君総 務 係 長 村 橋 広 基 君総 務 係 長 村 橋 広 基 君

午前１０時００分 開議午前１０時００分 開議午前１０時００分 開議午前１０時００分 開議

●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開●議長中西勇夫君 これより本日の会議を開

きます。きます。きます。きます。

この場合、説明員の欠席について、次のとこの場合、説明員の欠席について、次のとこの場合、説明員の欠席について、次のとこの場合、説明員の欠席について、次のと

おり通知がありましたので、報告いたします。おり通知がありましたので、報告いたします。おり通知がありましたので、報告いたします。おり通知がありましたので、報告いたします。

収入役伊藤順一君は、公務のため午前中欠収入役伊藤順一君は、公務のため午前中欠収入役伊藤順一君は、公務のため午前中欠収入役伊藤順一君は、公務のため午前中欠

席いたします。席いたします。席いたします。席いたします。

●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名●議長中西勇夫君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。議員を指名いたします。

５番 小関勝教君５番 小関勝教君５番 小関勝教君５番 小関勝教君

６番 福庄計夫君６番 福庄計夫君６番 福庄計夫君６番 福庄計夫君

を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。を指名いたします。

●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質●議長中西勇夫君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。問に入ります。問に入ります。問に入ります。

発言通告により、順次発言を許します。発言通告により、順次発言を許します。発言通告により、順次発言を許します。発言通告により、順次発言を許します。

２０番林 国夫君。２０番林 国夫君。２０番林 国夫君。２０番林 国夫君。

●２０番林 国夫君（登壇） 平成１６年第●２０番林 国夫君（登壇） 平成１６年第●２０番林 国夫君（登壇） 平成１６年第●２０番林 国夫君（登壇） 平成１６年第

１回定例市議会に当たり、大綱３点について１回定例市議会に当たり、大綱３点について１回定例市議会に当たり、大綱３点について１回定例市議会に当たり、大綱３点について

市長に質問いたします。市長に質問いたします。市長に質問いたします。市長に質問いたします。

大綱の１点目は、自立プランについてお伺大綱の１点目は、自立プランについてお伺大綱の１点目は、自立プランについてお伺大綱の１点目は、自立プランについてお伺

いいたします。昨年６月空知中央地域任意合いいたします。昨年６月空知中央地域任意合いいたします。昨年６月空知中央地域任意合いいたします。昨年６月空知中央地域任意合

併協議会が立ち上がり、合併の是非について併協議会が立ち上がり、合併の是非について併協議会が立ち上がり、合併の是非について併協議会が立ち上がり、合併の是非について

協議や検討を重ねて、新市将来構想ダイジェ協議や検討を重ねて、新市将来構想ダイジェ協議や検討を重ねて、新市将来構想ダイジェ協議や検討を重ねて、新市将来構想ダイジェ

スト版や、美唄市としては自立のシナリオをスト版や、美唄市としては自立のシナリオをスト版や、美唄市としては自立のシナリオをスト版や、美唄市としては自立のシナリオを

作成し、本市の将来的な見通しなどの資料が作成し、本市の将来的な見通しなどの資料が作成し、本市の将来的な見通しなどの資料が作成し、本市の将来的な見通しなどの資料が

全戸に配布され、合併の是非の参考資料とし全戸に配布され、合併の是非の参考資料とし全戸に配布され、合併の是非の参考資料とし全戸に配布され、合併の是非の参考資料とし

て市民アンケートやまちづくり地区懇談会なて市民アンケートやまちづくり地区懇談会なて市民アンケートやまちづくり地区懇談会なて市民アンケートやまちづくり地区懇談会な

どで説明会を開催されました。こうした中にどで説明会を開催されました。こうした中にどで説明会を開催されました。こうした中にどで説明会を開催されました。こうした中に

あって、市民説明会、市民アンケートの結果あって、市民説明会、市民アンケートの結果あって、市民説明会、市民アンケートの結果あって、市民説明会、市民アンケートの結果

をとらまえた中で、昨年の１２月に市長は自をとらまえた中で、昨年の１２月に市長は自をとらまえた中で、昨年の１２月に市長は自をとらまえた中で、昨年の１２月に市長は自

立の表明をされました。６市町村での法定協立の表明をされました。６市町村での法定協立の表明をされました。６市町村での法定協立の表明をされました。６市町村での法定協

議会に参加をしないとのことを正式に表明さ議会に参加をしないとのことを正式に表明さ議会に参加をしないとのことを正式に表明さ議会に参加をしないとのことを正式に表明さ

れたわけであります。平成１６年度市政執行れたわけであります。平成１６年度市政執行れたわけであります。平成１６年度市政執行れたわけであります。平成１６年度市政執行

方針では、１６年度は美唄市自立のシナリオ方針では、１６年度は美唄市自立のシナリオ方針では、１６年度は美唄市自立のシナリオ方針では、１６年度は美唄市自立のシナリオ

を実施に移す初年度であり、「自立元年」とを実施に移す初年度であり、「自立元年」とを実施に移す初年度であり、「自立元年」とを実施に移す初年度であり、「自立元年」と

なる重要な年でありますと述べております。なる重要な年でありますと述べております。なる重要な年でありますと述べております。なる重要な年でありますと述べております。

そこで、１点目は自立プランと１６年度のそこで、１点目は自立プランと１６年度のそこで、１点目は自立プランと１６年度のそこで、１点目は自立プランと１６年度の

行財政の執行計画についてお尋ねいたします。行財政の執行計画についてお尋ねいたします。行財政の執行計画についてお尋ねいたします。行財政の執行計画についてお尋ねいたします。

美唄市の自立のシナリオで示された本市の財美唄市の自立のシナリオで示された本市の財美唄市の自立のシナリオで示された本市の財美唄市の自立のシナリオで示された本市の財

政の見通しでは、市税収納などの自主財源が政の見通しでは、市税収納などの自主財源が政の見通しでは、市税収納などの自主財源が政の見通しでは、市税収納などの自主財源が

少ないため、国からの交付金である地方交付少ないため、国からの交付金である地方交付少ないため、国からの交付金である地方交付少ないため、国からの交付金である地方交付

税に依存しており、さらには景気低迷による税に依存しており、さらには景気低迷による税に依存しており、さらには景気低迷による税に依存しており、さらには景気低迷による

市税の減収、人口の減少に伴う地方交付税の市税の減収、人口の減少に伴う地方交付税の市税の減収、人口の減少に伴う地方交付税の市税の減収、人口の減少に伴う地方交付税の

減額など、財政運営は一層厳しい状況になる減額など、財政運営は一層厳しい状況になる減額など、財政運営は一層厳しい状況になる減額など、財政運営は一層厳しい状況になる

としながらも、自立のための取り組みをするとしながらも、自立のための取り組みをするとしながらも、自立のための取り組みをするとしながらも、自立のための取り組みをする

場合については、行政改革や経費の削減、市場合については、行政改革や経費の削減、市場合については、行政改革や経費の削減、市場合については、行政改革や経費の削減、市

民負担などにより平成２４年には黒字に転換民負担などにより平成２４年には黒字に転換民負担などにより平成２４年には黒字に転換民負担などにより平成２４年には黒字に転換

し、財政的には自立ができる。平成３２年にし、財政的には自立ができる。平成３２年にし、財政的には自立ができる。平成３２年にし、財政的には自立ができる。平成３２年に

は、歳入歳出のバランスでは累積では２６億は、歳入歳出のバランスでは累積では２６億は、歳入歳出のバランスでは累積では２６億は、歳入歳出のバランスでは累積では２６億

円の黒字となるとの推計のシナリオでありま円の黒字となるとの推計のシナリオでありま円の黒字となるとの推計のシナリオでありま円の黒字となるとの推計のシナリオでありま

した。した。した。した。

しかし、２月１４日の新聞で報道されまししかし、２月１４日の新聞で報道されまししかし、２月１４日の新聞で報道されまししかし、２月１４日の新聞で報道されまし

た記事では、自立プランの見直し必至との見た記事では、自立プランの見直し必至との見た記事では、自立プランの見直し必至との見た記事では、自立プランの見直し必至との見

出しでありました。２００５年から２０２０出しでありました。２００５年から２０２０出しでありました。２００５年から２０２０出しでありました。２００５年から２０２０

年までに地方交付税が３割減るとの試算に対年までに地方交付税が３割減るとの試算に対年までに地方交付税が３割減るとの試算に対年までに地方交付税が３割減るとの試算に対

し、毎年２％ほど減る計算であったが、政府し、毎年２％ほど減る計算であったが、政府し、毎年２％ほど減る計算であったが、政府し、毎年２％ほど減る計算であったが、政府

議決決定は６.５％に決まり、また交付税の不議決決定は６.５％に決まり、また交付税の不議決決定は６.５％に決まり、また交付税の不議決決定は６.５％に決まり、また交付税の不

足分を補うための臨時財政対策債の発行も減足分を補うための臨時財政対策債の発行も減足分を補うための臨時財政対策債の発行も減足分を補うための臨時財政対策債の発行も減

るため、実質的には１２％もの減額であり、るため、実質的には１２％もの減額であり、るため、実質的には１２％もの減額であり、るため、実質的には１２％もの減額であり、

当初のシミュレーションの意味がなくなって当初のシミュレーションの意味がなくなって当初のシミュレーションの意味がなくなって当初のシミュレーションの意味がなくなって

しまったと。そうした中で、自立プランは見しまったと。そうした中で、自立プランは見しまったと。そうした中で、自立プランは見しまったと。そうした中で、自立プランは見

直しを余儀なくされたと記載されておりまし直しを余儀なくされたと記載されておりまし直しを余儀なくされたと記載されておりまし直しを余儀なくされたと記載されておりまし

たが、私は昨年出されました自立のシナリオたが、私は昨年出されました自立のシナリオたが、私は昨年出されました自立のシナリオたが、私は昨年出されました自立のシナリオ
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は、市町村合併の是非を判断するための重要は、市町村合併の是非を判断するための重要は、市町村合併の是非を判断するための重要は、市町村合併の是非を判断するための重要

な参考資料であったと思っております。な参考資料であったと思っております。な参考資料であったと思っております。な参考資料であったと思っております。

また、全戸に配布された市民の皆さんも、また、全戸に配布された市民の皆さんも、また、全戸に配布された市民の皆さんも、また、全戸に配布された市民の皆さんも、

合併問題に対する判断材料として参考にされ合併問題に対する判断材料として参考にされ合併問題に対する判断材料として参考にされ合併問題に対する判断材料として参考にされ

たと考えております。こうした中で、私はさたと考えております。こうした中で、私はさたと考えております。こうした中で、私はさたと考えております。こうした中で、私はさ

きに述べましたように、財政の見通しの推計きに述べましたように、財政の見通しの推計きに述べましたように、財政の見通しの推計きに述べましたように、財政の見通しの推計

が非常に甘かったのではないかと感じておりが非常に甘かったのではないかと感じておりが非常に甘かったのではないかと感じておりが非常に甘かったのではないかと感じており

ます。そのため平成１６年度の予算の執行にます。そのため平成１６年度の予算の執行にます。そのため平成１６年度の予算の執行にます。そのため平成１６年度の予算の執行に

大きな影響をもたらし、基金の繰り入れや債大きな影響をもたらし、基金の繰り入れや債大きな影響をもたらし、基金の繰り入れや債大きな影響をもたらし、基金の繰り入れや債

務負担行為の繰り延べなど、財政調整を行い務負担行為の繰り延べなど、財政調整を行い務負担行為の繰り延べなど、財政調整を行い務負担行為の繰り延べなど、財政調整を行い

収支均衡を図っていますが、一方では補助金収支均衡を図っていますが、一方では補助金収支均衡を図っていますが、一方では補助金収支均衡を図っていますが、一方では補助金

の削減や市民サービスの条例の廃止など、市の削減や市民サービスの条例の廃止など、市の削減や市民サービスの条例の廃止など、市の削減や市民サービスの条例の廃止など、市

民に対するサービスの低下、市民負担の増加民に対するサービスの低下、市民負担の増加民に対するサービスの低下、市民負担の増加民に対するサービスの低下、市民負担の増加

が予想されます。自立のシナリオで示されたが予想されます。自立のシナリオで示されたが予想されます。自立のシナリオで示されたが予想されます。自立のシナリオで示された

内容と、１６年度の執行されます計画に大き内容と、１６年度の執行されます計画に大き内容と、１６年度の執行されます計画に大き内容と、１６年度の執行されます計画に大き

な誤差を生じたわけであります。な誤差を生じたわけであります。な誤差を生じたわけであります。な誤差を生じたわけであります。

私は、市民の皆さんが市町村合併の判断材私は、市民の皆さんが市町村合併の判断材私は、市民の皆さんが市町村合併の判断材私は、市民の皆さんが市町村合併の判断材

料とされた財政の見通しが大きな判断材料の料とされた財政の見通しが大きな判断材料の料とされた財政の見通しが大きな判断材料の料とされた財政の見通しが大きな判断材料の

１つでなかったかと思っております。しかし、１つでなかったかと思っております。しかし、１つでなかったかと思っております。しかし、１つでなかったかと思っております。しかし、

２月１４日の新聞の記事では、昨年の合併の２月１４日の新聞の記事では、昨年の合併の２月１４日の新聞の記事では、昨年の合併の２月１４日の新聞の記事では、昨年の合併の

是非の判断材料であった財政の見通しに疑問是非の判断材料であった財政の見通しに疑問是非の判断材料であった財政の見通しに疑問是非の判断材料であった財政の見通しに疑問

を感じさせるような記事に思われるわけであを感じさせるような記事に思われるわけであを感じさせるような記事に思われるわけであを感じさせるような記事に思われるわけであ

ります。私は、市長が執行方針で申しておりります。私は、市長が執行方針で申しておりります。私は、市長が執行方針で申しておりります。私は、市長が執行方針で申しており

ますように、いまから市長が中心として市役ますように、いまから市長が中心として市役ますように、いまから市長が中心として市役ますように、いまから市長が中心として市役

所と市民が力を合わせ、協働の意を持って美所と市民が力を合わせ、協働の意を持って美所と市民が力を合わせ、協働の意を持って美所と市民が力を合わせ、協働の意を持って美

唄を守っていかなければならない時期と考え唄を守っていかなければならない時期と考え唄を守っていかなければならない時期と考え唄を守っていかなければならない時期と考え

ております。ております。ております。ております。

そこで、お聞きいたします。自立のシナリそこで、お聞きいたします。自立のシナリそこで、お聞きいたします。自立のシナリそこで、お聞きいたします。自立のシナリ

オを作成した時点と財政推計が大きく変わっオを作成した時点と財政推計が大きく変わっオを作成した時点と財政推計が大きく変わっオを作成した時点と財政推計が大きく変わっ

たことに対して、市民に説明をする責任があたことに対して、市民に説明をする責任があたことに対して、市民に説明をする責任があたことに対して、市民に説明をする責任があ

ると思いますが、どのようにお考えかお伺いると思いますが、どのようにお考えかお伺いると思いますが、どのようにお考えかお伺いると思いますが、どのようにお考えかお伺い

いたします。いたします。いたします。いたします。

また、自立プランの見直しについてもあわまた、自立プランの見直しについてもあわまた、自立プランの見直しについてもあわまた、自立プランの見直しについてもあわ

せてお伺いをいたします。せてお伺いをいたします。せてお伺いをいたします。せてお伺いをいたします。

２点目は、職員の早期退職制度導入につい２点目は、職員の早期退職制度導入につい２点目は、職員の早期退職制度導入につい２点目は、職員の早期退職制度導入につい

てお伺いいたします。市長は、市政執行方針てお伺いいたします。市長は、市政執行方針てお伺いいたします。市長は、市政執行方針てお伺いいたします。市長は、市政執行方針

では行政組織をさらに簡素で効率的なものにでは行政組織をさらに簡素で効率的なものにでは行政組織をさらに簡素で効率的なものにでは行政組織をさらに簡素で効率的なものに

するために、「小さな市役所」を目指し、組するために、「小さな市役所」を目指し、組するために、「小さな市役所」を目指し、組するために、「小さな市役所」を目指し、組

織機構の見直しやグループ制を導入するとと織機構の見直しやグループ制を導入するとと織機構の見直しやグループ制を導入するとと織機構の見直しやグループ制を導入するとと

もに、施設の統廃合や事務事業の見直し、一もに、施設の統廃合や事務事業の見直し、一もに、施設の統廃合や事務事業の見直し、一もに、施設の統廃合や事務事業の見直し、一

層の行政改革を推進していくと述べられてお層の行政改革を推進していくと述べられてお層の行政改革を推進していくと述べられてお層の行政改革を推進していくと述べられてお

りますが、自立のシナリオでは平成３２年まりますが、自立のシナリオでは平成３２年まりますが、自立のシナリオでは平成３２年まりますが、自立のシナリオでは平成３２年ま

でに１００人を削減するとの計画でありますでに１００人を削減するとの計画でありますでに１００人を削減するとの計画でありますでに１００人を削減するとの計画であります

が、１６年間で１００名の削減でありますと、が、１６年間で１００名の削減でありますと、が、１６年間で１００名の削減でありますと、が、１６年間で１００名の削減でありますと、

１年間６ないし７名の削減であり、過去１０１年間６ないし７名の削減であり、過去１０１年間６ないし７名の削減であり、過去１０１年間６ないし７名の削減であり、過去１０

年の削減よりも少ない数であります。私は、年の削減よりも少ない数であります。私は、年の削減よりも少ない数であります。私は、年の削減よりも少ない数であります。私は、

自立に向かっては長期的な見通しでなく、短自立に向かっては長期的な見通しでなく、短自立に向かっては長期的な見通しでなく、短自立に向かっては長期的な見通しでなく、短

期的な見通しが必要でないかと考えておりま期的な見通しが必要でないかと考えておりま期的な見通しが必要でないかと考えておりま期的な見通しが必要でないかと考えておりま

す。す。す。す。

一方では、一般職の新規採用については２一方では、一般職の新規採用については２一方では、一般職の新規採用については２一方では、一般職の新規採用については２

００２年、３年に対しては採用はしておりま００２年、３年に対しては採用はしておりま００２年、３年に対しては採用はしておりま００２年、３年に対しては採用はしておりま

せん。そして、２００４年から６年までは採せん。そして、２００４年から６年までは採せん。そして、２００４年から６年までは採せん。そして、２００４年から６年までは採

用しないとの計画も出ておりましたが、将来用しないとの計画も出ておりましたが、将来用しないとの計画も出ておりましたが、将来用しないとの計画も出ておりましたが、将来

的に見たときに６年間の新規採用がない場合的に見たときに６年間の新規採用がない場合的に見たときに６年間の新規採用がない場合的に見たときに６年間の新規採用がない場合

を考えますと、職員のバランスが損なわれるを考えますと、職員のバランスが損なわれるを考えますと、職員のバランスが損なわれるを考えますと、職員のバランスが損なわれる

のではないかと思いますし、新陳代謝が損なのではないかと思いますし、新陳代謝が損なのではないかと思いますし、新陳代謝が損なのではないかと思いますし、新陳代謝が損な

われるのではないかと思うわけであります。われるのではないかと思うわけであります。われるのではないかと思うわけであります。われるのではないかと思うわけであります。

このようなことを避けるために、滝川市で実このようなことを避けるために、滝川市で実このようなことを避けるために、滝川市で実このようなことを避けるために、滝川市で実

施されておりますようでありますが、早期退施されておりますようでありますが、早期退施されておりますようでありますが、早期退施されておりますようでありますが、早期退

職者制度導入についてであります。滝川市で職者制度導入についてであります。滝川市で職者制度導入についてであります。滝川市で職者制度導入についてであります。滝川市で

は、早期退職希望者が１８名の申請があったは、早期退職希望者が１８名の申請があったは、早期退職希望者が１８名の申請があったは、早期退職希望者が１８名の申請があった

ようであります。本市においても、早期退職ようであります。本市においても、早期退職ようであります。本市においても、早期退職ようであります。本市においても、早期退職

希望者制度の導入について検討してはいかが希望者制度の導入について検討してはいかが希望者制度の導入について検討してはいかが希望者制度の導入について検討してはいかが

と考えております。それは、職員制度などのと考えております。それは、職員制度などのと考えております。それは、職員制度などのと考えております。それは、職員制度などの

関連や職員間の調査や説明も必要かと思いま関連や職員間の調査や説明も必要かと思いま関連や職員間の調査や説明も必要かと思いま関連や職員間の調査や説明も必要かと思いま

すが、早期希望退職者制度を導入することにすが、早期希望退職者制度を導入することにすが、早期希望退職者制度を導入することにすが、早期希望退職者制度を導入することに

よって職員中に早期退職希望者が出るとすれよって職員中に早期退職希望者が出るとすれよって職員中に早期退職希望者が出るとすれよって職員中に早期退職希望者が出るとすれ

ば、そこに新規採用も可能となると考えます。ば、そこに新規採用も可能となると考えます。ば、そこに新規採用も可能となると考えます。ば、そこに新規採用も可能となると考えます。
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そのことが、将来的にも職員の年齢的なバラそのことが、将来的にも職員の年齢的なバラそのことが、将来的にも職員の年齢的なバラそのことが、将来的にも職員の年齢的なバラ

ンスや新陳代謝が促進されることにつながるンスや新陳代謝が促進されることにつながるンスや新陳代謝が促進されることにつながるンスや新陳代謝が促進されることにつながる

と思いますが、どのように考えているかお伺と思いますが、どのように考えているかお伺と思いますが、どのように考えているかお伺と思いますが、どのように考えているかお伺

いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

大綱の２点目は、市税等の対策についてお大綱の２点目は、市税等の対策についてお大綱の２点目は、市税等の対策についてお大綱の２点目は、市税等の対策についてお

伺いいたします。長引く不況や経済状況の低伺いいたします。長引く不況や経済状況の低伺いいたします。長引く不況や経済状況の低伺いいたします。長引く不況や経済状況の低

迷、公共事業の削減、失業者の増加に伴い、迷、公共事業の削減、失業者の増加に伴い、迷、公共事業の削減、失業者の増加に伴い、迷、公共事業の削減、失業者の増加に伴い、

市税などの収納率の低下が続く中、自主財源市税などの収納率の低下が続く中、自主財源市税などの収納率の低下が続く中、自主財源市税などの収納率の低下が続く中、自主財源

である市税などの徴収、収納確保が大きな課である市税などの徴収、収納確保が大きな課である市税などの徴収、収納確保が大きな課である市税などの徴収、収納確保が大きな課

題であります。今日まで、一般質問あるいは題であります。今日まで、一般質問あるいは題であります。今日まで、一般質問あるいは題であります。今日まで、一般質問あるいは

予決算特別委員会等でも議論されております予決算特別委員会等でも議論されております予決算特別委員会等でも議論されております予決算特別委員会等でも議論されております

が、昨年市税などの収納特別対策本部を設置が、昨年市税などの収納特別対策本部を設置が、昨年市税などの収納特別対策本部を設置が、昨年市税などの収納特別対策本部を設置

し、管理職によって本年度の課税分の未納宅し、管理職によって本年度の課税分の未納宅し、管理職によって本年度の課税分の未納宅し、管理職によって本年度の課税分の未納宅

を訪問し、支払いの催告を実施されたようでを訪問し、支払いの催告を実施されたようでを訪問し、支払いの催告を実施されたようでを訪問し、支払いの催告を実施されたようで

ありますが、お伺いいたします。ありますが、お伺いいたします。ありますが、お伺いいたします。ありますが、お伺いいたします。

１つには、その成果についてお伺いいたし１つには、その成果についてお伺いいたし１つには、その成果についてお伺いいたし１つには、その成果についてお伺いいたし

ます。ます。ます。ます。

２つには、未納者と接触したときの感触は２つには、未納者と接触したときの感触は２つには、未納者と接触したときの感触は２つには、未納者と接触したときの感触は

どのような感じであったのか。どのような感じであったのか。どのような感じであったのか。どのような感じであったのか。

３つには、平成１５年度の収納率の状況、３つには、平成１５年度の収納率の状況、３つには、平成１５年度の収納率の状況、３つには、平成１５年度の収納率の状況、

滞納者の職業別の分類についてはどうなって滞納者の職業別の分類についてはどうなって滞納者の職業別の分類についてはどうなって滞納者の職業別の分類についてはどうなって

いるのか。いるのか。いるのか。いるのか。

４つには、徴収委託職員の実績と今後の収４つには、徴収委託職員の実績と今後の収４つには、徴収委託職員の実績と今後の収４つには、徴収委託職員の実績と今後の収

納率の向上対策についてお伺いいたします。納率の向上対策についてお伺いいたします。納率の向上対策についてお伺いいたします。納率の向上対策についてお伺いいたします。

３点目は、環境行政についてお尋ねいたし３点目は、環境行政についてお尋ねいたし３点目は、環境行政についてお尋ねいたし３点目は、環境行政についてお尋ねいたし

ます。「北海道空き缶等の散乱の防止に関すます。「北海道空き缶等の散乱の防止に関すます。「北海道空き缶等の散乱の防止に関すます。「北海道空き缶等の散乱の防止に関す

る条例」が１２月１日に施行されました。空る条例」が１２月１日に施行されました。空る条例」が１２月１日に施行されました。空る条例」が１２月１日に施行されました。空

き缶やペットボトルの散乱の防止が快適な生き缶やペットボトルの散乱の防止が快適な生き缶やペットボトルの散乱の防止が快適な生き缶やペットボトルの散乱の防止が快適な生

活環境を確保する上で必要であることにかん活環境を確保する上で必要であることにかん活環境を確保する上で必要であることにかん活環境を確保する上で必要であることにかん

がみ、道民、事業者、土地占有者等、市町村がみ、道民、事業者、土地占有者等、市町村がみ、道民、事業者、土地占有者等、市町村がみ、道民、事業者、土地占有者等、市町村

及び道が一体となって空き缶等の散乱を防止及び道が一体となって空き缶等の散乱を防止及び道が一体となって空き缶等の散乱を防止及び道が一体となって空き缶等の散乱を防止

することにより、本道の美観の保持及び資源することにより、本道の美観の保持及び資源することにより、本道の美観の保持及び資源することにより、本道の美観の保持及び資源

の循環的な利用を推進するとともに、公共のの循環的な利用を推進するとともに、公共のの循環的な利用を推進するとともに、公共のの循環的な利用を推進するとともに、公共の

場所における喫煙を制限するための条例であ場所における喫煙を制限するための条例であ場所における喫煙を制限するための条例であ場所における喫煙を制限するための条例であ

りますとあります。りますとあります。りますとあります。りますとあります。

そこで、本市においてポイ捨て条例の制定そこで、本市においてポイ捨て条例の制定そこで、本市においてポイ捨て条例の制定そこで、本市においてポイ捨て条例の制定

についてお伺いいたします。私も一般質問でについてお伺いいたします。私も一般質問でについてお伺いいたします。私も一般質問でについてお伺いいたします。私も一般質問で

発言をしてきておりますが、不法投棄や空き発言をしてきておりますが、不法投棄や空き発言をしてきておりますが、不法投棄や空き発言をしてきておりますが、不法投棄や空き

缶、ペットボトルなどのポイ捨てが市内各地缶、ペットボトルなどのポイ捨てが市内各地缶、ペットボトルなどのポイ捨てが市内各地缶、ペットボトルなどのポイ捨てが市内各地

で目についております。特に農村地帯の防風で目についております。特に農村地帯の防風で目についております。特に農村地帯の防風で目についております。特に農村地帯の防風

林沿い、道路や道路排水、路肩に多く、道路林沿い、道路や道路排水、路肩に多く、道路林沿い、道路や道路排水、路肩に多く、道路林沿い、道路や道路排水、路肩に多く、道路

の草刈りの障害となったり、景観が損なわれの草刈りの障害となったり、景観が損なわれの草刈りの障害となったり、景観が損なわれの草刈りの障害となったり、景観が損なわれ

ております。本市は、宮島沼、アルテピアッております。本市は、宮島沼、アルテピアッております。本市は、宮島沼、アルテピアッております。本市は、宮島沼、アルテピアッ

ツァ美唄、交流拠点施設等に地方から多くのツァ美唄、交流拠点施設等に地方から多くのツァ美唄、交流拠点施設等に地方から多くのツァ美唄、交流拠点施設等に地方から多くの

人が訪れてきております。本日の新聞にもあ人が訪れてきております。本日の新聞にもあ人が訪れてきております。本日の新聞にもあ人が訪れてきております。本日の新聞にもあ

りましたが、ゆ～りん館には８０日間で１０りましたが、ゆ～りん館には８０日間で１０りましたが、ゆ～りん館には８０日間で１０りましたが、ゆ～りん館には８０日間で１０

万人も来たと言われております。こうした観万人も来たと言われております。こうした観万人も来たと言われております。こうした観万人も来たと言われております。こうした観

点から、行政や市民は１人ひとりが環境に対点から、行政や市民は１人ひとりが環境に対点から、行政や市民は１人ひとりが環境に対点から、行政や市民は１人ひとりが環境に対

する意識の向上が大切であると考えます。まする意識の向上が大切であると考えます。まする意識の向上が大切であると考えます。まする意識の向上が大切であると考えます。ま

ちの景観をよくするためにも、空き缶などのちの景観をよくするためにも、空き缶などのちの景観をよくするためにも、空き缶などのちの景観をよくするためにも、空き缶などの

散乱防止に関する、あるいはふん害に対する散乱防止に関する、あるいはふん害に対する散乱防止に関する、あるいはふん害に対する散乱防止に関する、あるいはふん害に対する

条例の制定が必要と考えますが、市長はどの条例の制定が必要と考えますが、市長はどの条例の制定が必要と考えますが、市長はどの条例の制定が必要と考えますが、市長はどの

ように考えておられるかお伺いいたします。ように考えておられるかお伺いいたします。ように考えておられるかお伺いいたします。ように考えておられるかお伺いいたします。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長井坂紘一郎君（登壇） 林議員の質問●市長井坂紘一郎君（登壇） 林議員の質問●市長井坂紘一郎君（登壇） 林議員の質問●市長井坂紘一郎君（登壇） 林議員の質問

にお答えをします。にお答えをします。にお答えをします。にお答えをします。

初めに、自立のシナリオにおける財政推計初めに、自立のシナリオにおける財政推計初めに、自立のシナリオにおける財政推計初めに、自立のシナリオにおける財政推計

についてでございますけれども、この推計にについてでございますけれども、この推計にについてでございますけれども、この推計にについてでございますけれども、この推計に

おける地方交付税の積算に当たりましては、おける地方交付税の積算に当たりましては、おける地方交付税の積算に当たりましては、おける地方交付税の積算に当たりましては、

空知中央地域任意合併協議会の検討結果をも空知中央地域任意合併協議会の検討結果をも空知中央地域任意合併協議会の検討結果をも空知中央地域任意合併協議会の検討結果をも

とに試算をさせていただいたところでございとに試算をさせていただいたところでございとに試算をさせていただいたところでございとに試算をさせていただいたところでござい

ます。しかしながら、国から示された平成１ます。しかしながら、国から示された平成１ます。しかしながら、国から示された平成１ます。しかしながら、国から示された平成１

６年度地方財政対策による地方交付税は、臨６年度地方財政対策による地方交付税は、臨６年度地方財政対策による地方交付税は、臨６年度地方財政対策による地方交付税は、臨

時財政対策債を含め予想をはるかに上回る大時財政対策債を含め予想をはるかに上回る大時財政対策債を含め予想をはるかに上回る大時財政対策債を含め予想をはるかに上回る大

変厳しい減少率となっており、自立のシナリ変厳しい減少率となっており、自立のシナリ変厳しい減少率となっており、自立のシナリ変厳しい減少率となっており、自立のシナリ

オとの間に大きな乖離が生じたところでござオとの間に大きな乖離が生じたところでござオとの間に大きな乖離が生じたところでござオとの間に大きな乖離が生じたところでござ

います。このため今後におきましては、平成います。このため今後におきましては、平成います。このため今後におきましては、平成います。このため今後におきましては、平成

１６年度予算に基づく新しい財政推計を反映１６年度予算に基づく新しい財政推計を反映１６年度予算に基づく新しい財政推計を反映１６年度予算に基づく新しい財政推計を反映
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した自立推進計画を作成して、まちづくり地した自立推進計画を作成して、まちづくり地した自立推進計画を作成して、まちづくり地した自立推進計画を作成して、まちづくり地

区懇談会などを通じ、これまでの経過と今後区懇談会などを通じ、これまでの経過と今後区懇談会などを通じ、これまでの経過と今後区懇談会などを通じ、これまでの経過と今後

の見通し及び取り組みについて、市民の皆様の見通し及び取り組みについて、市民の皆様の見通し及び取り組みについて、市民の皆様の見通し及び取り組みについて、市民の皆様

にご説明をさせていただきたいと思っておりにご説明をさせていただきたいと思っておりにご説明をさせていただきたいと思っておりにご説明をさせていただきたいと思っており

ます。ます。ます。ます。

次に、早期希望退職者制度の導入について次に、早期希望退職者制度の導入について次に、早期希望退職者制度の導入について次に、早期希望退職者制度の導入について

でございますが、美唄市が今後自立の道を歩でございますが、美唄市が今後自立の道を歩でございますが、美唄市が今後自立の道を歩でございますが、美唄市が今後自立の道を歩

むに当たっては、組織のスリム化や新陳代謝むに当たっては、組織のスリム化や新陳代謝むに当たっては、組織のスリム化や新陳代謝むに当たっては、組織のスリム化や新陳代謝

の促進による組織の活性化を図る必要があり、の促進による組織の活性化を図る必要があり、の促進による組織の活性化を図る必要があり、の促進による組織の活性化を図る必要があり、

この制度の導入に当たっては、現在の勧奨退この制度の導入に当たっては、現在の勧奨退この制度の導入に当たっては、現在の勧奨退この制度の導入に当たっては、現在の勧奨退

職制度とは別に、時限的な優遇措置について職制度とは別に、時限的な優遇措置について職制度とは別に、時限的な優遇措置について職制度とは別に、時限的な優遇措置について

検討しているところでございます。検討しているところでございます。検討しているところでございます。検討しているところでございます。

次に、市税の収納強化についてでございま次に、市税の収納強化についてでございま次に、市税の収納強化についてでございま次に、市税の収納強化についてでございま

すけれども、市税は重要な自主財源であり、すけれども、市税は重要な自主財源であり、すけれども、市税は重要な自主財源であり、すけれども、市税は重要な自主財源であり、

収納率の向上を図るため昨年１２月に市税等収納率の向上を図るため昨年１２月に市税等収納率の向上を図るため昨年１２月に市税等収納率の向上を図るため昨年１２月に市税等

収納特別対策本部を設置いたしまして、管理収納特別対策本部を設置いたしまして、管理収納特別対策本部を設置いたしまして、管理収納特別対策本部を設置いたしまして、管理

職６４名を動員し、２週間にわたり平成１５職６４名を動員し、２週間にわたり平成１５職６４名を動員し、２週間にわたり平成１５職６４名を動員し、２週間にわたり平成１５

年度分の市税等の未納者２７４名を対象とし年度分の市税等の未納者２７４名を対象とし年度分の市税等の未納者２７４名を対象とし年度分の市税等の未納者２７４名を対象とし

て戸別訪問を実施いたしました。その結果、て戸別訪問を実施いたしました。その結果、て戸別訪問を実施いたしました。その結果、て戸別訪問を実施いたしました。その結果、

３月１日現在で全額納入をしていただいた方３月１日現在で全額納入をしていただいた方３月１日現在で全額納入をしていただいた方３月１日現在で全額納入をしていただいた方

が１１８名、一部納入者が４５名、年度内にが１１８名、一部納入者が４５名、年度内にが１１８名、一部納入者が４５名、年度内にが１１８名、一部納入者が４５名、年度内に

納入を約束していただいた方が５９名、不在納入を約束していただいた方が５９名、不在納入を約束していただいた方が５９名、不在納入を約束していただいた方が５９名、不在

等が５２名となっております。この戸別訪問等が５２名となっております。この戸別訪問等が５２名となっております。この戸別訪問等が５２名となっております。この戸別訪問

によって、８割を超える方たちに納税に関すによって、８割を超える方たちに納税に関すによって、８割を超える方たちに納税に関すによって、８割を超える方たちに納税に関す

る理解をいただくなど、一定の成果を得たもる理解をいただくなど、一定の成果を得たもる理解をいただくなど、一定の成果を得たもる理解をいただくなど、一定の成果を得たも

のと承知をしており、また全額納入が難しいのと承知をしており、また全額納入が難しいのと承知をしており、また全額納入が難しいのと承知をしており、また全額納入が難しい

方に対しては、現在担当窓口において分割納方に対しては、現在担当窓口において分割納方に対しては、現在担当窓口において分割納方に対しては、現在担当窓口において分割納

入を勧めるなどの納税相談を行っているとこ入を勧めるなどの納税相談を行っているとこ入を勧めるなどの納税相談を行っているとこ入を勧めるなどの納税相談を行っているとこ

ろでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

次に、平成１５年度の市税の収納率につき次に、平成１５年度の市税の収納率につき次に、平成１５年度の市税の収納率につき次に、平成１５年度の市税の収納率につき

まして、１月末現在７９.１％で、対前年度比まして、１月末現在７９.１％で、対前年度比まして、１月末現在７９.１％で、対前年度比まして、１月末現在７９.１％で、対前年度比

で０.９％の減になっておりますが、残されたで０.９％の減になっておりますが、残されたで０.９％の減になっておりますが、残されたで０.９％の減になっておりますが、残された

期間で前年収納率を下回ることのないよう、期間で前年収納率を下回ることのないよう、期間で前年収納率を下回ることのないよう、期間で前年収納率を下回ることのないよう、

もっともっと収納率を上げるよう努めてまいもっともっと収納率を上げるよう努めてまいもっともっと収納率を上げるよう努めてまいもっともっと収納率を上げるよう努めてまい

りたいと考えております。りたいと考えております。りたいと考えております。りたいと考えております。

次に、滞納者の職業別状況につきましては、次に、滞納者の職業別状況につきましては、次に、滞納者の職業別状況につきましては、次に、滞納者の職業別状況につきましては、

市民税の滞納者は１,３４２名で、内訳は給与市民税の滞納者は１,３４２名で、内訳は給与市民税の滞納者は１,３４２名で、内訳は給与市民税の滞納者は１,３４２名で、内訳は給与

所得者５５.８％、営業所得者８.１％、年金所得者５５.８％、営業所得者８.１％、年金所得者５５.８％、営業所得者８.１％、年金所得者５５.８％、営業所得者８.１％、年金

所得者４.６％、農業所得者０.１％、その他所得者４.６％、農業所得者０.１％、その他所得者４.６％、農業所得者０.１％、その他所得者４.６％、農業所得者０.１％、その他

３１.４％となっております。３１.４％となっております。３１.４％となっております。３１.４％となっております。

次に、徴収嘱託員につきましては４名の職次に、徴収嘱託員につきましては４名の職次に、徴収嘱託員につきましては４名の職次に、徴収嘱託員につきましては４名の職

員を配置し、滞納世帯に対し、主に夜間徴収員を配置し、滞納世帯に対し、主に夜間徴収員を配置し、滞納世帯に対し、主に夜間徴収員を配置し、滞納世帯に対し、主に夜間徴収

を担当していただいており、年間８,０００万を担当していただいており、年間８,０００万を担当していただいており、年間８,０００万を担当していただいており、年間８,０００万

円強の市税の収納をしていただいております。円強の市税の収納をしていただいております。円強の市税の収納をしていただいております。円強の市税の収納をしていただいております。

今後におきましては、収納率向上を図るため、今後におきましては、収納率向上を図るため、今後におきましては、収納率向上を図るため、今後におきましては、収納率向上を図るため、

昨年設置をいたしました市税等収納特別対策昨年設置をいたしました市税等収納特別対策昨年設置をいたしました市税等収納特別対策昨年設置をいたしました市税等収納特別対策

本部を中心に、管理職による戸別訪問を継続本部を中心に、管理職による戸別訪問を継続本部を中心に、管理職による戸別訪問を継続本部を中心に、管理職による戸別訪問を継続

して取り組むほか、収納体制の強化に努めてして取り組むほか、収納体制の強化に努めてして取り組むほか、収納体制の強化に努めてして取り組むほか、収納体制の強化に努めて

まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。

最後に、ポイ捨て防止条例等の制定につい最後に、ポイ捨て防止条例等の制定につい最後に、ポイ捨て防止条例等の制定につい最後に、ポイ捨て防止条例等の制定につい

てでございますが、環境美化については、こてでございますが、環境美化については、こてでございますが、環境美化については、こてでございますが、環境美化については、こ

れまでも衛生協力会などの協力を得ながら、れまでも衛生協力会などの協力を得ながら、れまでも衛生協力会などの協力を得ながら、れまでも衛生協力会などの協力を得ながら、

全市一斉清掃やクリーン作戦などの実施、あ全市一斉清掃やクリーン作戦などの実施、あ全市一斉清掃やクリーン作戦などの実施、あ全市一斉清掃やクリーン作戦などの実施、あ

るいは広報紙や折り込みチラシによる啓発活るいは広報紙や折り込みチラシによる啓発活るいは広報紙や折り込みチラシによる啓発活るいは広報紙や折り込みチラシによる啓発活

動を行ってきております。動を行ってきております。動を行ってきております。動を行ってきております。

また、昨年１２月には北海道全域を対象に、また、昨年１２月には北海道全域を対象に、また、昨年１２月には北海道全域を対象に、また、昨年１２月には北海道全域を対象に、

空き缶等の散乱防止と北海道の美観の保持を空き缶等の散乱防止と北海道の美観の保持を空き缶等の散乱防止と北海道の美観の保持を空き缶等の散乱防止と北海道の美観の保持を

目的とした「北海道空き缶等の散乱の防止に目的とした「北海道空き缶等の散乱の防止に目的とした「北海道空き缶等の散乱の防止に目的とした「北海道空き缶等の散乱の防止に

関する条例」が制定され、２月には基本方針関する条例」が制定され、２月には基本方針関する条例」が制定され、２月には基本方針関する条例」が制定され、２月には基本方針

が示されたところでございます。が示されたところでございます。が示されたところでございます。が示されたところでございます。

市としては、当面は道条例による空き缶等市としては、当面は道条例による空き缶等市としては、当面は道条例による空き缶等市としては、当面は道条例による空き缶等

の投げ捨て禁止や罰則規定について市民に周の投げ捨て禁止や罰則規定について市民に周の投げ捨て禁止や罰則規定について市民に周の投げ捨て禁止や罰則規定について市民に周

知啓発を行い環境美化に努めるとともに、市知啓発を行い環境美化に努めるとともに、市知啓発を行い環境美化に努めるとともに、市知啓発を行い環境美化に努めるとともに、市

の条例の制定につきましても検討してまいりの条例の制定につきましても検討してまいりの条例の制定につきましても検討してまいりの条例の制定につきましても検討してまいり

たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。たいと考えております。

●議長中西勇夫君 ２０番林 国夫君。●議長中西勇夫君 ２０番林 国夫君。●議長中西勇夫君 ２０番林 国夫君。●議長中西勇夫君 ２０番林 国夫君。

●２０番林 国夫君 自席から再質問をさせ●２０番林 国夫君 自席から再質問をさせ●２０番林 国夫君 自席から再質問をさせ●２０番林 国夫君 自席から再質問をさせ

ていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。
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ただいまの市長の答弁によりまして、このただいまの市長の答弁によりまして、このただいまの市長の答弁によりまして、このただいまの市長の答弁によりまして、この

自立の計画につきましては、これから新しい自立の計画につきましては、これから新しい自立の計画につきましては、これから新しい自立の計画につきましては、これから新しい

形の中で取り組みについて市民に説明をする形の中で取り組みについて市民に説明をする形の中で取り組みについて市民に説明をする形の中で取り組みについて市民に説明をする

と、このことにつきましては、この自立につと、このことにつきましては、この自立につと、このことにつきましては、この自立につと、このことにつきましては、この自立につ

きまして私は、美唄かつてない市民の決断がきまして私は、美唄かつてない市民の決断がきまして私は、美唄かつてない市民の決断がきまして私は、美唄かつてない市民の決断が

された時期だと思います。まして財政が非常された時期だと思います。まして財政が非常された時期だと思います。まして財政が非常された時期だと思います。まして財政が非常

に厳しい中にあって、自立に向かう中でやはに厳しい中にあって、自立に向かう中でやはに厳しい中にあって、自立に向かう中でやはに厳しい中にあって、自立に向かう中でやは

り市民に誤解のないような、あるいは市民にり市民に誤解のないような、あるいは市民にり市民に誤解のないような、あるいは市民にり市民に誤解のないような、あるいは市民に

このことをきちっと意識をしてもらう、そのこのことをきちっと意識をしてもらう、そのこのことをきちっと意識をしてもらう、そのこのことをきちっと意識をしてもらう、その

ことでないと役所がどんな動き方をしても、ことでないと役所がどんな動き方をしても、ことでないと役所がどんな動き方をしても、ことでないと役所がどんな動き方をしても、

市民に理解を示していただかないと、なかな市民に理解を示していただかないと、なかな市民に理解を示していただかないと、なかな市民に理解を示していただかないと、なかな

か自立に向かっても困難きわまりないんでなか自立に向かっても困難きわまりないんでなか自立に向かっても困難きわまりないんでなか自立に向かっても困難きわまりないんでな

いかというふうに考えるわけです。いかというふうに考えるわけです。いかというふうに考えるわけです。いかというふうに考えるわけです。

そんな観点から申し上げまして、市民に対そんな観点から申し上げまして、市民に対そんな観点から申し上げまして、市民に対そんな観点から申し上げまして、市民に対

しては市民のまず自立に向かってのご理解をしては市民のまず自立に向かってのご理解をしては市民のまず自立に向かってのご理解をしては市民のまず自立に向かってのご理解を

していただく、認識をしていただくことがやしていただく、認識をしていただくことがやしていただく、認識をしていただくことがやしていただく、認識をしていただくことがや

はり大きな課題だと思います。ただいま言わはり大きな課題だと思います。ただいま言わはり大きな課題だと思います。ただいま言わはり大きな課題だと思います。ただいま言わ

れておりますように、財政が厳しい中にあっれておりますように、財政が厳しい中にあっれておりますように、財政が厳しい中にあっれておりますように、財政が厳しい中にあっ

ては、やはり市民のサービスあるいは市民のては、やはり市民のサービスあるいは市民のては、やはり市民のサービスあるいは市民のては、やはり市民のサービスあるいは市民の

意向というものがなかなかサービスにこたえ意向というものがなかなかサービスにこたえ意向というものがなかなかサービスにこたえ意向というものがなかなかサービスにこたえ

られない時期があるんでないかと思います。られない時期があるんでないかと思います。られない時期があるんでないかと思います。られない時期があるんでないかと思います。

そんなことも、やはりいち早く市民に理解をそんなことも、やはりいち早く市民に理解をそんなことも、やはりいち早く市民に理解をそんなことも、やはりいち早く市民に理解を

求めていかなければならない大きな課題でな求めていかなければならない大きな課題でな求めていかなければならない大きな課題でな求めていかなければならない大きな課題でな

いかというふうに考えておりますので、そのいかというふうに考えておりますので、そのいかというふうに考えておりますので、そのいかというふうに考えておりますので、その

辺につきまして再度市長の考え方をお聞きし辺につきまして再度市長の考え方をお聞きし辺につきまして再度市長の考え方をお聞きし辺につきまして再度市長の考え方をお聞きし

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

それから次に、ポイ捨て条例の件でありまそれから次に、ポイ捨て条例の件でありまそれから次に、ポイ捨て条例の件でありまそれから次に、ポイ捨て条例の件でありま

すが、私の調査した中では北海道でいま３０すが、私の調査した中では北海道でいま３０すが、私の調査した中では北海道でいま３０すが、私の調査した中では北海道でいま３０

の市町村がポイ捨て条例を制定しております。の市町村がポイ捨て条例を制定しております。の市町村がポイ捨て条例を制定しております。の市町村がポイ捨て条例を制定しております。

それにつきましては、まちによっての特性をそれにつきましては、まちによっての特性をそれにつきましては、まちによっての特性をそれにつきましては、まちによっての特性を

いかしながら、そのまちに合った条例を制定いかしながら、そのまちに合った条例を制定いかしながら、そのまちに合った条例を制定いかしながら、そのまちに合った条例を制定

しているわけでございます。ポイ捨て条例のしているわけでございます。ポイ捨て条例のしているわけでございます。ポイ捨て条例のしているわけでございます。ポイ捨て条例の

中には、函館ではごみの散乱防止に関する条中には、函館ではごみの散乱防止に関する条中には、函館ではごみの散乱防止に関する条中には、函館ではごみの散乱防止に関する条

例、それから旭川市ではごみのポイ捨て禁止例、それから旭川市ではごみのポイ捨て禁止例、それから旭川市ではごみのポイ捨て禁止例、それから旭川市ではごみのポイ捨て禁止

条例、それから近くの夕張では都市景観条例条例、それから近くの夕張では都市景観条例条例、それから近くの夕張では都市景観条例条例、それから近くの夕張では都市景観条例

と、あるいは網走ではポイ捨てゼロ条例、そと、あるいは網走ではポイ捨てゼロ条例、そと、あるいは網走ではポイ捨てゼロ条例、そと、あるいは網走ではポイ捨てゼロ条例、そ

れから黒松内町ではごみポイ捨て及びふん害れから黒松内町ではごみポイ捨て及びふん害れから黒松内町ではごみポイ捨て及びふん害れから黒松内町ではごみポイ捨て及びふん害

の防止に関する条例、似たようなので追分町の防止に関する条例、似たようなので追分町の防止に関する条例、似たようなので追分町の防止に関する条例、似たようなので追分町

では空き缶等のポイ捨て及びペットのふん放では空き缶等のポイ捨て及びペットのふん放では空き缶等のポイ捨て及びペットのふん放では空き缶等のポイ捨て及びペットのふん放

置防止条例、さまざまな形で取り組んでいる置防止条例、さまざまな形で取り組んでいる置防止条例、さまざまな形で取り組んでいる置防止条例、さまざまな形で取り組んでいる

わけです。わけです。わけです。わけです。

特に美唄は、先ほど申しましたように、い特に美唄は、先ほど申しましたように、い特に美唄は、先ほど申しましたように、い特に美唄は、先ほど申しましたように、い

ま観光が１つの形で美唄としてもこれからのま観光が１つの形で美唄としてもこれからのま観光が１つの形で美唄としてもこれからのま観光が１つの形で美唄としてもこれからの

大きな課題になってくると思うのです。他市大きな課題になってくると思うのです。他市大きな課題になってくると思うのです。他市大きな課題になってくると思うのです。他市

からいろいろこれから人が見えるわけですし、からいろいろこれから人が見えるわけですし、からいろいろこれから人が見えるわけですし、からいろいろこれから人が見えるわけですし、

先ほども申し上げましたように交流館を拠点先ほども申し上げましたように交流館を拠点先ほども申し上げましたように交流館を拠点先ほども申し上げましたように交流館を拠点

として、やはり美唄にも各地からいろんな人として、やはり美唄にも各地からいろんな人として、やはり美唄にも各地からいろんな人として、やはり美唄にも各地からいろんな人

が見えると思います。そんな中で、美唄の景が見えると思います。そんな中で、美唄の景が見えると思います。そんな中で、美唄の景が見えると思います。そんな中で、美唄の景

観については、市民１人ひとりがやはりそう観については、市民１人ひとりがやはりそう観については、市民１人ひとりがやはりそう観については、市民１人ひとりがやはりそう

いった認識を高めていかなければならないといった認識を高めていかなければならないといった認識を高めていかなければならないといった認識を高めていかなければならないと

思いますし、また一方では道がいま条例を制思いますし、また一方では道がいま条例を制思いますし、また一方では道がいま条例を制思いますし、また一方では道がいま条例を制

定したわけですが、これは道として道全体に定したわけですが、これは道として道全体に定したわけですが、これは道として道全体に定したわけですが、これは道として道全体に

する問題でありまして、それは我々も道民でする問題でありまして、それは我々も道民でする問題でありまして、それは我々も道民でする問題でありまして、それは我々も道民で

ありますから、その条例には従わなきゃならありますから、その条例には従わなきゃならありますから、その条例には従わなきゃならありますから、その条例には従わなきゃなら

ないわけでございますが、でも美唄のまちとないわけでございますが、でも美唄のまちとないわけでございますが、でも美唄のまちとないわけでございますが、でも美唄のまちと

して、こういう条例を制定することによって、して、こういう条例を制定することによって、して、こういう条例を制定することによって、して、こういう条例を制定することによって、

市民１人ひとりがやはり美唄の景観を守って市民１人ひとりがやはり美唄の景観を守って市民１人ひとりがやはり美唄の景観を守って市民１人ひとりがやはり美唄の景観を守って

いくと、こういう認識が高まると思うのです。いくと、こういう認識が高まると思うのです。いくと、こういう認識が高まると思うのです。いくと、こういう認識が高まると思うのです。

そんなことから、やはり美唄としてこの条例そんなことから、やはり美唄としてこの条例そんなことから、やはり美唄としてこの条例そんなことから、やはり美唄としてこの条例

の制定をするべきでないかというふうに私はの制定をするべきでないかというふうに私はの制定をするべきでないかというふうに私はの制定をするべきでないかというふうに私は

考えているわけです。その辺について、再度考えているわけです。その辺について、再度考えているわけです。その辺について、再度考えているわけです。その辺について、再度

考え方をお聞かせいただきたいと思います。考え方をお聞かせいただきたいと思います。考え方をお聞かせいただきたいと思います。考え方をお聞かせいただきたいと思います。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長井坂紘一郎君 林議員の再質問にお答●市長井坂紘一郎君 林議員の再質問にお答●市長井坂紘一郎君 林議員の再質問にお答●市長井坂紘一郎君 林議員の再質問にお答

えいたします。えいたします。えいたします。えいたします。

初めに、自立に関連しまして財政状況の大初めに、自立に関連しまして財政状況の大初めに、自立に関連しまして財政状況の大初めに、自立に関連しまして財政状況の大

きな変化という形で、市民への説明責任でごきな変化という形で、市民への説明責任でごきな変化という形で、市民への説明責任でごきな変化という形で、市民への説明責任でご

ざいますけれども、当然市政執行方針でも申ざいますけれども、当然市政執行方針でも申ざいますけれども、当然市政執行方針でも申ざいますけれども、当然市政執行方針でも申
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し上げておりますけれども、これから自立をし上げておりますけれども、これから自立をし上げておりますけれども、これから自立をし上げておりますけれども、これから自立を

していくために、市民の皆さんに一定の負担、していくために、市民の皆さんに一定の負担、していくために、市民の皆さんに一定の負担、していくために、市民の皆さんに一定の負担、

痛みを分かち合っていただかなければならな痛みを分かち合っていただかなければならな痛みを分かち合っていただかなければならな痛みを分かち合っていただかなければならな

いということもございます。そういう形で、いということもございます。そういう形で、いということもございます。そういう形で、いということもございます。そういう形で、

先ほど申し上げましたけれども、今後におき先ほど申し上げましたけれども、今後におき先ほど申し上げましたけれども、今後におき先ほど申し上げましたけれども、今後におき

ましてまちづくり地区懇談会、それからまたましてまちづくり地区懇談会、それからまたましてまちづくり地区懇談会、それからまたましてまちづくり地区懇談会、それからまた

広報紙等で最新の情報を提供するなど、しっ広報紙等で最新の情報を提供するなど、しっ広報紙等で最新の情報を提供するなど、しっ広報紙等で最新の情報を提供するなど、しっ

かりと市民の皆様に説明責任を果たし、そしかりと市民の皆様に説明責任を果たし、そしかりと市民の皆様に説明責任を果たし、そしかりと市民の皆様に説明責任を果たし、そし

て市民の皆さんの理解を得るように努めてまて市民の皆さんの理解を得るように努めてまて市民の皆さんの理解を得るように努めてまて市民の皆さんの理解を得るように努めてま

いりたいというふうに考えているところでごいりたいというふうに考えているところでごいりたいというふうに考えているところでごいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

次に、ポイ捨て防止条例に関連してでござ次に、ポイ捨て防止条例に関連してでござ次に、ポイ捨て防止条例に関連してでござ次に、ポイ捨て防止条例に関連してでござ

いますけれども、いま議員からご指摘ございいますけれども、いま議員からご指摘ございいますけれども、いま議員からご指摘ございいますけれども、いま議員からご指摘ござい

ましたように、道として条例が制定をされまましたように、道として条例が制定をされまましたように、道として条例が制定をされまましたように、道として条例が制定をされま

した。その部分では、当然市町村としての責した。その部分では、当然市町村としての責した。その部分では、当然市町村としての責した。その部分では、当然市町村としての責

務というのが出てきていますけれども、すで務というのが出てきていますけれども、すで務というのが出てきていますけれども、すで務というのが出てきていますけれども、すで

に道内、議員からのご指摘のように、自治体に道内、議員からのご指摘のように、自治体に道内、議員からのご指摘のように、自治体に道内、議員からのご指摘のように、自治体

で条例を制定をしているところもございますで条例を制定をしているところもございますで条例を制定をしているところもございますで条例を制定をしているところもございます

ので、その条例の内容だとか、あるいはそのので、その条例の内容だとか、あるいはそのので、その条例の内容だとか、あるいはそのので、その条例の内容だとか、あるいはその

モラルを高めるための具体的な内容等の取りモラルを高めるための具体的な内容等の取りモラルを高めるための具体的な内容等の取りモラルを高めるための具体的な内容等の取り

組み状況などを十分調査、研究してまいりた組み状況などを十分調査、研究してまいりた組み状況などを十分調査、研究してまいりた組み状況などを十分調査、研究してまいりた

いと考えているところでございます。いと考えているところでございます。いと考えているところでございます。いと考えているところでございます。

●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。

１８番紫藤政則君。１８番紫藤政則君。１８番紫藤政則君。１８番紫藤政則君。

●１８番紫藤政則君（登壇） ２００４年第●１８番紫藤政則君（登壇） ２００４年第●１８番紫藤政則君（登壇） ２００４年第●１８番紫藤政則君（登壇） ２００４年第

１回定例市議会に当たり、財政の現状と課題、１回定例市議会に当たり、財政の現状と課題、１回定例市議会に当たり、財政の現状と課題、１回定例市議会に当たり、財政の現状と課題、

ごみ処理行政、入札・契約制度改革、人事行ごみ処理行政、入札・契約制度改革、人事行ごみ処理行政、入札・契約制度改革、人事行ごみ処理行政、入札・契約制度改革、人事行

政の大綱４点について、それぞれ市長にお伺政の大綱４点について、それぞれ市長にお伺政の大綱４点について、それぞれ市長にお伺政の大綱４点について、それぞれ市長にお伺

いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

大綱１点は、財政の現状と課題についてで大綱１点は、財政の現状と課題についてで大綱１点は、財政の現状と課題についてで大綱１点は、財政の現状と課題についてで

あります。最初は、今日の財政危機を招いたあります。最初は、今日の財政危機を招いたあります。最初は、今日の財政危機を招いたあります。最初は、今日の財政危機を招いた

要因についてお伺いいたします。昨年９月の要因についてお伺いいたします。昨年９月の要因についてお伺いいたします。昨年９月の要因についてお伺いいたします。昨年９月の

第３回定例会で市長は、国の経済対策に積極第３回定例会で市長は、国の経済対策に積極第３回定例会で市長は、国の経済対策に積極第３回定例会で市長は、国の経済対策に積極

的に対応したことによる公債費の増大、市税的に対応したことによる公債費の増大、市税的に対応したことによる公債費の増大、市税的に対応したことによる公債費の増大、市税

の落ち込み、交付税の減少、産炭法失効によの落ち込み、交付税の減少、産炭法失効によの落ち込み、交付税の減少、産炭法失効によの落ち込み、交付税の減少、産炭法失効によ

る影響が考えられると答弁されました。しかる影響が考えられると答弁されました。しかる影響が考えられると答弁されました。しかる影響が考えられると答弁されました。しか

し、私の質問にある責任の所在については、し、私の質問にある責任の所在については、し、私の質問にある責任の所在については、し、私の質問にある責任の所在については、

さらりとかわされてしまいました。改めておさらりとかわされてしまいました。改めておさらりとかわされてしまいました。改めておさらりとかわされてしまいました。改めてお

聞きいたします。今日の財政危機を招いた要聞きいたします。今日の財政危機を招いた要聞きいたします。今日の財政危機を招いた要聞きいたします。今日の財政危機を招いた要

因と背景、そして責任の所在について、政策因と背景、そして責任の所在について、政策因と背景、そして責任の所在について、政策因と背景、そして責任の所在について、政策

決定あるいは財政運営上問題はなかったのか決定あるいは財政運営上問題はなかったのか決定あるいは財政運営上問題はなかったのか決定あるいは財政運営上問題はなかったのか

ご答弁ください。ご答弁ください。ご答弁ください。ご答弁ください。

２つは、０４年度予算編成の基本的な問題２つは、０４年度予算編成の基本的な問題２つは、０４年度予算編成の基本的な問題２つは、０４年度予算編成の基本的な問題

点についてお伺いいたします。その１つは、点についてお伺いいたします。その１つは、点についてお伺いいたします。その１つは、点についてお伺いいたします。その１つは、

三位一体改革による影響についてであります。三位一体改革による影響についてであります。三位一体改革による影響についてであります。三位一体改革による影響についてであります。

国は、０４年度予算のポイントとして、年金国は、０４年度予算のポイントとして、年金国は、０４年度予算のポイントとして、年金国は、０４年度予算のポイントとして、年金

制度、医療制度とともに国と地方の三位一体制度、医療制度とともに国と地方の三位一体制度、医療制度とともに国と地方の三位一体制度、医療制度とともに国と地方の三位一体

改革を具現化しました。三位一体改革とは、改革を具現化しました。三位一体改革とは、改革を具現化しました。三位一体改革とは、改革を具現化しました。三位一体改革とは、

国から地方に渡す補助金の削減と、国の税収国から地方に渡す補助金の削減と、国の税収国から地方に渡す補助金の削減と、国の税収国から地方に渡す補助金の削減と、国の税収

を地方に移す税源移譲、国が地方に配分するを地方に移す税源移譲、国が地方に配分するを地方に移す税源移譲、国が地方に配分するを地方に移す税源移譲、国が地方に配分する

地方交付税改革の３つを同時に進める税財政地方交付税改革の３つを同時に進める税財政地方交付税改革の３つを同時に進める税財政地方交付税改革の３つを同時に進める税財政

改革で、地方の自立を目指すとともに、国か改革で、地方の自立を目指すとともに、国か改革で、地方の自立を目指すとともに、国か改革で、地方の自立を目指すとともに、国か

ら地方への支出を減らし、国、地方の財政をら地方への支出を減らし、国、地方の財政をら地方への支出を減らし、国、地方の財政をら地方への支出を減らし、国、地方の財政を

ともに健全化するねらいがあると言われていともに健全化するねらいがあると言われていともに健全化するねらいがあると言われていともに健全化するねらいがあると言われてい

ます。政府は、０４年度までに４兆円の補助ます。政府は、０４年度までに４兆円の補助ます。政府は、０４年度までに４兆円の補助ます。政府は、０４年度までに４兆円の補助

金を削減し、見返りにその８ないし１０割程金を削減し、見返りにその８ないし１０割程金を削減し、見返りにその８ないし１０割程金を削減し、見返りにその８ないし１０割程

度の財源を地方に移し、あわせて地方交付税度の財源を地方に移し、あわせて地方交付税度の財源を地方に移し、あわせて地方交付税度の財源を地方に移し、あわせて地方交付税

改革を進める目標を立てています。しかし、改革を進める目標を立てています。しかし、改革を進める目標を立てています。しかし、改革を進める目標を立てています。しかし、

政府の改革はかけ声だけがむなしく響き、地政府の改革はかけ声だけがむなしく響き、地政府の改革はかけ声だけがむなしく響き、地政府の改革はかけ声だけがむなしく響き、地

方の現実の姿は悲鳴に近いものがあります。方の現実の姿は悲鳴に近いものがあります。方の現実の姿は悲鳴に近いものがあります。方の現実の姿は悲鳴に近いものがあります。

特にそのしわ寄せは、財政力が乏しく依存財特にそのしわ寄せは、財政力が乏しく依存財特にそのしわ寄せは、財政力が乏しく依存財特にそのしわ寄せは、財政力が乏しく依存財

政の比率の高い美唄をはじめとする旧産炭地政の比率の高い美唄をはじめとする旧産炭地政の比率の高い美唄をはじめとする旧産炭地政の比率の高い美唄をはじめとする旧産炭地

や過疎地を直撃し、自主的に赤字予算を計上や過疎地を直撃し、自主的に赤字予算を計上や過疎地を直撃し、自主的に赤字予算を計上や過疎地を直撃し、自主的に赤字予算を計上

せざるを得ない自治体が続出しています。せざるを得ない自治体が続出しています。せざるを得ない自治体が続出しています。せざるを得ない自治体が続出しています。

そこで、伺いますが、美唄市の予算編成過そこで、伺いますが、美唄市の予算編成過そこで、伺いますが、美唄市の予算編成過そこで、伺いますが、美唄市の予算編成過

程で、どんな国庫支出金がどれだけ減額され、程で、どんな国庫支出金がどれだけ減額され、程で、どんな国庫支出金がどれだけ減額され、程で、どんな国庫支出金がどれだけ減額され、

国が言う一般財源化、つまり地方交付税の措国が言う一般財源化、つまり地方交付税の措国が言う一般財源化、つまり地方交付税の措国が言う一般財源化、つまり地方交付税の措

置としてどう計上しているのか。置としてどう計上しているのか。置としてどう計上しているのか。置としてどう計上しているのか。
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次に、地方交付税と一体の臨時財政対策債、次に、地方交付税と一体の臨時財政対策債、次に、地方交付税と一体の臨時財政対策債、次に、地方交付税と一体の臨時財政対策債、

いわゆる赤字地方債は実質どれだけ減額されいわゆる赤字地方債は実質どれだけ減額されいわゆる赤字地方債は実質どれだけ減額されいわゆる赤字地方債は実質どれだけ減額され

ると見込んでいるか。ると見込んでいるか。ると見込んでいるか。ると見込んでいるか。

そして、税源移譲分として計上されているそして、税源移譲分として計上されているそして、税源移譲分として計上されているそして、税源移譲分として計上されている

所得譲与税５,２００万円をかげんするとどう所得譲与税５,２００万円をかげんするとどう所得譲与税５,２００万円をかげんするとどう所得譲与税５,２００万円をかげんするとどう

なるのか、つまり国の言う三位一体改革によなるのか、つまり国の言う三位一体改革によなるのか、つまり国の言う三位一体改革によなるのか、つまり国の言う三位一体改革によ

る影響について具体的にお答えください。る影響について具体的にお答えください。る影響について具体的にお答えください。る影響について具体的にお答えください。

２つは、北海道の財政立て直しプランによ２つは、北海道の財政立て直しプランによ２つは、北海道の財政立て直しプランによ２つは、北海道の財政立て直しプランによ

る影響についてであります。北海道の財政状る影響についてであります。北海道の財政状る影響についてであります。北海道の財政状る影響についてであります。北海道の財政状

況は、５兆３,０００億円の道債残高を抱え、況は、５兆３,０００億円の道債残高を抱え、況は、５兆３,０００億円の道債残高を抱え、況は、５兆３,０００億円の道債残高を抱え、

このまま行けば０５年度には財政再建団体にこのまま行けば０５年度には財政再建団体にこのまま行けば０５年度には財政再建団体にこのまま行けば０５年度には財政再建団体に

転落するとしています。そして、北海道はこ転落するとしています。そして、北海道はこ転落するとしています。そして、北海道はこ転落するとしています。そして、北海道はこ

の夏までに、北海道財政立て直しプランを策の夏までに、北海道財政立て直しプランを策の夏までに、北海道財政立て直しプランを策の夏までに、北海道財政立て直しプランを策

定すると伝えられています。このため０４年定すると伝えられています。このため０４年定すると伝えられています。このため０４年定すると伝えられています。このため０４年

度予算は、赤字解消最優先となり、三位一体度予算は、赤字解消最優先となり、三位一体度予算は、赤字解消最優先となり、三位一体度予算は、赤字解消最優先となり、三位一体

改革による１,７３０億円の財源捻出のため、改革による１,７３０億円の財源捻出のため、改革による１,７３０億円の財源捻出のため、改革による１,７３０億円の財源捻出のため、

道単独のハード・ソフト事業の大幅な削減が道単独のハード・ソフト事業の大幅な削減が道単独のハード・ソフト事業の大幅な削減が道単独のハード・ソフト事業の大幅な削減が

予定されています。これが立て直しプランに予定されています。これが立て直しプランに予定されています。これが立て直しプランに予定されています。これが立て直しプランに

より、０４年度の美唄市財政にどんな影響がより、０４年度の美唄市財政にどんな影響がより、０４年度の美唄市財政にどんな影響がより、０４年度の美唄市財政にどんな影響が

あると見込んでいるかお答えください。あると見込んでいるかお答えください。あると見込んでいるかお答えください。あると見込んでいるかお答えください。

３つは、財源調整について伺います。市長３つは、財源調整について伺います。市長３つは、財源調整について伺います。市長３つは、財源調整について伺います。市長

は、市政執行方針の中で、予算編成に当たっは、市政執行方針の中で、予算編成に当たっは、市政執行方針の中で、予算編成に当たっは、市政執行方針の中で、予算編成に当たっ

ては大幅な支出削減を行いましたが、収入のては大幅な支出削減を行いましたが、収入のては大幅な支出削減を行いましたが、収入のては大幅な支出削減を行いましたが、収入の

落ち込みが想像を上回るものであったことか落ち込みが想像を上回るものであったことか落ち込みが想像を上回るものであったことか落ち込みが想像を上回るものであったことか

ら、基金の繰り入れや債務負担行為の繰り延ら、基金の繰り入れや債務負担行為の繰り延ら、基金の繰り入れや債務負担行為の繰り延ら、基金の繰り入れや債務負担行為の繰り延

べなどの財源調整を行い、収支均衡を図ったべなどの財源調整を行い、収支均衡を図ったべなどの財源調整を行い、収支均衡を図ったべなどの財源調整を行い、収支均衡を図った

と述べられました。私の記憶では、市政執行と述べられました。私の記憶では、市政執行と述べられました。私の記憶では、市政執行と述べられました。私の記憶では、市政執行

方針で財源調整を行ったとの表記は初めてで、方針で財源調整を行ったとの表記は初めてで、方針で財源調整を行ったとの表記は初めてで、方針で財源調整を行ったとの表記は初めてで、

実質的に赤字予算を計上せざるを得ない美唄実質的に赤字予算を計上せざるを得ない美唄実質的に赤字予算を計上せざるを得ない美唄実質的に赤字予算を計上せざるを得ない美唄

市財政の実態を明らかにして、市民の皆さん市財政の実態を明らかにして、市民の皆さん市財政の実態を明らかにして、市民の皆さん市財政の実態を明らかにして、市民の皆さん

と情報を共有するという姿勢であり、評価でと情報を共有するという姿勢であり、評価でと情報を共有するという姿勢であり、評価でと情報を共有するという姿勢であり、評価で

きるものだと考えています。沖縄県の平良市きるものだと考えています。沖縄県の平良市きるものだと考えています。沖縄県の平良市きるものだと考えています。沖縄県の平良市

は、赤字予算案の内示に追い込まれましたが、は、赤字予算案の内示に追い込まれましたが、は、赤字予算案の内示に追い込まれましたが、は、赤字予算案の内示に追い込まれましたが、

予算編成のルールにある各会計年度における予算編成のルールにある各会計年度における予算編成のルールにある各会計年度における予算編成のルールにある各会計年度における

歳出は、その年度の歳入をもってこれに充て歳出は、その年度の歳入をもってこれに充て歳出は、その年度の歳入をもってこれに充て歳出は、その年度の歳入をもってこれに充て

なければならない。つまり歳入歳出予算の累なければならない。つまり歳入歳出予算の累なければならない。つまり歳入歳出予算の累なければならない。つまり歳入歳出予算の累

計額は、差っ引きゼロにしなければならない計額は、差っ引きゼロにしなければならない計額は、差っ引きゼロにしなければならない計額は、差っ引きゼロにしなければならない

との地方自治法の規定に違反するとする国やとの地方自治法の規定に違反するとする国やとの地方自治法の規定に違反するとする国やとの地方自治法の規定に違反するとする国や

県の指摘を受けて、行政能力の強化と称して県の指摘を受けて、行政能力の強化と称して県の指摘を受けて、行政能力の強化と称して県の指摘を受けて、行政能力の強化と称して

市税の滞納対策を強化することにより、赤字市税の滞納対策を強化することにより、赤字市税の滞納対策を強化することにより、赤字市税の滞納対策を強化することにより、赤字

予算を回避したと伝えられています。美唄市予算を回避したと伝えられています。美唄市予算を回避したと伝えられています。美唄市予算を回避したと伝えられています。美唄市

は、赤字予算の回避策としてどのような財源は、赤字予算の回避策としてどのような財源は、赤字予算の回避策としてどのような財源は、赤字予算の回避策としてどのような財源

調整を行ったのか、その具体的内容について調整を行ったのか、その具体的内容について調整を行ったのか、その具体的内容について調整を行ったのか、その具体的内容について

お答えください。お答えください。お答えください。お答えください。

４つは、市民の暮らしに及ぼす影響につい４つは、市民の暮らしに及ぼす影響につい４つは、市民の暮らしに及ぼす影響につい４つは、市民の暮らしに及ぼす影響につい

てであります。市民負担増や行政サービスのてであります。市民負担増や行政サービスのてであります。市民負担増や行政サービスのてであります。市民負担増や行政サービスの

低下、公の施設利用の制限等の内容について低下、公の施設利用の制限等の内容について低下、公の施設利用の制限等の内容について低下、公の施設利用の制限等の内容について

具体的にお答えください。具体的にお答えください。具体的にお答えください。具体的にお答えください。

大綱２点目は、ごみ処理行政についてであ大綱２点目は、ごみ処理行政についてであ大綱２点目は、ごみ処理行政についてであ大綱２点目は、ごみ処理行政についてであ

ります。最初は、最終処分場の建設計画につります。最初は、最終処分場の建設計画につります。最初は、最終処分場の建設計画につります。最初は、最終処分場の建設計画につ

いて伺います。０３年度中に定める基本計画いて伺います。０３年度中に定める基本計画いて伺います。０３年度中に定める基本計画いて伺います。０３年度中に定める基本計画

や、庁内検討委員会における検討結果としてや、庁内検討委員会における検討結果としてや、庁内検討委員会における検討結果としてや、庁内検討委員会における検討結果として

の埋立最終処分場の発注方式はどうなりましの埋立最終処分場の発注方式はどうなりましの埋立最終処分場の発注方式はどうなりましの埋立最終処分場の発注方式はどうなりまし

たか。ＰＦＩで行うのか、公共事業方式で行たか。ＰＦＩで行うのか、公共事業方式で行たか。ＰＦＩで行うのか、公共事業方式で行たか。ＰＦＩで行うのか、公共事業方式で行

うのか、選択の理由を含めてお答えください。うのか、選択の理由を含めてお答えください。うのか、選択の理由を含めてお答えください。うのか、選択の理由を含めてお答えください。

２つ、事業規模や年度別事業費はどう予定２つ、事業規模や年度別事業費はどう予定２つ、事業規模や年度別事業費はどう予定２つ、事業規模や年度別事業費はどう予定

されていますか、あわせてお答えください。されていますか、あわせてお答えください。されていますか、あわせてお答えください。されていますか、あわせてお答えください。

次は、家庭から出る一般廃棄物の有料化に次は、家庭から出る一般廃棄物の有料化に次は、家庭から出る一般廃棄物の有料化に次は、家庭から出る一般廃棄物の有料化に

ついて伺います。昨年１２月の私の質問に対ついて伺います。昨年１２月の私の質問に対ついて伺います。昨年１２月の私の質問に対ついて伺います。昨年１２月の私の質問に対

し、市長は有料化には処理負担の軽減に加え、し、市長は有料化には処理負担の軽減に加え、し、市長は有料化には処理負担の軽減に加え、し、市長は有料化には処理負担の軽減に加え、

排出抑制や環境負荷の軽減にもつながるので、排出抑制や環境負荷の軽減にもつながるので、排出抑制や環境負荷の軽減にもつながるので、排出抑制や環境負荷の軽減にもつながるので、

市民説明を十分に行い、理解と協力を得て実市民説明を十分に行い、理解と協力を得て実市民説明を十分に行い、理解と協力を得て実市民説明を十分に行い、理解と協力を得て実

施したいと、有料化の方向を明らかにいたし施したいと、有料化の方向を明らかにいたし施したいと、有料化の方向を明らかにいたし施したいと、有料化の方向を明らかにいたし

ました。有料化はいつから実施しますか、市ました。有料化はいつから実施しますか、市ました。有料化はいつから実施しますか、市ました。有料化はいつから実施しますか、市

民負担はどの程度考えていますか、どのよう民負担はどの程度考えていますか、どのよう民負担はどの程度考えていますか、どのよう民負担はどの程度考えていますか、どのよう

な合意形成を図っていきますか、タイムスケな合意形成を図っていきますか、タイムスケな合意形成を図っていきますか、タイムスケな合意形成を図っていきますか、タイムスケ

ジュールを含めてそれぞれお答えください。ジュールを含めてそれぞれお答えください。ジュールを含めてそれぞれお答えください。ジュールを含めてそれぞれお答えください。

３つは、広域協議結果について伺います。３つは、広域協議結果について伺います。３つは、広域協議結果について伺います。３つは、広域協議結果について伺います。
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昨年の１２月からことしの１月にかけて協議昨年の１２月からことしの１月にかけて協議昨年の１２月からことしの１月にかけて協議昨年の１２月からことしの１月にかけて協議

された事務レベルやトップレベルによる「南された事務レベルやトップレベルによる「南された事務レベルやトップレベルによる「南された事務レベルやトップレベルによる「南

空知地域ごみ処理広域化検討協議会」におけ空知地域ごみ処理広域化検討協議会」におけ空知地域ごみ処理広域化検討協議会」におけ空知地域ごみ処理広域化検討協議会」におけ

る可燃ごみ、生ごみの処理方法や施設整備のる可燃ごみ、生ごみの処理方法や施設整備のる可燃ごみ、生ごみの処理方法や施設整備のる可燃ごみ、生ごみの処理方法や施設整備の

タイムスケジュールについてそれぞれお示しタイムスケジュールについてそれぞれお示しタイムスケジュールについてそれぞれお示しタイムスケジュールについてそれぞれお示し

ください。ください。ください。ください。

大綱３点目は、入札・契約制度改革につい大綱３点目は、入札・契約制度改革につい大綱３点目は、入札・契約制度改革につい大綱３点目は、入札・契約制度改革につい

てであります。最初は、取り組みの現状につてであります。最初は、取り組みの現状につてであります。最初は、取り組みの現状につてであります。最初は、取り組みの現状につ

いて伺います。入札・契約制度については、いて伺います。入札・契約制度については、いて伺います。入札・契約制度については、いて伺います。入札・契約制度については、

政官業のトライアングル構造からくる不正や政官業のトライアングル構造からくる不正や政官業のトライアングル構造からくる不正や政官業のトライアングル構造からくる不正や

官制談合、業者間談合社会を変えるために、官制談合、業者間談合社会を変えるために、官制談合、業者間談合社会を変えるために、官制談合、業者間談合社会を変えるために、

国や地方自治体でさまざまな試みがなされて国や地方自治体でさまざまな試みがなされて国や地方自治体でさまざまな試みがなされて国や地方自治体でさまざまな試みがなされて

います。私も議会議論を通じて、今日まで何います。私も議会議論を通じて、今日まで何います。私も議会議論を通じて、今日まで何います。私も議会議論を通じて、今日まで何

点か指摘をしてきました。具体的には、予定点か指摘をしてきました。具体的には、予定点か指摘をしてきました。具体的には、予定点か指摘をしてきました。具体的には、予定

価格の事前公表、建設業退職者共済証紙貼付価格の事前公表、建設業退職者共済証紙貼付価格の事前公表、建設業退職者共済証紙貼付価格の事前公表、建設業退職者共済証紙貼付

の実効性確保、役務の提供型委託契約への最の実効性確保、役務の提供型委託契約への最の実効性確保、役務の提供型委託契約への最の実効性確保、役務の提供型委託契約への最

低制限価格の導入、公正労働確保のための高低制限価格の導入、公正労働確保のための高低制限価格の導入、公正労働確保のための高低制限価格の導入、公正労働確保のための高

契約制度の導入、政策入札制度の確立などが契約制度の導入、政策入札制度の確立などが契約制度の導入、政策入札制度の確立などが契約制度の導入、政策入札制度の確立などが

それです。市としても庁内に検討委員会を設それです。市としても庁内に検討委員会を設それです。市としても庁内に検討委員会を設それです。市としても庁内に検討委員会を設

けて、契約手続きの競争性、透明性、公平性けて、契約手続きの競争性、透明性、公平性けて、契約手続きの競争性、透明性、公平性けて、契約手続きの競争性、透明性、公平性

をより高めるための改善に取り組まれているをより高めるための改善に取り組まれているをより高めるための改善に取り組まれているをより高めるための改善に取り組まれている

と承知をしていますが、以下お尋ねいたしまと承知をしていますが、以下お尋ねいたしまと承知をしていますが、以下お尋ねいたしまと承知をしていますが、以下お尋ねいたしま

す。す。す。す。

１つは、今日までどのような検討を重ね、１つは、今日までどのような検討を重ね、１つは、今日までどのような検討を重ね、１つは、今日までどのような検討を重ね、

どの点が改善されたのか、その内容について。どの点が改善されたのか、その内容について。どの点が改善されたのか、その内容について。どの点が改善されたのか、その内容について。

２つは、工事または製造の請負に係る入札２つは、工事または製造の請負に係る入札２つは、工事または製造の請負に係る入札２つは、工事または製造の請負に係る入札

方法別の入札件数と契約額の総額の推移につ方法別の入札件数と契約額の総額の推移につ方法別の入札件数と契約額の総額の推移につ方法別の入札件数と契約額の総額の推移につ

いて、あわせて平均落札率と予定価格と落札いて、あわせて平均落札率と予定価格と落札いて、あわせて平均落札率と予定価格と落札いて、あわせて平均落札率と予定価格と落札

額との入札差額、入札差金の推移について。額との入札差額、入札差金の推移について。額との入札差額、入札差金の推移について。額との入札差額、入札差金の推移について。

把握できる空知管内他都市との比較を含めて把握できる空知管内他都市との比較を含めて把握できる空知管内他都市との比較を含めて把握できる空知管内他都市との比較を含めて

それぞれお答えください。それぞれお答えください。それぞれお答えください。それぞれお答えください。

次に、総合評価型入札制度の導入について次に、総合評価型入札制度の導入について次に、総合評価型入札制度の導入について次に、総合評価型入札制度の導入について

伺います。１９９９年、平成１１年２月、地伺います。１９９９年、平成１１年２月、地伺います。１９９９年、平成１１年２月、地伺います。１９９９年、平成１１年２月、地

方自治法施行令第１６７条の１０の２の一部方自治法施行令第１６７条の１０の２の一部方自治法施行令第１６７条の１０の２の一部方自治法施行令第１６７条の１０の２の一部

が改正され、価格その他の条件が当該地方公が改正され、価格その他の条件が当該地方公が改正され、価格その他の条件が当該地方公が改正され、価格その他の条件が当該地方公

共団体にとって、最も有利なものをもって申共団体にとって、最も有利なものをもって申共団体にとって、最も有利なものをもって申共団体にとって、最も有利なものをもって申

し込みをしたものを落札者とすることができし込みをしたものを落札者とすることができし込みをしたものを落札者とすることができし込みをしたものを落札者とすることができ

るとされました。このことは、落札が価格のるとされました。このことは、落札が価格のるとされました。このことは、落札が価格のるとされました。このことは、落札が価格の

みで決定する、いわゆる自動落札方式から価みで決定する、いわゆる自動落札方式から価みで決定する、いわゆる自動落札方式から価みで決定する、いわゆる自動落札方式から価

格と価格以外の幾つかの要素を総合的に評価格と価格以外の幾つかの要素を総合的に評価格と価格以外の幾つかの要素を総合的に評価格と価格以外の幾つかの要素を総合的に評価

し、発注者にとって最も有利なものを落札者し、発注者にとって最も有利なものを落札者し、発注者にとって最も有利なものを落札者し、発注者にとって最も有利なものを落札者

とする入札方式を取り入れることができるととする入札方式を取り入れることができるととする入札方式を取り入れることができるととする入札方式を取り入れることができると

するもので、入札のメリットとして談合に対するもので、入札のメリットとして談合に対するもので、入札のメリットとして談合に対するもので、入札のメリットとして談合に対

する防止効果と公正労働条件確保、むやみなする防止効果と公正労働条件確保、むやみなする防止効果と公正労働条件確保、むやみなする防止効果と公正労働条件確保、むやみな

低価格競争に対しても有効であると言われて低価格競争に対しても有効であると言われて低価格競争に対しても有効であると言われて低価格競争に対しても有効であると言われて

います。います。います。います。

美唄市は、福祉・環境・交流を柱にしたま美唄市は、福祉・環境・交流を柱にしたま美唄市は、福祉・環境・交流を柱にしたま美唄市は、福祉・環境・交流を柱にしたま

ちづくりを進めています。目指すまちづくりちづくりを進めています。目指すまちづくりちづくりを進めています。目指すまちづくりちづくりを進めています。目指すまちづくり

のため、契約の相手となる業者がさまざまなのため、契約の相手となる業者がさまざまなのため、契約の相手となる業者がさまざまなのため、契約の相手となる業者がさまざまな

社会的価値を配慮しているかどうかを業者の社会的価値を配慮しているかどうかを業者の社会的価値を配慮しているかどうかを業者の社会的価値を配慮しているかどうかを業者の

選定基準に組み入れることが必要になるので選定基準に組み入れることが必要になるので選定基準に組み入れることが必要になるので選定基準に組み入れることが必要になるので

はないでしょうか。たとえばその業者がＩＳはないでしょうか。たとえばその業者がＩＳはないでしょうか。たとえばその業者がＩＳはないでしょうか。たとえばその業者がＩＳ

Ｏ１４０００シリーズの認証取得と環境へのＯ１４０００シリーズの認証取得と環境へのＯ１４０００シリーズの認証取得と環境へのＯ１４０００シリーズの認証取得と環境への

配慮を行っているか、障害者雇用など福祉に配慮を行っているか、障害者雇用など福祉に配慮を行っているか、障害者雇用など福祉に配慮を行っているか、障害者雇用など福祉に

も配慮しているか、男女共同参画を進めていも配慮しているか、男女共同参画を進めていも配慮しているか、男女共同参画を進めていも配慮しているか、男女共同参画を進めてい

るか、雇用者として公正労働基準を適正に維るか、雇用者として公正労働基準を適正に維るか、雇用者として公正労働基準を適正に維るか、雇用者として公正労働基準を適正に維

持しているかといった点にも着目し、業者の持しているかといった点にも着目し、業者の持しているかといった点にも着目し、業者の持しているかといった点にも着目し、業者の

選定に際して、これらに配慮する企業には有選定に際して、これらに配慮する企業には有選定に際して、これらに配慮する企業には有選定に際して、これらに配慮する企業には有

利に、配慮を怠っている企業には不利になる利に、配慮を怠っている企業には不利になる利に、配慮を怠っている企業には不利になる利に、配慮を怠っている企業には不利になる

ようにすれば、広く地域に対し、これらの社ようにすれば、広く地域に対し、これらの社ようにすれば、広く地域に対し、これらの社ようにすれば、広く地域に対し、これらの社

会的価値の追求を促す効果が期待できるので会的価値の追求を促す効果が期待できるので会的価値の追求を促す効果が期待できるので会的価値の追求を促す効果が期待できるので

はないでしょうか。これらの環境、福祉、男はないでしょうか。これらの環境、福祉、男はないでしょうか。これらの環境、福祉、男はないでしょうか。これらの環境、福祉、男

女共同参画、公正労働条件などの価値は行政女共同参画、公正労働条件などの価値は行政女共同参画、公正労働条件などの価値は行政女共同参画、公正労働条件などの価値は行政

が政策、施策、事務事業を通じて追求すべきが政策、施策、事務事業を通じて追求すべきが政策、施策、事務事業を通じて追求すべきが政策、施策、事務事業を通じて追求すべき

政策目的と言えるものだと考えます。この政政策目的と言えるものだと考えます。この政政策目的と言えるものだと考えます。この政政策目的と言えるものだと考えます。この政

策目的を追求するための手段として、総合評策目的を追求するための手段として、総合評策目的を追求するための手段として、総合評策目的を追求するための手段として、総合評

価型入札を使えるのではないでしょうか。価型入札を使えるのではないでしょうか。価型入札を使えるのではないでしょうか。価型入札を使えるのではないでしょうか。

そこで、伺いますが、総合評価型入札につそこで、伺いますが、総合評価型入札につそこで、伺いますが、総合評価型入札につそこで、伺いますが、総合評価型入札につ
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いての市長の基本的認識と、美唄市の入札契いての市長の基本的認識と、美唄市の入札契いての市長の基本的認識と、美唄市の入札契いての市長の基本的認識と、美唄市の入札契

約制度に取り入れる考えはないか、今後の方約制度に取り入れる考えはないか、今後の方約制度に取り入れる考えはないか、今後の方約制度に取り入れる考えはないか、今後の方

向についてお答えください。向についてお答えください。向についてお答えください。向についてお答えください。

入札・契約制度改革の３つ目は、指定管理入札・契約制度改革の３つ目は、指定管理入札・契約制度改革の３つ目は、指定管理入札・契約制度改革の３つ目は、指定管理

者制度の導入についてお尋ねいたします。昨者制度の導入についてお尋ねいたします。昨者制度の導入についてお尋ねいたします。昨者制度の導入についてお尋ねいたします。昨

年６月に公布された地方自治法第２４４条の年６月に公布された地方自治法第２４４条の年６月に公布された地方自治法第２４４条の年６月に公布された地方自治法第２４４条の

２第３項等の一部改正により、公の施設の管２第３項等の一部改正により、公の施設の管２第３項等の一部改正により、公の施設の管２第３項等の一部改正により、公の施設の管

理について、いわゆる第３セクターや公共団理について、いわゆる第３セクターや公共団理について、いわゆる第３セクターや公共団理について、いわゆる第３セクターや公共団

体、公共的団体に限定されていた委託先が、体、公共的団体に限定されていた委託先が、体、公共的団体に限定されていた委託先が、体、公共的団体に限定されていた委託先が、

法人その他の団体で自治体が指定するものを法人その他の団体で自治体が指定するものを法人その他の団体で自治体が指定するものを法人その他の団体で自治体が指定するものを

指定管理者として、その指定管理者に公の施指定管理者として、その指定管理者に公の施指定管理者として、その指定管理者に公の施指定管理者として、その指定管理者に公の施

設の管理を行わせることができるようになり設の管理を行わせることができるようになり設の管理を行わせることができるようになり設の管理を行わせることができるようになり

ました。改正自治法は、政令により昨年９月ました。改正自治法は、政令により昨年９月ました。改正自治法は、政令により昨年９月ました。改正自治法は、政令により昨年９月

２日に施行され、旧法の規定で管理の委託を２日に施行され、旧法の規定で管理の委託を２日に施行され、旧法の規定で管理の委託を２日に施行され、旧法の規定で管理の委託を

行っている公の施設については、改正法施行行っている公の施設については、改正法施行行っている公の施設については、改正法施行行っている公の施設については、改正法施行

後３年以内、０６年、平成１８年９月１日ま後３年以内、０６年、平成１８年９月１日ま後３年以内、０６年、平成１８年９月１日ま後３年以内、０６年、平成１８年９月１日ま

でに条例整備、すなわち指定の手続きを定めでに条例整備、すなわち指定の手続きを定めでに条例整備、すなわち指定の手続きを定めでに条例整備、すなわち指定の手続きを定め

た条例を定め、その条例に従い個々の指定管た条例を定め、その条例に従い個々の指定管た条例を定め、その条例に従い個々の指定管た条例を定め、その条例に従い個々の指定管

理者を議会の議決を経て期間を定めて指定す理者を議会の議決を経て期間を定めて指定す理者を議会の議決を経て期間を定めて指定す理者を議会の議決を経て期間を定めて指定す

るなど、行う必要があるとされています。つるなど、行う必要があるとされています。つるなど、行う必要があるとされています。つるなど、行う必要があるとされています。つ

まり指定管理者制度の移行には、３カ年の経まり指定管理者制度の移行には、３カ年の経まり指定管理者制度の移行には、３カ年の経まり指定管理者制度の移行には、３カ年の経

過措置が設けられています。公の施設の管理過措置が設けられています。公の施設の管理過措置が設けられています。公の施設の管理過措置が設けられています。公の施設の管理

を代行する指定管理者制度が成立した背景に、を代行する指定管理者制度が成立した背景に、を代行する指定管理者制度が成立した背景に、を代行する指定管理者制度が成立した背景に、

自治体の財政難と経営効率化の観点から、民自治体の財政難と経営効率化の観点から、民自治体の財政難と経営効率化の観点から、民自治体の財政難と経営効率化の観点から、民

活の導入、アウトソーシングを進めるために、活の導入、アウトソーシングを進めるために、活の導入、アウトソーシングを進めるために、活の導入、アウトソーシングを進めるために、

地域再生法を先取りする形で制度改正が求め地域再生法を先取りする形で制度改正が求め地域再生法を先取りする形で制度改正が求め地域再生法を先取りする形で制度改正が求め

られてきました。今後の公の施設の管理は、られてきました。今後の公の施設の管理は、られてきました。今後の公の施設の管理は、られてきました。今後の公の施設の管理は、

個別法の規定の範囲内で自治体の判断により、個別法の規定の範囲内で自治体の判断により、個別法の規定の範囲内で自治体の判断により、個別法の規定の範囲内で自治体の判断により、

法人その他の団体にゆだねることが可能とな法人その他の団体にゆだねることが可能とな法人その他の団体にゆだねることが可能とな法人その他の団体にゆだねることが可能とな

り、団体であれば法人の資格の有無等関係なり、団体であれば法人の資格の有無等関係なり、団体であれば法人の資格の有無等関係なり、団体であれば法人の資格の有無等関係な

く、民間事業者から市民団体まで対象とするく、民間事業者から市民団体まで対象とするく、民間事業者から市民団体まで対象とするく、民間事業者から市民団体まで対象とする

ことができると解されています。ことができると解されています。ことができると解されています。ことができると解されています。

さて、市長はこれが指定管理者制度についさて、市長はこれが指定管理者制度についさて、市長はこれが指定管理者制度についさて、市長はこれが指定管理者制度につい

てどのような基本的認識を持ち、０６年９月てどのような基本的認識を持ち、０６年９月てどのような基本的認識を持ち、０６年９月てどのような基本的認識を持ち、０６年９月

１日までの経過措置まで、どのようなタイム１日までの経過措置まで、どのようなタイム１日までの経過措置まで、どのようなタイム１日までの経過措置まで、どのようなタイム

スケジュールで移行しようとしているのかおスケジュールで移行しようとしているのかおスケジュールで移行しようとしているのかおスケジュールで移行しようとしているのかお

答えください。答えください。答えください。答えください。

また、この制度の対象となる公の施設の管また、この制度の対象となる公の施設の管また、この制度の対象となる公の施設の管また、この制度の対象となる公の施設の管

理を行っている業務件数と委託料の総額につ理を行っている業務件数と委託料の総額につ理を行っている業務件数と委託料の総額につ理を行っている業務件数と委託料の総額につ

いて、把握されている範囲で結構ですからおいて、把握されている範囲で結構ですからおいて、把握されている範囲で結構ですからおいて、把握されている範囲で結構ですからお

答えください。私は、いかに制度改正とはい答えください。私は、いかに制度改正とはい答えください。私は、いかに制度改正とはい答えください。私は、いかに制度改正とはい

え、整理しなければならない課題が多く、緊え、整理しなければならない課題が多く、緊え、整理しなければならない課題が多く、緊え、整理しなければならない課題が多く、緊

急性が伴うものの、より慎重さが求められる急性が伴うものの、より慎重さが求められる急性が伴うものの、より慎重さが求められる急性が伴うものの、より慎重さが求められる

と考えています。と考えています。と考えています。と考えています。

大綱４点目は、人事行政についてでありま大綱４点目は、人事行政についてでありま大綱４点目は、人事行政についてでありま大綱４点目は、人事行政についてでありま

す。その１つは、グループ制導入の目的と効す。その１つは、グループ制導入の目的と効す。その１つは、グループ制導入の目的と効す。その１つは、グループ制導入の目的と効

果についてお尋ねいたします。グループ制に果についてお尋ねいたします。グループ制に果についてお尋ねいたします。グループ制に果についてお尋ねいたします。グループ制に

ついては、昨年市町村合併問題等調査特別委ついては、昨年市町村合併問題等調査特別委ついては、昨年市町村合併問題等調査特別委ついては、昨年市町村合併問題等調査特別委

員会に提出された資料、美唄の自立を目指す員会に提出された資料、美唄の自立を目指す員会に提出された資料、美唄の自立を目指す員会に提出された資料、美唄の自立を目指す

ための基本方向に、小さな市役所を目指すそための基本方向に、小さな市役所を目指すそための基本方向に、小さな市役所を目指すそための基本方向に、小さな市役所を目指すそ

の中で、部制の縮小とともにグループ制の導の中で、部制の縮小とともにグループ制の導の中で、部制の縮小とともにグループ制の導の中で、部制の縮小とともにグループ制の導

入が記載されています。入が記載されています。入が記載されています。入が記載されています。

また、２月２８日の北海道新聞に、本年４また、２月２８日の北海道新聞に、本年４また、２月２８日の北海道新聞に、本年４また、２月２８日の北海道新聞に、本年４

月１日に実施すると報道されていました。グ月１日に実施すると報道されていました。グ月１日に実施すると報道されていました。グ月１日に実施すると報道されていました。グ

ループ制は、従来の縦割り行政組織の弊害のループ制は、従来の縦割り行政組織の弊害のループ制は、従来の縦割り行政組織の弊害のループ制は、従来の縦割り行政組織の弊害の

排除、柔軟に機能する組織、効率的な業務の排除、柔軟に機能する組織、効率的な業務の排除、柔軟に機能する組織、効率的な業務の排除、柔軟に機能する組織、効率的な業務の

執行、組織の簡素化、フラット化などのねら執行、組織の簡素化、フラット化などのねら執行、組織の簡素化、フラット化などのねら執行、組織の簡素化、フラット化などのねら

いがあると言われ、他自治体に先進事例が多いがあると言われ、他自治体に先進事例が多いがあると言われ、他自治体に先進事例が多いがあると言われ、他自治体に先進事例が多

くあります。私は、進める方向に異を唱えるくあります。私は、進める方向に異を唱えるくあります。私は、進める方向に異を唱えるくあります。私は、進める方向に異を唱える

つもりはありませんが、今日まで庁内議論、つもりはありませんが、今日まで庁内議論、つもりはありませんが、今日まで庁内議論、つもりはありませんが、今日まで庁内議論、

労使議論、市民議論が積み上げられているの労使議論、市民議論が積み上げられているの労使議論、市民議論が積み上げられているの労使議論、市民議論が積み上げられているの

か疑念の念でいっぱいです。心配をしながらか疑念の念でいっぱいです。心配をしながらか疑念の念でいっぱいです。心配をしながらか疑念の念でいっぱいです。心配をしながら

検証の意味を込めて、以下お尋ねいたします。検証の意味を込めて、以下お尋ねいたします。検証の意味を込めて、以下お尋ねいたします。検証の意味を込めて、以下お尋ねいたします。

美唄市が導入しようとしているグループ制美唄市が導入しようとしているグループ制美唄市が導入しようとしているグループ制美唄市が導入しようとしているグループ制

とはどんな制度なのか、導入の目的は何なのとはどんな制度なのか、導入の目的は何なのとはどんな制度なのか、導入の目的は何なのとはどんな制度なのか、導入の目的は何なの

か、係制でどんな弊害が具体的にあるのか、か、係制でどんな弊害が具体的にあるのか、か、係制でどんな弊害が具体的にあるのか、か、係制でどんな弊害が具体的にあるのか、

導入前と導入後を比較した組織イメージと所導入前と導入後を比較した組織イメージと所導入前と導入後を比較した組織イメージと所導入前と導入後を比較した組織イメージと所

属ごとの人員配置はどうなるのか、原因はど属ごとの人員配置はどうなるのか、原因はど属ごとの人員配置はどうなるのか、原因はど属ごとの人員配置はどうなるのか、原因はど
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こに生じるのか、実質的な降格人事につながこに生じるのか、実質的な降格人事につながこに生じるのか、実質的な降格人事につながこに生じるのか、実質的な降格人事につなが

る心配はないか、庁内、労使、市民等、議論る心配はないか、庁内、労使、市民等、議論る心配はないか、庁内、労使、市民等、議論る心配はないか、庁内、労使、市民等、議論

を積み上げてきたか、その経過はどうだったを積み上げてきたか、その経過はどうだったを積み上げてきたか、その経過はどうだったを積み上げてきたか、その経過はどうだった

か、事前評価の視点でそれぞれお答えくださか、事前評価の視点でそれぞれお答えくださか、事前評価の視点でそれぞれお答えくださか、事前評価の視点でそれぞれお答えくださ

い。い。い。い。

次に、退職手当制度についてお尋ねいたし次に、退職手当制度についてお尋ねいたし次に、退職手当制度についてお尋ねいたし次に、退職手当制度についてお尋ねいたし

ます。１９８１年、昭和５６年に地方公務員ます。１９８１年、昭和５６年に地方公務員ます。１９８１年、昭和５６年に地方公務員ます。１９８１年、昭和５６年に地方公務員

法の一部が改正され、１９８５年、昭和６０法の一部が改正され、１９８５年、昭和６０法の一部が改正され、１９８５年、昭和６０法の一部が改正され、１９８５年、昭和６０

年３月３１日から地方自治体に６０歳定年を年３月３１日から地方自治体に６０歳定年を年３月３１日から地方自治体に６０歳定年を年３月３１日から地方自治体に６０歳定年を

原則とする定年制が導入され、１９年が経過原則とする定年制が導入され、１９年が経過原則とする定年制が導入され、１９年が経過原則とする定年制が導入され、１９年が経過

しようとしています。それまでは、退職勧奨しようとしています。それまでは、退職勧奨しようとしています。それまでは、退職勧奨しようとしています。それまでは、退職勧奨

制度が定年制度の代替としてありました。勧制度が定年制度の代替としてありました。勧制度が定年制度の代替としてありました。勧制度が定年制度の代替としてありました。勧

奨制度は、定年制度実施後においてはなくな奨制度は、定年制度実施後においてはなくな奨制度は、定年制度実施後においてはなくな奨制度は、定年制度実施後においてはなくな

ってもいいものであるし、また基本的にはなってもいいものであるし、また基本的にはなってもいいものであるし、また基本的にはなってもいいものであるし、また基本的にはな

くしていくべきものであると思われます。しくしていくべきものであると思われます。しくしていくべきものであると思われます。しくしていくべきものであると思われます。し

かし、人事管理の必要性により行われる退職かし、人事管理の必要性により行われる退職かし、人事管理の必要性により行われる退職かし、人事管理の必要性により行われる退職

勧奨、つまり幹部職員に対する退職勧奨をは勧奨、つまり幹部職員に対する退職勧奨をは勧奨、つまり幹部職員に対する退職勧奨をは勧奨、つまり幹部職員に対する退職勧奨をは

じめとする個別的な退職勧奨は、定年制度実じめとする個別的な退職勧奨は、定年制度実じめとする個別的な退職勧奨は、定年制度実じめとする個別的な退職勧奨は、定年制度実

施後においても行うことができると解されて施後においても行うことができると解されて施後においても行うことができると解されて施後においても行うことができると解されて

います。美唄市における退職手当制度は、定います。美唄市における退職手当制度は、定います。美唄市における退職手当制度は、定います。美唄市における退職手当制度は、定

年制施行と同時に国に準拠し、その後市町村年制施行と同時に国に準拠し、その後市町村年制施行と同時に国に準拠し、その後市町村年制施行と同時に国に準拠し、その後市町村

退職手当組合に加入し、現在に至っています。退職手当組合に加入し、現在に至っています。退職手当組合に加入し、現在に至っています。退職手当組合に加入し、現在に至っています。

退職手当組合条例第５条の整理退職等の区分退職手当組合条例第５条の整理退職等の区分退職手当組合条例第５条の整理退職等の区分退職手当組合条例第５条の整理退職等の区分

に該当する２５年以上勤続の勧奨退職は、最に該当する２５年以上勤続の勧奨退職は、最に該当する２５年以上勤続の勧奨退職は、最に該当する２５年以上勤続の勧奨退職は、最

大退職時給料月額の６２.７カ月分の支給率と大退職時給料月額の６２.７カ月分の支給率と大退職時給料月額の６２.７カ月分の支給率と大退職時給料月額の６２.７カ月分の支給率と

なっており、さらに定年前早期退職制度によなっており、さらに定年前早期退職制度によなっており、さらに定年前早期退職制度によなっており、さらに定年前早期退職制度によ

り、一定の条件を満たせば勤続年数２５年以り、一定の条件を満たせば勤続年数２５年以り、一定の条件を満たせば勤続年数２５年以り、一定の条件を満たせば勤続年数２５年以

上である職員が、定年到達月の６月前までに上である職員が、定年到達月の６月前までに上である職員が、定年到達月の６月前までに上である職員が、定年到達月の６月前までに

その者の事情によらないで退職する場合は、その者の事情によらないで退職する場合は、その者の事情によらないで退職する場合は、その者の事情によらないで退職する場合は、

退職手当の算定の基礎となる給料月額に１年退職手当の算定の基礎となる給料月額に１年退職手当の算定の基礎となる給料月額に１年退職手当の算定の基礎となる給料月額に１年

当たり２％の加算措置をしているものと承知当たり２％の加算措置をしているものと承知当たり２％の加算措置をしているものと承知当たり２％の加算措置をしているものと承知

をしています。をしています。をしています。をしています。

そこで、伺いますが、１つはこれが勧奨退そこで、伺いますが、１つはこれが勧奨退そこで、伺いますが、１つはこれが勧奨退そこで、伺いますが、１つはこれが勧奨退

職、定年前早期退職制度の現行の仕組みと、職、定年前早期退職制度の現行の仕組みと、職、定年前早期退職制度の現行の仕組みと、職、定年前早期退職制度の現行の仕組みと、

０３年度の実績中、普通会計における退職者０３年度の実績中、普通会計における退職者０３年度の実績中、普通会計における退職者０３年度の実績中、普通会計における退職者

のうち条例４条、５条適用職員は何人で、支のうち条例４条、５条適用職員は何人で、支のうち条例４条、５条適用職員は何人で、支のうち条例４条、５条適用職員は何人で、支

給率、支給額はどうなっているか。あわせて給率、支給額はどうなっているか。あわせて給率、支給額はどうなっているか。あわせて給率、支給額はどうなっているか。あわせて

勧奨、定年前早期退職制度に該当しなかった勧奨、定年前早期退職制度に該当しなかった勧奨、定年前早期退職制度に該当しなかった勧奨、定年前早期退職制度に該当しなかった

場合、いわゆる自己都合による退職で退職金場合、いわゆる自己都合による退職で退職金場合、いわゆる自己都合による退職で退職金場合、いわゆる自己都合による退職で退職金

を計算した場合の差額はどの程度になるのか。を計算した場合の差額はどの程度になるのか。を計算した場合の差額はどの程度になるのか。を計算した場合の差額はどの程度になるのか。

あわせて、人事当局として当該者におやめいあわせて、人事当局として当該者におやめいあわせて、人事当局として当該者におやめいあわせて、人事当局として当該者におやめい

ただきたいという説得行為、事実行為があっただきたいという説得行為、事実行為があっただきたいという説得行為、事実行為があっただきたいという説得行為、事実行為があっ

たのか、それぞれお答えください。たのか、それぞれお答えください。たのか、それぞれお答えください。たのか、それぞれお答えください。

なお、定年前早期退職制度の拡充についてなお、定年前早期退職制度の拡充についてなお、定年前早期退職制度の拡充についてなお、定年前早期退職制度の拡充について

質問通告しておりますが、同僚議員の質問で質問通告しておりますが、同僚議員の質問で質問通告しておりますが、同僚議員の質問で質問通告しておりますが、同僚議員の質問で

内容が把握をできましたので、割愛をしてい内容が把握をできましたので、割愛をしてい内容が把握をできましたので、割愛をしてい内容が把握をできましたので、割愛をしてい

ただきますように、議長においてよろしくおただきますように、議長においてよろしくおただきますように、議長においてよろしくおただきますように、議長においてよろしくお

取り計らいをいただきたいと思います。取り計らいをいただきたいと思います。取り計らいをいただきたいと思います。取り計らいをいただきたいと思います。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長井坂紘一郎君（登壇） 紫藤議員の質●市長井坂紘一郎君（登壇） 紫藤議員の質●市長井坂紘一郎君（登壇） 紫藤議員の質●市長井坂紘一郎君（登壇） 紫藤議員の質

問にお答えします。問にお答えします。問にお答えします。問にお答えします。

初めに、財政の現状と課題について、今日初めに、財政の現状と課題について、今日初めに、財政の現状と課題について、今日初めに、財政の現状と課題について、今日

の財政危機の要因についてでございますが、の財政危機の要因についてでございますが、の財政危機の要因についてでございますが、の財政危機の要因についてでございますが、

過去において国の経済政策に連動して公共事過去において国の経済政策に連動して公共事過去において国の経済政策に連動して公共事過去において国の経済政策に連動して公共事

業を積極的に実施した結果、公債費が増大す業を積極的に実施した結果、公債費が増大す業を積極的に実施した結果、公債費が増大す業を積極的に実施した結果、公債費が増大す

る一方、景気の低迷による市税収入の落ち込る一方、景気の低迷による市税収入の落ち込る一方、景気の低迷による市税収入の落ち込る一方、景気の低迷による市税収入の落ち込

みに加え、地方交付税の減少、さらには産炭みに加え、地方交付税の減少、さらには産炭みに加え、地方交付税の減少、さらには産炭みに加え、地方交付税の減少、さらには産炭

地域振興臨時措置法の失効による影響等さま地域振興臨時措置法の失効による影響等さま地域振興臨時措置法の失効による影響等さま地域振興臨時措置法の失効による影響等さま

ざまな要因が考えられます。ざまな要因が考えられます。ざまな要因が考えられます。ざまな要因が考えられます。

なお、財政危機を招いた責任についてであなお、財政危機を招いた責任についてであなお、財政危機を招いた責任についてであなお、財政危機を招いた責任についてであ

りますが、地方財政は国の財政政策に大きくりますが、地方財政は国の財政政策に大きくりますが、地方財政は国の財政政策に大きくりますが、地方財政は国の財政政策に大きく

左右されるものでありますが、最終的な責任左右されるものでありますが、最終的な責任左右されるものでありますが、最終的な責任左右されるものでありますが、最終的な責任

は私に帰するものと考えております。は私に帰するものと考えております。は私に帰するものと考えております。は私に帰するものと考えております。

なお、今後政策決定に当たりましては、事なお、今後政策決定に当たりましては、事なお、今後政策決定に当たりましては、事なお、今後政策決定に当たりましては、事

前評価を実施し、その評価結果を参考にしな前評価を実施し、その評価結果を参考にしな前評価を実施し、その評価結果を参考にしな前評価を実施し、その評価結果を参考にしな

がら判断してまいりたいと考えております。がら判断してまいりたいと考えております。がら判断してまいりたいと考えております。がら判断してまいりたいと考えております。

次に、新年度予算編成についてでございま次に、新年度予算編成についてでございま次に、新年度予算編成についてでございま次に、新年度予算編成についてでございま

すが、初めに三位一体の改革に伴う影響につすが、初めに三位一体の改革に伴う影響につすが、初めに三位一体の改革に伴う影響につすが、初めに三位一体の改革に伴う影響につ
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いてでありますが、地方交付税の見直しによいてでありますが、地方交付税の見直しによいてでありますが、地方交付税の見直しによいてでありますが、地方交付税の見直しによ

るものとして、臨時財政対策債を含め約３億るものとして、臨時財政対策債を含め約３億るものとして、臨時財政対策債を含め約３億るものとして、臨時財政対策債を含め約３億

７,０００万円の減、補助金負担金の削減分と７,０００万円の減、補助金負担金の削減分と７,０００万円の減、補助金負担金の削減分と７,０００万円の減、補助金負担金の削減分と

して保育所運営費、児童手当等により約１億して保育所運営費、児童手当等により約１億して保育所運営費、児童手当等により約１億して保育所運営費、児童手当等により約１億

円の減、また税源移譲については所得譲与税円の減、また税源移譲については所得譲与税円の減、また税源移譲については所得譲与税円の減、また税源移譲については所得譲与税

で約５,０００万円の増になっているものの、で約５,０００万円の増になっているものの、で約５,０００万円の増になっているものの、で約５,０００万円の増になっているものの、

交付税、補助金、税源移譲を合計いたします交付税、補助金、税源移譲を合計いたします交付税、補助金、税源移譲を合計いたします交付税、補助金、税源移譲を合計いたします

と約４億２,０００万円の減となる見込みで予と約４億２,０００万円の減となる見込みで予と約４億２,０００万円の減となる見込みで予と約４億２,０００万円の減となる見込みで予

算編成をしたところでございます。算編成をしたところでございます。算編成をしたところでございます。算編成をしたところでございます。

なお、一般財源化による交付税措置の具体なお、一般財源化による交付税措置の具体なお、一般財源化による交付税措置の具体なお、一般財源化による交付税措置の具体

的内容について把握することは、難しいもの的内容について把握することは、難しいもの的内容について把握することは、難しいもの的内容について把握することは、難しいもの

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

次に、道財政立て直しプランに伴う当市の次に、道財政立て直しプランに伴う当市の次に、道財政立て直しプランに伴う当市の次に、道財政立て直しプランに伴う当市の

平成１６年度予算に与える影響についてでご平成１６年度予算に与える影響についてでご平成１６年度予算に与える影響についてでご平成１６年度予算に与える影響についてでご

ざいますが、医療費助成制度の見直しにおいざいますが、医療費助成制度の見直しにおいざいますが、医療費助成制度の見直しにおいざいますが、医療費助成制度の見直しにおい

て影響があるものと考えられ、１割負担の導て影響があるものと考えられ、１割負担の導て影響があるものと考えられ、１割負担の導て影響があるものと考えられ、１割負担の導

入や対象年齢の拡大、さらには老人医療費の入や対象年齢の拡大、さらには老人医療費の入や対象年齢の拡大、さらには老人医療費の入や対象年齢の拡大、さらには老人医療費の

段階的年齢の引き上げにより、約９００万円段階的年齢の引き上げにより、約９００万円段階的年齢の引き上げにより、約９００万円段階的年齢の引き上げにより、約９００万円

程度の減額となる見込みでございます。程度の減額となる見込みでございます。程度の減額となる見込みでございます。程度の減額となる見込みでございます。

次に、財源調整についてでございますけれ次に、財源調整についてでございますけれ次に、財源調整についてでございますけれ次に、財源調整についてでございますけれ

ども、内部管理経費の徹底した節減、事務事ども、内部管理経費の徹底した節減、事務事ども、内部管理経費の徹底した節減、事務事ども、内部管理経費の徹底した節減、事務事

業見直しによる事業の重点化、人件費の見直業見直しによる事業の重点化、人件費の見直業見直しによる事業の重点化、人件費の見直業見直しによる事業の重点化、人件費の見直

しなどにより約６億円の節減を図ったところしなどにより約６億円の節減を図ったところしなどにより約６億円の節減を図ったところしなどにより約６億円の節減を図ったところ

でございます。しかしながら、市税をはじめでございます。しかしながら、市税をはじめでございます。しかしながら、市税をはじめでございます。しかしながら、市税をはじめ

地方交付税などが大幅な減少となることから、地方交付税などが大幅な減少となることから、地方交付税などが大幅な減少となることから、地方交付税などが大幅な減少となることから、

財源対策として財政調整基金ほか４基金の借財源対策として財政調整基金ほか４基金の借財源対策として財政調整基金ほか４基金の借財源対策として財政調整基金ほか４基金の借

入金など２億７,０００万円、債務負担行為支入金など２億７,０００万円、債務負担行為支入金など２億７,０００万円、債務負担行為支入金など２億７,０００万円、債務負担行為支

払繰延べで１億２,３００万円の措置により、払繰延べで１億２,３００万円の措置により、払繰延べで１億２,３００万円の措置により、払繰延べで１億２,３００万円の措置により、

収支均衡予算を確保したところでございます。収支均衡予算を確保したところでございます。収支均衡予算を確保したところでございます。収支均衡予算を確保したところでございます。

次に、市民の暮らしに与える影響について次に、市民の暮らしに与える影響について次に、市民の暮らしに与える影響について次に、市民の暮らしに与える影響について

でございますが、主なものを申し上げますと、でございますが、主なものを申し上げますと、でございますが、主なものを申し上げますと、でございますが、主なものを申し上げますと、

住民票等交付手数料の引き上げ、公民館使用住民票等交付手数料の引き上げ、公民館使用住民票等交付手数料の引き上げ、公民館使用住民票等交付手数料の引き上げ、公民館使用

料の有料化、高齢者インフルエンザ接種料や料の有料化、高齢者インフルエンザ接種料や料の有料化、高齢者インフルエンザ接種料や料の有料化、高齢者インフルエンザ接種料や

各種補助金の見直し、また事業の重点化を図各種補助金の見直し、また事業の重点化を図各種補助金の見直し、また事業の重点化を図各種補助金の見直し、また事業の重点化を図

るため通院バス料金助成事業、生きがい活動るため通院バス料金助成事業、生きがい活動るため通院バス料金助成事業、生きがい活動るため通院バス料金助成事業、生きがい活動

支援通所事業、いきいきサロン事業、東地区支援通所事業、いきいきサロン事業、東地区支援通所事業、いきいきサロン事業、東地区支援通所事業、いきいきサロン事業、東地区

福祉入浴事業など事業の終了を予定しており福祉入浴事業など事業の終了を予定しており福祉入浴事業など事業の終了を予定しており福祉入浴事業など事業の終了を予定しており

ます。ます。ます。ます。

また、図書館、公民館桜井分館、勤労青少また、図書館、公民館桜井分館、勤労青少また、図書館、公民館桜井分館、勤労青少また、図書館、公民館桜井分館、勤労青少

年ホーム、アルテピアッツァ美唄、温水プー年ホーム、アルテピアッツァ美唄、温水プー年ホーム、アルテピアッツァ美唄、温水プー年ホーム、アルテピアッツァ美唄、温水プー

ルの開館時間について、その実態に合わせ見ルの開館時間について、その実態に合わせ見ルの開館時間について、その実態に合わせ見ルの開館時間について、その実態に合わせ見

直しを行うことといたしております。直しを行うことといたしております。直しを行うことといたしております。直しを行うことといたしております。

次に、ごみ処理行政について、最終処分場次に、ごみ処理行政について、最終処分場次に、ごみ処理行政について、最終処分場次に、ごみ処理行政について、最終処分場

の建設についてでございますけれども、本年の建設についてでございますけれども、本年の建設についてでございますけれども、本年の建設についてでございますけれども、本年

度は基本計画、基本設計、生活環境影響調査度は基本計画、基本設計、生活環境影響調査度は基本計画、基本設計、生活環境影響調査度は基本計画、基本設計、生活環境影響調査

等を委託しており、３月中に基本計画等の策等を委託しており、３月中に基本計画等の策等を委託しており、３月中に基本計画等の策等を委託しており、３月中に基本計画等の策

定を終えることとなっております。施設規模定を終えることとなっております。施設規模定を終えることとなっております。施設規模定を終えることとなっております。施設規模

につきましては、面積約２万５,０００平方メにつきましては、面積約２万５,０００平方メにつきましては、面積約２万５,０００平方メにつきましては、面積約２万５,０００平方メ

ートル、埋立容量は約１０万５,０００立方メートル、埋立容量は約１０万５,０００立方メートル、埋立容量は約１０万５,０００立方メートル、埋立容量は約１０万５,０００立方メ

ートルを想定いたしております。ートルを想定いたしております。ートルを想定いたしております。ートルを想定いたしております。

また、事業費につきましては高度水処理設また、事業費につきましては高度水処理設また、事業費につきましては高度水処理設また、事業費につきましては高度水処理設

備を取り入れることなどとし、１７年度が５備を取り入れることなどとし、１７年度が５備を取り入れることなどとし、１７年度が５備を取り入れることなどとし、１７年度が５

億１,０００万円、１８年度が２０億４,００億１,０００万円、１８年度が２０億４,００億１,０００万円、１８年度が２０億４,００億１,０００万円、１８年度が２０億４,００

０万円の計２５億５,０００万円を見込んでお０万円の計２５億５,０００万円を見込んでお０万円の計２５億５,０００万円を見込んでお０万円の計２５億５,０００万円を見込んでお

ります。ります。ります。ります。

発注方式につきましては、ＰＦＩ事業可能発注方式につきましては、ＰＦＩ事業可能発注方式につきましては、ＰＦＩ事業可能発注方式につきましては、ＰＦＩ事業可能

性調査を行った結果、事業費の削減効果が低性調査を行った結果、事業費の削減効果が低性調査を行った結果、事業費の削減効果が低性調査を行った結果、事業費の削減効果が低

く、また地元企業への経済効果が期待できなく、また地元企業への経済効果が期待できなく、また地元企業への経済効果が期待できなく、また地元企業への経済効果が期待できな

いことが報告をされました。これを踏まえ、いことが報告をされました。これを踏まえ、いことが報告をされました。これを踏まえ、いことが報告をされました。これを踏まえ、

庁内検討委員会で検討した結果、市としまし庁内検討委員会で検討した結果、市としまし庁内検討委員会で検討した結果、市としまし庁内検討委員会で検討した結果、市としまし

てはＰＦＩ方式は導入せず、従来方式に提案てはＰＦＩ方式は導入せず、従来方式に提案てはＰＦＩ方式は導入せず、従来方式に提案てはＰＦＩ方式は導入せず、従来方式に提案

方式を取り入れた拡大性能発注方式を検討し方式を取り入れた拡大性能発注方式を検討し方式を取り入れた拡大性能発注方式を検討し方式を取り入れた拡大性能発注方式を検討し

てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。

次に、家庭から排出される一般廃棄物の有次に、家庭から排出される一般廃棄物の有次に、家庭から排出される一般廃棄物の有次に、家庭から排出される一般廃棄物の有

料化についてでございますけれども、ごみの料化についてでございますけれども、ごみの料化についてでございますけれども、ごみの料化についてでございますけれども、ごみの

有料化により、ごみ処理に要する財政負担の有料化により、ごみ処理に要する財政負担の有料化により、ごみ処理に要する財政負担の有料化により、ごみ処理に要する財政負担の

軽減だけではなく、ごみ排出量が減少し、環軽減だけではなく、ごみ排出量が減少し、環軽減だけではなく、ごみ排出量が減少し、環軽減だけではなく、ごみ排出量が減少し、環

境に与える負荷の軽減にもつながるものと考境に与える負荷の軽減にもつながるものと考境に与える負荷の軽減にもつながるものと考境に与える負荷の軽減にもつながるものと考
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えております。実施時期につきましては、平えております。実施時期につきましては、平えております。実施時期につきましては、平えております。実施時期につきましては、平

成１８年度を目途としており、料金等につき成１８年度を目途としており、料金等につき成１８年度を目途としており、料金等につき成１８年度を目途としており、料金等につき

ましては、ごみ処理経費や、すでに実施してましては、ごみ処理経費や、すでに実施してましては、ごみ処理経費や、すでに実施してましては、ごみ処理経費や、すでに実施して

いる自治体を参考としながら決めてまいりたいる自治体を参考としながら決めてまいりたいる自治体を参考としながら決めてまいりたいる自治体を参考としながら決めてまいりた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。

また、平成１６年度に設置を予定しておりまた、平成１６年度に設置を予定しておりまた、平成１６年度に設置を予定しておりまた、平成１６年度に設置を予定しており

ます廃棄物減量等推進審議会におきましてごます廃棄物減量等推進審議会におきましてごます廃棄物減量等推進審議会におきましてごます廃棄物減量等推進審議会におきましてご

審議をいただき、排出者責任の原則や負担の審議をいただき、排出者責任の原則や負担の審議をいただき、排出者責任の原則や負担の審議をいただき、排出者責任の原則や負担の

公平等を考慮しながら、実施してまいりたい公平等を考慮しながら、実施してまいりたい公平等を考慮しながら、実施してまいりたい公平等を考慮しながら、実施してまいりたい

と考えております。と考えております。と考えております。と考えております。

次に、ごみ処理広域化検討協議会の協議結次に、ごみ処理広域化検討協議会の協議結次に、ごみ処理広域化検討協議会の協議結次に、ごみ処理広域化検討協議会の協議結

果についてでございますが、１月に開催され果についてでございますが、１月に開催され果についてでございますが、１月に開催され果についてでございますが、１月に開催され

た「南空知地域ごみ処理広域化検討協議会」た「南空知地域ごみ処理広域化検討協議会」た「南空知地域ごみ処理広域化検討協議会」た「南空知地域ごみ処理広域化検討協議会」

で、生ごみを含めた可燃ごみの広域処理開始で、生ごみを含めた可燃ごみの広域処理開始で、生ごみを含めた可燃ごみの広域処理開始で、生ごみを含めた可燃ごみの広域処理開始

年度を平成２４年度と定め、今後、施設の設年度を平成２４年度と定め、今後、施設の設年度を平成２４年度と定め、今後、施設の設年度を平成２４年度と定め、今後、施設の設

置場所や処理方式など、具体的な検討を進め置場所や処理方式など、具体的な検討を進め置場所や処理方式など、具体的な検討を進め置場所や処理方式など、具体的な検討を進め

ることといたしております。ることといたしております。ることといたしております。ることといたしております。

なお、本市としましては広域処理するまでなお、本市としましては広域処理するまでなお、本市としましては広域処理するまでなお、本市としましては広域処理するまで

の間、生ごみを含めた可燃ごみについては、の間、生ごみを含めた可燃ごみについては、の間、生ごみを含めた可燃ごみについては、の間、生ごみを含めた可燃ごみについては、

暫定的に埋め立て処理することといたしてお暫定的に埋め立て処理することといたしてお暫定的に埋め立て処理することといたしてお暫定的に埋め立て処理することといたしてお

ります。ります。ります。ります。

次に、入札・契約制度の改革についてであ次に、入札・契約制度の改革についてであ次に、入札・契約制度の改革についてであ次に、入札・契約制度の改革についてであ

りますが、総合評価型入札方式についてでありますが、総合評価型入札方式についてでありますが、総合評価型入札方式についてでありますが、総合評価型入札方式についてであ

りますが、この方式はこれまでの価格面でのりますが、この方式はこれまでの価格面でのりますが、この方式はこれまでの価格面でのりますが、この方式はこれまでの価格面での

競争のほかに技術面での競争を促進させ、総競争のほかに技術面での競争を促進させ、総競争のほかに技術面での競争を促進させ、総競争のほかに技術面での競争を促進させ、総

合的な価値により、市にとって「最も有利な合的な価値により、市にとって「最も有利な合的な価値により、市にとって「最も有利な合的な価値により、市にとって「最も有利な

ものをもって申し込みをした者」を落札者とものをもって申し込みをした者」を落札者とものをもって申し込みをした者」を落札者とものをもって申し込みをした者」を落札者と

することができるという点で、高度な専門的することができるという点で、高度な専門的することができるという点で、高度な専門的することができるという点で、高度な専門的

技術を必要とする施設整備などでは効果が大技術を必要とする施設整備などでは効果が大技術を必要とする施設整備などでは効果が大技術を必要とする施設整備などでは効果が大

きいと考えております。しかし、この方式をきいと考えております。しかし、この方式をきいと考えております。しかし、この方式をきいと考えております。しかし、この方式を

適用する工事の範囲が一般競争入札、または適用する工事の範囲が一般競争入札、または適用する工事の範囲が一般競争入札、または適用する工事の範囲が一般競争入札、または

公募型指名競争入札に該当する場合とされて公募型指名競争入札に該当する場合とされて公募型指名競争入札に該当する場合とされて公募型指名競争入札に該当する場合とされて

おりますことや、市は指名競争入札を採用しおりますことや、市は指名競争入札を採用しおりますことや、市は指名競争入札を採用しおりますことや、市は指名競争入札を採用し

ている現状から、総合評価型入札方式を導入ている現状から、総合評価型入札方式を導入ている現状から、総合評価型入札方式を導入ている現状から、総合評価型入札方式を導入

することについては、難しい面があると考えすることについては、難しい面があると考えすることについては、難しい面があると考えすることについては、難しい面があると考え

ております。今後近く国から示されます地方ております。今後近く国から示されます地方ております。今後近く国から示されます地方ております。今後近く国から示されます地方

自治体向けマニュアルや、国、道の導入の結自治体向けマニュアルや、国、道の導入の結自治体向けマニュアルや、国、道の導入の結自治体向けマニュアルや、国、道の導入の結

果等に基づき、調査、研究をしてまいりたい果等に基づき、調査、研究をしてまいりたい果等に基づき、調査、研究をしてまいりたい果等に基づき、調査、研究をしてまいりたい

と考えております。と考えております。と考えております。と考えております。

次に、指定管理者制度の導入についてであ次に、指定管理者制度の導入についてであ次に、指定管理者制度の導入についてであ次に、指定管理者制度の導入についてであ

りますが、これまで「公の施設」の管理運営りますが、これまで「公の施設」の管理運営りますが、これまで「公の施設」の管理運営りますが、これまで「公の施設」の管理運営

については、公共団体や公共的団体のほか、については、公共団体や公共的団体のほか、については、公共団体や公共的団体のほか、については、公共団体や公共的団体のほか、

公共団体が２分の１以上出資する法人に限定公共団体が２分の１以上出資する法人に限定公共団体が２分の１以上出資する法人に限定公共団体が２分の１以上出資する法人に限定

をされておりましたが、このたびの地方自治をされておりましたが、このたびの地方自治をされておりましたが、このたびの地方自治をされておりましたが、このたびの地方自治

法の改正により、管理委託できる対象が「法法の改正により、管理委託できる対象が「法法の改正により、管理委託できる対象が「法法の改正により、管理委託できる対象が「法

人その他の団体」となり、民間事業者にも管人その他の団体」となり、民間事業者にも管人その他の団体」となり、民間事業者にも管人その他の団体」となり、民間事業者にも管

理を代行させることが可能となりました。理を代行させることが可能となりました。理を代行させることが可能となりました。理を代行させることが可能となりました。

この制度を導入することにより、民間が持この制度を導入することにより、民間が持この制度を導入することにより、民間が持この制度を導入することにより、民間が持

っているノウハウなどを活用し、住民サービっているノウハウなどを活用し、住民サービっているノウハウなどを活用し、住民サービっているノウハウなどを活用し、住民サービ

スの向上と施設管理の効率化が図られるものスの向上と施設管理の効率化が図られるものスの向上と施設管理の効率化が図られるものスの向上と施設管理の効率化が図られるもの

と考えております。この制度の対象となる施と考えております。この制度の対象となる施と考えております。この制度の対象となる施と考えております。この制度の対象となる施

設で、平成１４年度に業務委託を行っている設で、平成１４年度に業務委託を行っている設で、平成１４年度に業務委託を行っている設で、平成１４年度に業務委託を行っている

施設は５７カ所あり、その委託料の総額は４施設は５７カ所あり、その委託料の総額は４施設は５７カ所あり、その委託料の総額は４施設は５７カ所あり、その委託料の総額は４

億０,８００万円となっております。市といた億０,８００万円となっております。市といた億０,８００万円となっております。市といた億０,８００万円となっております。市といた

しましては、導入の効果が期待できるものはしましては、導入の効果が期待できるものはしましては、導入の効果が期待できるものはしましては、導入の効果が期待できるものは

早い時期に導入したいと考えてはおりますが、早い時期に導入したいと考えてはおりますが、早い時期に導入したいと考えてはおりますが、早い時期に導入したいと考えてはおりますが、

各施設の管理状況や業務の性格もそれぞれ違各施設の管理状況や業務の性格もそれぞれ違各施設の管理状況や業務の性格もそれぞれ違各施設の管理状況や業務の性格もそれぞれ違

いますので、公共施設の管理のあり方の検討いますので、公共施設の管理のあり方の検討いますので、公共施設の管理のあり方の検討いますので、公共施設の管理のあり方の検討

関連規定の整備、さらには提案書の募集など関連規定の整備、さらには提案書の募集など関連規定の整備、さらには提案書の募集など関連規定の整備、さらには提案書の募集など

といった作業のほか、管理を代行する業者やといった作業のほか、管理を代行する業者やといった作業のほか、管理を代行する業者やといった作業のほか、管理を代行する業者や

団体等に対して制度の周知や指導等が必要と団体等に対して制度の周知や指導等が必要と団体等に対して制度の周知や指導等が必要と団体等に対して制度の周知や指導等が必要と

なりますので、導入までには一定の時間を要なりますので、導入までには一定の時間を要なりますので、導入までには一定の時間を要なりますので、導入までには一定の時間を要

するものと考えております。するものと考えております。するものと考えております。するものと考えております。

なお、この制度は法律では平成１８年９月なお、この制度は法律では平成１８年９月なお、この制度は法律では平成１８年９月なお、この制度は法律では平成１８年９月

までに移行することとなっており、今後、導までに移行することとなっており、今後、導までに移行することとなっており、今後、導までに移行することとなっており、今後、導

入のスケジュール等について全庁的に検討し入のスケジュール等について全庁的に検討し入のスケジュール等について全庁的に検討し入のスケジュール等について全庁的に検討し

てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。

次に、人事行政に関連いたしまして、グル次に、人事行政に関連いたしまして、グル次に、人事行政に関連いたしまして、グル次に、人事行政に関連いたしまして、グル
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ープ制についてでございますけれども、自立ープ制についてでございますけれども、自立ープ制についてでございますけれども、自立ープ制についてでございますけれども、自立

のまちづくりに向け小さな市役所を目指すたのまちづくりに向け小さな市役所を目指すたのまちづくりに向け小さな市役所を目指すたのまちづくりに向け小さな市役所を目指すた

め、限られた人的資源で市民のさまざまな行め、限られた人的資源で市民のさまざまな行め、限られた人的資源で市民のさまざまな行め、限られた人的資源で市民のさまざまな行

政ニーズに迅速、柔軟に対応できる組織体制政ニーズに迅速、柔軟に対応できる組織体制政ニーズに迅速、柔軟に対応できる組織体制政ニーズに迅速、柔軟に対応できる組織体制

が必要であると考えております。これまでのが必要であると考えております。これまでのが必要であると考えております。これまでのが必要であると考えております。これまでの

部・課・係といったいわゆる縦割りの組織体部・課・係といったいわゆる縦割りの組織体部・課・係といったいわゆる縦割りの組織体部・課・係といったいわゆる縦割りの組織体

制では、細分化、固定化されている事務分掌制では、細分化、固定化されている事務分掌制では、細分化、固定化されている事務分掌制では、細分化、固定化されている事務分掌

にとらわれ、柔軟な対応がとりにくいというにとらわれ、柔軟な対応がとりにくいというにとらわれ、柔軟な対応がとりにくいというにとらわれ、柔軟な対応がとりにくいという

弊害があったことから、課のもとにグループ弊害があったことから、課のもとにグループ弊害があったことから、課のもとにグループ弊害があったことから、課のもとにグループ

を配置し、業務量に応じて時期的に調整したを配置し、業務量に応じて時期的に調整したを配置し、業務量に応じて時期的に調整したを配置し、業務量に応じて時期的に調整した

り、あるいは急を要する業務など、各所属のり、あるいは急を要する業務など、各所属のり、あるいは急を要する業務など、各所属のり、あるいは急を要する業務など、各所属の

実態に合わせ柔軟にグループの編成を行える実態に合わせ柔軟にグループの編成を行える実態に合わせ柔軟にグループの編成を行える実態に合わせ柔軟にグループの編成を行える

など、事務の効率的な処理と弾力性ある組織など、事務の効率的な処理と弾力性ある組織など、事務の効率的な処理と弾力性ある組織など、事務の効率的な処理と弾力性ある組織

づくりを目指すため、グループ制を導入するづくりを目指すため、グループ制を導入するづくりを目指すため、グループ制を導入するづくりを目指すため、グループ制を導入する

ものでございます。ものでございます。ものでございます。ものでございます。

この効果としては、新規の業務や急を要すこの効果としては、新規の業務や急を要すこの効果としては、新規の業務や急を要すこの効果としては、新規の業務や急を要す

る事務を迅速に処理するための体制がとりやる事務を迅速に処理するための体制がとりやる事務を迅速に処理するための体制がとりやる事務を迅速に処理するための体制がとりや

すいこと、課内業務の協力体制がとりやすいすいこと、課内業務の協力体制がとりやすいすいこと、課内業務の協力体制がとりやすいすいこと、課内業務の協力体制がとりやすい

こと、課内異動が柔軟にでき、職員の業務にこと、課内異動が柔軟にでき、職員の業務にこと、課内異動が柔軟にでき、職員の業務にこと、課内異動が柔軟にでき、職員の業務に

対する管理職の職場管理能力、調整機能が発対する管理職の職場管理能力、調整機能が発対する管理職の職場管理能力、調整機能が発対する管理職の職場管理能力、調整機能が発

揮され組織の機能が高められることなどのメ揮され組織の機能が高められることなどのメ揮され組織の機能が高められることなどのメ揮され組織の機能が高められることなどのメ

リットがあると考えております。リットがあると考えております。リットがあると考えております。リットがあると考えております。

また、このグループ制は、これまでの縦割また、このグループ制は、これまでの縦割また、このグループ制は、これまでの縦割また、このグループ制は、これまでの縦割

り意識から自主的、積極的な業務への取り組り意識から自主的、積極的な業務への取り組り意識から自主的、積極的な業務への取り組り意識から自主的、積極的な業務への取り組

みと管理者の指導力、調整力が不可欠となりみと管理者の指導力、調整力が不可欠となりみと管理者の指導力、調整力が不可欠となりみと管理者の指導力、調整力が不可欠となり

ます。導入に当たっては、現在の体制を基本ます。導入に当たっては、現在の体制を基本ます。導入に当たっては、現在の体制を基本ます。導入に当たっては、現在の体制を基本

に考えていますが、いずれにしても職員がこに考えていますが、いずれにしても職員がこに考えていますが、いずれにしても職員がこに考えていますが、いずれにしても職員がこ

の制度の趣旨を十分理解し、組織としての機の制度の趣旨を十分理解し、組織としての機の制度の趣旨を十分理解し、組織としての機の制度の趣旨を十分理解し、組織としての機

能を高めることが何より重要でありますので、能を高めることが何より重要でありますので、能を高めることが何より重要でありますので、能を高めることが何より重要でありますので、

庁内ほか市民への周知についても十分配慮し庁内ほか市民への周知についても十分配慮し庁内ほか市民への周知についても十分配慮し庁内ほか市民への周知についても十分配慮し

て取り進めてまいりたいと考えております。て取り進めてまいりたいと考えております。て取り進めてまいりたいと考えております。て取り進めてまいりたいと考えております。

最後に、勧奨退職制度についてであります最後に、勧奨退職制度についてであります最後に、勧奨退職制度についてであります最後に、勧奨退職制度についてであります

が、この制度は北海道市町村職員退職手当組が、この制度は北海道市町村職員退職手当組が、この制度は北海道市町村職員退職手当組が、この制度は北海道市町村職員退職手当組

合退職手当条例及び美唄市職員勧奨退職取扱合退職手当条例及び美唄市職員勧奨退職取扱合退職手当条例及び美唄市職員勧奨退職取扱合退職手当条例及び美唄市職員勧奨退職取扱

要綱に基づき、年齢が５０歳以上で、かつ２要綱に基づき、年齢が５０歳以上で、かつ２要綱に基づき、年齢が５０歳以上で、かつ２要綱に基づき、年齢が５０歳以上で、かつ２

０年以上の勤続期間を有する職員が病弱など０年以上の勤続期間を有する職員が病弱など０年以上の勤続期間を有する職員が病弱など０年以上の勤続期間を有する職員が病弱など

により職務の遂行が困難と認められる場合や、により職務の遂行が困難と認められる場合や、により職務の遂行が困難と認められる場合や、により職務の遂行が困難と認められる場合や、

後進に道を譲るため退職することについて、後進に道を譲るため退職することについて、後進に道を譲るため退職することについて、後進に道を譲るため退職することについて、

任命権者の承認を得た場合、その勤続期間に任命権者の承認を得た場合、その勤続期間に任命権者の承認を得た場合、その勤続期間に任命権者の承認を得た場合、その勤続期間に

応じて退職手当支給率の割り増し等を行うも応じて退職手当支給率の割り増し等を行うも応じて退職手当支給率の割り増し等を行うも応じて退職手当支給率の割り増し等を行うも

のでございます。のでございます。のでございます。のでございます。

なお、平成１５年度に２５年以上勤続し、なお、平成１５年度に２５年以上勤続し、なお、平成１５年度に２５年以上勤続し、なお、平成１５年度に２５年以上勤続し、

この制度によりすでに退職した職員は現在まこの制度によりすでに退職した職員は現在まこの制度によりすでに退職した職員は現在まこの制度によりすでに退職した職員は現在ま

で４名、３月３１日までに退職を予定していで４名、３月３１日までに退職を予定していで４名、３月３１日までに退職を予定していで４名、３月３１日までに退職を予定してい

る職員が３名となっております。これらの職る職員が３名となっております。これらの職る職員が３名となっております。これらの職る職員が３名となっております。これらの職

員に対して、市から支払われる退職金総額は員に対して、市から支払われる退職金総額は員に対して、市から支払われる退職金総額は員に対して、市から支払われる退職金総額は

１億７,０３５万６,０００円でありますが、１億７,０３５万６,０００円でありますが、１億７,０３５万６,０００円でありますが、１億７,０３５万６,０００円でありますが、

自己都合による退職の場合に支払われる退職自己都合による退職の場合に支払われる退職自己都合による退職の場合に支払われる退職自己都合による退職の場合に支払われる退職

金総額は１億２,９１８万５,０００円となり、金総額は１億２,９１８万５,０００円となり、金総額は１億２,９１８万５,０００円となり、金総額は１億２,９１８万５,０００円となり、

その差額は４,１１７万１,０００円でございその差額は４,１１７万１,０００円でございその差額は４,１１７万１,０００円でございその差額は４,１１７万１,０００円でござい

ます。ます。ます。ます。

なお、職員への勧奨行為については、要綱なお、職員への勧奨行為については、要綱なお、職員への勧奨行為については、要綱なお、職員への勧奨行為については、要綱

に基づき対応しているところでございます。に基づき対応しているところでございます。に基づき対応しているところでございます。に基づき対応しているところでございます。

なお、入札及び契約制度の改善等についてなお、入札及び契約制度の改善等についてなお、入札及び契約制度の改善等についてなお、入札及び契約制度の改善等について

は、総務部長から答弁をさせます。は、総務部長から答弁をさせます。は、総務部長から答弁をさせます。は、総務部長から答弁をさせます。

●議長中西勇夫君 総務部長。●議長中西勇夫君 総務部長。●議長中西勇夫君 総務部長。●議長中西勇夫君 総務部長。

●総務部長五十嵐義昌君 入札・契約制度に●総務部長五十嵐義昌君 入札・契約制度に●総務部長五十嵐義昌君 入札・契約制度に●総務部長五十嵐義昌君 入札・契約制度に

関しまして、検討経過等について私から答弁関しまして、検討経過等について私から答弁関しまして、検討経過等について私から答弁関しまして、検討経過等について私から答弁

させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。

入札及び契約制度の改善等についてであり入札及び契約制度の改善等についてであり入札及び契約制度の改善等についてであり入札及び契約制度の改善等についてであり

ますが、平成１５年度における主な制度の改ますが、平成１５年度における主な制度の改ますが、平成１５年度における主な制度の改ますが、平成１５年度における主な制度の改

善につきましては、すべての建設工事と工事善につきましては、すべての建設工事と工事善につきましては、すべての建設工事と工事善につきましては、すべての建設工事と工事

に係る委託業務の予定価格を事前公表するこに係る委託業務の予定価格を事前公表するこに係る委託業務の予定価格を事前公表するこに係る委託業務の予定価格を事前公表するこ

ととしたほか、工事に係る委託業務に最低制ととしたほか、工事に係る委託業務に最低制ととしたほか、工事に係る委託業務に最低制ととしたほか、工事に係る委託業務に最低制

限価格を設定するとともに、退職金共済証紙限価格を設定するとともに、退職金共済証紙限価格を設定するとともに、退職金共済証紙限価格を設定するとともに、退職金共済証紙

貼付実績書等の提出を求めることとしたとこ貼付実績書等の提出を求めることとしたとこ貼付実績書等の提出を求めることとしたとこ貼付実績書等の提出を求めることとしたとこ

ろでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

なお、清掃、施設管理等の業務委託につきなお、清掃、施設管理等の業務委託につきなお、清掃、施設管理等の業務委託につきなお、清掃、施設管理等の業務委託につき
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ましては、平成１６年度から最低制限価格をましては、平成１６年度から最低制限価格をましては、平成１６年度から最低制限価格をましては、平成１６年度から最低制限価格を

設定したいと考えております。設定したいと考えております。設定したいと考えております。設定したいと考えております。

次に、工事入札方法の件数と契約金額及び次に、工事入札方法の件数と契約金額及び次に、工事入札方法の件数と契約金額及び次に、工事入札方法の件数と契約金額及び

入札差額についてでございますが、入札差額についてでございますが、入札差額についてでございますが、入札差額についてでございますが、

平成１３年度、指名競争入札が２４７件、平成１３年度、指名競争入札が２４７件、平成１３年度、指名競争入札が２４７件、平成１３年度、指名競争入札が２４７件、

契約金額４８億９,３００万円で、入札差額１契約金額４８億９,３００万円で、入札差額１契約金額４８億９,３００万円で、入札差額１契約金額４８億９,３００万円で、入札差額１

億４,１００万円。億４,１００万円。億４,１００万円。億４,１００万円。

平成１４年度、指名競争入札が２０６件、平成１４年度、指名競争入札が２０６件、平成１４年度、指名競争入札が２０６件、平成１４年度、指名競争入札が２０６件、

契約金額３０億５,７００万円で、入札差額は契約金額３０億５,７００万円で、入札差額は契約金額３０億５,７００万円で、入札差額は契約金額３０億５,７００万円で、入札差額は

１億０,５００万円。１億０,５００万円。１億０,５００万円。１億０,５００万円。

平成１５年１２月末の指名競争入札が１６平成１５年１２月末の指名競争入札が１６平成１５年１２月末の指名競争入札が１６平成１５年１２月末の指名競争入札が１６

０件、契約金額２５億９,７００万円で、入札０件、契約金額２５億９,７００万円で、入札０件、契約金額２５億９,７００万円で、入札０件、契約金額２５億９,７００万円で、入札

差額は１億１,５００万円となっております。差額は１億１,５００万円となっております。差額は１億１,５００万円となっております。差額は１億１,５００万円となっております。

また、他の市との落札率の比較についてでまた、他の市との落札率の比較についてでまた、他の市との落札率の比較についてでまた、他の市との落札率の比較についてで

ありますが、ありますが、ありますが、ありますが、

平成１３年度は、美唄市が９７.２１％で、平成１３年度は、美唄市が９７.２１％で、平成１３年度は、美唄市が９７.２１％で、平成１３年度は、美唄市が９７.２１％で、

岩見沢市９７.９３％、深川市９６.８８％。岩見沢市９７.９３％、深川市９６.８８％。岩見沢市９７.９３％、深川市９６.８８％。岩見沢市９７.９３％、深川市９６.８８％。

平成１４年度は、美唄市が９６.６７％で、平成１４年度は、美唄市が９６.６７％で、平成１４年度は、美唄市が９６.６７％で、平成１４年度は、美唄市が９６.６７％で、

岩見沢市９２.６２％、深川市９７.２３％。岩見沢市９２.６２％、深川市９７.２３％。岩見沢市９２.６２％、深川市９７.２３％。岩見沢市９２.６２％、深川市９７.２３％。

平成１５年１２月末では、美唄市は９５.７平成１５年１２月末では、美唄市は９５.７平成１５年１２月末では、美唄市は９５.７平成１５年１２月末では、美唄市は９５.７

７％で、岩見沢市８６.７４％、深川市９０.７％で、岩見沢市８６.７４％、深川市９０.７％で、岩見沢市８６.７４％、深川市９０.７％で、岩見沢市８６.７４％、深川市９０.

７８％となっております。７８％となっております。７８％となっております。７８％となっております。

●議長中西勇夫君 １８番紫藤政則君。●議長中西勇夫君 １８番紫藤政則君。●議長中西勇夫君 １８番紫藤政則君。●議長中西勇夫君 １８番紫藤政則君。

●１８番紫藤政則君 それぞれご答弁をいた●１８番紫藤政則君 それぞれご答弁をいた●１８番紫藤政則君 それぞれご答弁をいた●１８番紫藤政則君 それぞれご答弁をいた

だきました。何点か再質問をさせていただきだきました。何点か再質問をさせていただきだきました。何点か再質問をさせていただきだきました。何点か再質問をさせていただき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

財政の問題でございます。市長は、いろん財政の問題でございます。市長は、いろん財政の問題でございます。市長は、いろん財政の問題でございます。市長は、いろん

な要素があるけれども、私に最終的な責任がな要素があるけれども、私に最終的な責任がな要素があるけれども、私に最終的な責任がな要素があるけれども、私に最終的な責任が

ありますという話をされました。そのとおりありますという話をされました。そのとおりありますという話をされました。そのとおりありますという話をされました。そのとおり

だと思います。しかし、いまの状況、本当にだと思います。しかし、いまの状況、本当にだと思います。しかし、いまの状況、本当にだと思います。しかし、いまの状況、本当に

やっていられないというぐらいの激震が来たやっていられないというぐらいの激震が来たやっていられないというぐらいの激震が来たやっていられないというぐらいの激震が来た

わけです。どこの自治体も、先ほども申し上わけです。どこの自治体も、先ほども申し上わけです。どこの自治体も、先ほども申し上わけです。どこの自治体も、先ほども申し上

げましたけれども、このような大幅な地方財げましたけれども、このような大幅な地方財げましたけれども、このような大幅な地方財げましたけれども、このような大幅な地方財

政に対する国のマイナス措置というのは、予政に対する国のマイナス措置というのは、予政に対する国のマイナス措置というのは、予政に対する国のマイナス措置というのは、予

想していなかったと思います。率直に言いま想していなかったと思います。率直に言いま想していなかったと思います。率直に言いま想していなかったと思います。率直に言いま

して、だれしも予想していなかったと思いまして、だれしも予想していなかったと思いまして、だれしも予想していなかったと思いまして、だれしも予想していなかったと思いま

す。私もいろんなシンポジウム等出て、学者す。私もいろんなシンポジウム等出て、学者す。私もいろんなシンポジウム等出て、学者す。私もいろんなシンポジウム等出て、学者

の先生方のお話を聞きましたが、ここまで地の先生方のお話を聞きましたが、ここまで地の先生方のお話を聞きましたが、ここまで地の先生方のお話を聞きましたが、ここまで地

方がいじめられるということは予測できなか方がいじめられるということは予測できなか方がいじめられるということは予測できなか方がいじめられるということは予測できなか

ったと。しかし、この地方の財政運営を預かったと。しかし、この地方の財政運営を預かったと。しかし、この地方の財政運営を預かったと。しかし、この地方の財政運営を預か

る最高責任者として、今後もこういうことがる最高責任者として、今後もこういうことがる最高責任者として、今後もこういうことがる最高責任者として、今後もこういうことが

起きないとは限らない。具体的に、国の責任起きないとは限らない。具体的に、国の責任起きないとは限らない。具体的に、国の責任起きないとは限らない。具体的に、国の責任

を所管する大臣は、地方はまだまだ絞れると、を所管する大臣は、地方はまだまだ絞れると、を所管する大臣は、地方はまだまだ絞れると、を所管する大臣は、地方はまだまだ絞れると、

こういうお話も言明されています。交付税も、こういうお話も言明されています。交付税も、こういうお話も言明されています。交付税も、こういうお話も言明されています。交付税も、

これからさらに圧縮をかけるということであこれからさらに圧縮をかけるということであこれからさらに圧縮をかけるということであこれからさらに圧縮をかけるということであ

ります。ります。ります。ります。

そこで、今回ほどこのような不慮の災害とそこで、今回ほどこのような不慮の災害とそこで、今回ほどこのような不慮の災害とそこで、今回ほどこのような不慮の災害と

も言える事態に備えるための財政調整基金とも言える事態に備えるための財政調整基金とも言える事態に備えるための財政調整基金とも言える事態に備えるための財政調整基金と

いうものの重みというのを感じた予算はなかいうものの重みというのを感じた予算はなかいうものの重みというのを感じた予算はなかいうものの重みというのを感じた予算はなか

った。私自身もそう思います。美唄も財政調った。私自身もそう思います。美唄も財政調った。私自身もそう思います。美唄も財政調った。私自身もそう思います。美唄も財政調

整基金条例があり、地方交付税で算入されま整基金条例があり、地方交付税で算入されま整基金条例があり、地方交付税で算入されま整基金条例があり、地方交付税で算入されま

す基準財政需要額の１％を毎年積むという条す基準財政需要額の１％を毎年積むという条す基準財政需要額の１％を毎年積むという条す基準財政需要額の１％を毎年積むという条

例が整備をされていますが、毎年、恐らく条例が整備をされていますが、毎年、恐らく条例が整備をされていますが、毎年、恐らく条例が整備をされていますが、毎年、恐らく条

例できてからずっとかもしれませんが、積み例できてからずっとかもしれませんが、積み例できてからずっとかもしれませんが、積み例できてからずっとかもしれませんが、積み

立て停止の件ということで年度末、ことしも立て停止の件ということで年度末、ことしも立て停止の件ということで年度末、ことしも立て停止の件ということで年度末、ことしも

３月議会に提案をされているわけであります。３月議会に提案をされているわけであります。３月議会に提案をされているわけであります。３月議会に提案をされているわけであります。

家庭にこのことを置きかえて考えましても、家庭にこのことを置きかえて考えましても、家庭にこのことを置きかえて考えましても、家庭にこのことを置きかえて考えましても、

苦しい中でも貯金をしていくと、このことが苦しい中でも貯金をしていくと、このことが苦しい中でも貯金をしていくと、このことが苦しい中でも貯金をしていくと、このことが

いざというときに役に立つと、この原点に私いざというときに役に立つと、この原点に私いざというときに役に立つと、この原点に私いざというときに役に立つと、この原点に私

は返るべきじゃないかと思うんです。議会がは返るべきじゃないかと思うんです。議会がは返るべきじゃないかと思うんです。議会がは返るべきじゃないかと思うんです。議会が

積み立て停止の件を議決しているんだから同積み立て停止の件を議決しているんだから同積み立て停止の件を議決しているんだから同積み立て停止の件を議決しているんだから同

罪でないかと、こう言われるかもしれません。罪でないかと、こう言われるかもしれません。罪でないかと、こう言われるかもしれません。罪でないかと、こう言われるかもしれません。

しかし、市長、よく考えますと、財政調整基しかし、市長、よく考えますと、財政調整基しかし、市長、よく考えますと、財政調整基しかし、市長、よく考えますと、財政調整基

金の条例にある積み立てを年度当初予算要求金の条例にある積み立てを年度当初予算要求金の条例にある積み立てを年度当初予算要求金の条例にある積み立てを年度当初予算要求

した実績があるんでしょうか。恐らく予算要した実績があるんでしょうか。恐らく予算要した実績があるんでしょうか。恐らく予算要した実績があるんでしょうか。恐らく予算要

求していないと思うんです。職員も、財政の求していないと思うんです。職員も、財政の求していないと思うんです。職員も、財政の求していないと思うんです。職員も、財政の

運営をする責任者も、頭にないと思うんです。運営をする責任者も、頭にないと思うんです。運営をする責任者も、頭にないと思うんです。運営をする責任者も、頭にないと思うんです。

ですから、私はこの予算編成のルールの中にですから、私はこの予算編成のルールの中にですから、私はこの予算編成のルールの中にですから、私はこの予算編成のルールの中に



－68－－68－－68－－68－

予算編成から義務化していくと、法律で定め予算編成から義務化していくと、法律で定め予算編成から義務化していくと、法律で定め予算編成から義務化していくと、法律で定め

られた生活保護とか人件費とかというように、られた生活保護とか人件費とかというように、られた生活保護とか人件費とかというように、られた生活保護とか人件費とかというように、

こういった姿勢が大事でないでしょうか。基こういった姿勢が大事でないでしょうか。基こういった姿勢が大事でないでしょうか。基こういった姿勢が大事でないでしょうか。基

準財政需要額の１００分の１というと９,００準財政需要額の１００分の１というと９,００準財政需要額の１００分の１というと９,００準財政需要額の１００分の１というと９,００

０万円近い額になるのかもしれませんが、幾０万円近い額になるのかもしれませんが、幾０万円近い額になるのかもしれませんが、幾０万円近い額になるのかもしれませんが、幾

らがいいのか私わかりません。しかし、これらがいいのか私わかりません。しかし、これらがいいのか私わかりません。しかし、これらがいいのか私わかりません。しかし、これ

は積むんですよという、そういう考え方で予は積むんですよという、そういう考え方で予は積むんですよという、そういう考え方で予は積むんですよという、そういう考え方で予

算編成に臨んでいくということが大事だと思算編成に臨んでいくということが大事だと思算編成に臨んでいくということが大事だと思算編成に臨んでいくということが大事だと思

うんですが、いかがでしょうか。うんですが、いかがでしょうか。うんですが、いかがでしょうか。うんですが、いかがでしょうか。

それと、責任システムの問題です。確かにそれと、責任システムの問題です。確かにそれと、責任システムの問題です。確かにそれと、責任システムの問題です。確かに

国がバブル崩壊後の景気浮揚と称しまして、国がバブル崩壊後の景気浮揚と称しまして、国がバブル崩壊後の景気浮揚と称しまして、国がバブル崩壊後の景気浮揚と称しまして、

地方債をどんどん発行するように、さらに事地方債をどんどん発行するように、さらに事地方債をどんどん発行するように、さらに事地方債をどんどん発行するように、さらに事

業を多くやるように地方に押しつけました。業を多くやるように地方に押しつけました。業を多くやるように地方に押しつけました。業を多くやるように地方に押しつけました。

地方も将来何とかなるだろうということで、地方も将来何とかなるだろうということで、地方も将来何とかなるだろうということで、地方も将来何とかなるだろうということで、

どんどん事業をやってきた。そして、いま美どんどん事業をやってきた。そして、いま美どんどん事業をやってきた。そして、いま美どんどん事業をやってきた。そして、いま美

唄の地方債、標準財政規模に対する地方債の唄の地方債、標準財政規模に対する地方債の唄の地方債、標準財政規模に対する地方債の唄の地方債、標準財政規模に対する地方債の

残高、この比率は２.５を超えて２.６、２.７残高、この比率は２.５を超えて２.６、２.７残高、この比率は２.５を超えて２.６、２.７残高、この比率は２.５を超えて２.６、２.７

になろうとしている。これは２％が大体危険になろうとしている。これは２％が大体危険になろうとしている。これは２％が大体危険になろうとしている。これは２％が大体危険

ラインだろうと言われています。危険ラインラインだろうと言われています。危険ラインラインだろうと言われています。危険ラインラインだろうと言われています。危険ライン

を大きく超えている。市民１人当たり普通会を大きく超えている。市民１人当たり普通会を大きく超えている。市民１人当たり普通会を大きく超えている。市民１人当たり普通会

計で８０万円ぐらいの負債になっている。全計で８０万円ぐらいの負債になっている。全計で８０万円ぐらいの負債になっている。全計で８０万円ぐらいの負債になっている。全

会計入れれば１５０万円からの負債をしょっ会計入れれば１５０万円からの負債をしょっ会計入れれば１５０万円からの負債をしょっ会計入れれば１５０万円からの負債をしょっ

ている。この状況を考えますと、国がやろうている。この状況を考えますと、国がやろうている。この状況を考えますと、国がやろうている。この状況を考えますと、国がやろう

としたことを素直に、率直に受けてやっていとしたことを素直に、率直に受けてやっていとしたことを素直に、率直に受けてやっていとしたことを素直に、率直に受けてやってい

たつけが今日来ていることは間違いない。たつけが今日来ていることは間違いない。たつけが今日来ていることは間違いない。たつけが今日来ていることは間違いない。

一方で、社会資本が整備されまして、それ一方で、社会資本が整備されまして、それ一方で、社会資本が整備されまして、それ一方で、社会資本が整備されまして、それ

なりの美唄の地域振興につながっているといなりの美唄の地域振興につながっているといなりの美唄の地域振興につながっているといなりの美唄の地域振興につながっているとい

うことも間違いない事実だ。だけれど、先ほうことも間違いない事実だ。だけれど、先ほうことも間違いない事実だ。だけれど、先ほうことも間違いない事実だ。だけれど、先ほ

ど市長はご答弁の中に、いわゆる事務事業のど市長はご答弁の中に、いわゆる事務事業のど市長はご答弁の中に、いわゆる事務事業のど市長はご答弁の中に、いわゆる事務事業の

事前評価の話をされました。政策評価をしっ事前評価の話をされました。政策評価をしっ事前評価の話をされました。政策評価をしっ事前評価の話をされました。政策評価をしっ

かりしていく、いままで以上にしていくといかりしていく、いままで以上にしていくといかりしていく、いままで以上にしていくといかりしていく、いままで以上にしていくとい

うお話でした。ただ、だれがどういった政策うお話でした。ただ、だれがどういった政策うお話でした。ただ、だれがどういった政策うお話でした。ただ、だれがどういった政策

判断材料を上げるんでしょうか、どんな基準判断材料を上げるんでしょうか、どんな基準判断材料を上げるんでしょうか、どんな基準判断材料を上げるんでしょうか、どんな基準

で。仮に土地開発基金で、交流拠点施設にかで。仮に土地開発基金で、交流拠点施設にかで。仮に土地開発基金で、交流拠点施設にかで。仮に土地開発基金で、交流拠点施設にか

かわる泉源を確保のために土地を取得しましかわる泉源を確保のために土地を取得しましかわる泉源を確保のために土地を取得しましかわる泉源を確保のために土地を取得しまし

たね、土地開発基金。これは、議会の議決そたね、土地開発基金。これは、議会の議決そたね、土地開発基金。これは、議会の議決そたね、土地開発基金。これは、議会の議決そ

の他伴わないものですから、市長のご判断での他伴わないものですから、市長のご判断での他伴わないものですから、市長のご判断での他伴わないものですから、市長のご判断で

されたと思います。適正な価格で、この土地されたと思います。適正な価格で、この土地されたと思います。適正な価格で、この土地されたと思います。適正な価格で、この土地

は取得をされたと思います。しかし、私はわは取得をされたと思います。しかし、私はわは取得をされたと思います。しかし、私はわは取得をされたと思います。しかし、私はわ

かりません。その際、最終政策判断をするとかりません。その際、最終政策判断をするとかりません。その際、最終政策判断をするとかりません。その際、最終政策判断をすると

きに、４千数十万円になるこの取得額がどうきに、４千数十万円になるこの取得額がどうきに、４千数十万円になるこの取得額がどうきに、４千数十万円になるこの取得額がどう

いった客観的なデータで、土地家屋評価士等いった客観的なデータで、土地家屋評価士等いった客観的なデータで、土地家屋評価士等いった客観的なデータで、土地家屋評価士等

の不動産鑑定士等の鑑定があったのか、市民の不動産鑑定士等の鑑定があったのか、市民の不動産鑑定士等の鑑定があったのか、市民の不動産鑑定士等の鑑定があったのか、市民

レベルの評価委員会等のクリアをされたのか。レベルの評価委員会等のクリアをされたのか。レベルの評価委員会等のクリアをされたのか。レベルの評価委員会等のクリアをされたのか。

路線価やその他売買実例等のものを参考にし路線価やその他売買実例等のものを参考にし路線価やその他売買実例等のものを参考にし路線価やその他売買実例等のものを参考にし

てつくったのかという、いわばその価格が適てつくったのかという、いわばその価格が適てつくったのかという、いわばその価格が適てつくったのかという、いわばその価格が適

正かどうかを判断をしてあげるのは、担当の正かどうかを判断をしてあげるのは、担当の正かどうかを判断をしてあげるのは、担当の正かどうかを判断をしてあげるのは、担当の

部長じゃないでしょうか、課長なんでしょう部長じゃないでしょうか、課長なんでしょう部長じゃないでしょうか、課長なんでしょう部長じゃないでしょうか、課長なんでしょう

か。市長は、そのことをチェックをして判断か。市長は、そのことをチェックをして判断か。市長は、そのことをチェックをして判断か。市長は、そのことをチェックをして判断

をしていくということになりますね。しかし、をしていくということになりますね。しかし、をしていくということになりますね。しかし、をしていくということになりますね。しかし、

上げて最終的に市長が判断したとした場合、上げて最終的に市長が判断したとした場合、上げて最終的に市長が判断したとした場合、上げて最終的に市長が判断したとした場合、

すべて市長の責任と、これはやってられないすべて市長の責任と、これはやってられないすべて市長の責任と、これはやってられないすべて市長の責任と、これはやってられない

んじゃないでしょうか。市長を陥れようとすんじゃないでしょうか。市長を陥れようとすんじゃないでしょうか。市長を陥れようとすんじゃないでしょうか。市長を陥れようとす

れば簡単に陥れる、部下職員がです。責任だれば簡単に陥れる、部下職員がです。責任だれば簡単に陥れる、部下職員がです。責任だれば簡単に陥れる、部下職員がです。責任だ

けを押しつけれるという、私はそういう意味けを押しつけれるという、私はそういう意味けを押しつけれるという、私はそういう意味けを押しつけれるという、私はそういう意味

での庁内の責任システムを確立すべきでないでの庁内の責任システムを確立すべきでないでの庁内の責任システムを確立すべきでないでの庁内の責任システムを確立すべきでない

かと。しかし、どうやったらいいかわかりまかと。しかし、どうやったらいいかわかりまかと。しかし、どうやったらいいかわかりまかと。しかし、どうやったらいいかわかりま

せん。どうやって確立したらいいのか。年度せん。どうやって確立したらいいのか。年度せん。どうやって確立したらいいのか。年度せん。どうやって確立したらいいのか。年度

途中に退職しちゃう人もいますじゃないです途中に退職しちゃう人もいますじゃないです途中に退職しちゃう人もいますじゃないです途中に退職しちゃう人もいますじゃないです

か。私は、この責任システムを確立するといか。私は、この責任システムを確立するといか。私は、この責任システムを確立するといか。私は、この責任システムを確立するとい

うことは、まず最終的な執行側の意思決定機うことは、まず最終的な執行側の意思決定機うことは、まず最終的な執行側の意思決定機うことは、まず最終的な執行側の意思決定機

関であります庁議、これは庁議は規則に定め関であります庁議、これは庁議は規則に定め関であります庁議、これは庁議は規則に定め関であります庁議、これは庁議は規則に定め

があります。さまざまな重要な課題、政策をがあります。さまざまな重要な課題、政策をがあります。さまざまな重要な課題、政策をがあります。さまざまな重要な課題、政策を

方向づける会議です。これを公開してくださ方向づける会議です。これを公開してくださ方向づける会議です。これを公開してくださ方向づける会議です。これを公開してくださ

い。いわば企業であれば最高経営会議です。い。いわば企業であれば最高経営会議です。い。いわば企業であれば最高経営会議です。い。いわば企業であれば最高経営会議です。

そこで、どなたがどんな議論をして、どういそこで、どなたがどんな議論をして、どういそこで、どなたがどんな議論をして、どういそこで、どなたがどんな議論をして、どうい

う議論のもとに最終報告が決められるのか。う議論のもとに最終報告が決められるのか。う議論のもとに最終報告が決められるのか。う議論のもとに最終報告が決められるのか。

これ市民の皆さん、どうぞ傍聴してくださいこれ市民の皆さん、どうぞ傍聴してくださいこれ市民の皆さん、どうぞ傍聴してくださいこれ市民の皆さん、どうぞ傍聴してください
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と、議会のようなわけにはいかないかもしれと、議会のようなわけにはいかないかもしれと、議会のようなわけにはいかないかもしれと、議会のようなわけにはいかないかもしれ

ません。少なくとも職員の皆さんが目に触れません。少なくとも職員の皆さんが目に触れません。少なくとも職員の皆さんが目に触れません。少なくとも職員の皆さんが目に触れ

られるように、臨場感を持ってこの真剣な議られるように、臨場感を持ってこの真剣な議られるように、臨場感を持ってこの真剣な議られるように、臨場感を持ってこの真剣な議

論というのがどう行われているのか、この辺論というのがどう行われているのか、この辺論というのがどう行われているのか、この辺論というのがどう行われているのか、この辺

をオープンにしていくということが、まず私をオープンにしていくということが、まず私をオープンにしていくということが、まず私をオープンにしていくということが、まず私

はそれぞれの責任システムにつながっていくはそれぞれの責任システムにつながっていくはそれぞれの責任システムにつながっていくはそれぞれの責任システムにつながっていく

ことじゃないかと思うんです。ニセコ町はやことじゃないかと思うんです。ニセコ町はやことじゃないかと思うんです。ニセコ町はやことじゃないかと思うんです。ニセコ町はや

っています。ぜひその辺のお取り組みができっています。ぜひその辺のお取り組みができっています。ぜひその辺のお取り組みができっています。ぜひその辺のお取り組みができ

ないだろうか。財政に関しては、以上でござないだろうか。財政に関しては、以上でござないだろうか。財政に関しては、以上でござないだろうか。財政に関しては、以上でござ

います。います。います。います。

ごみの問題。平成１３年から有料化というごみの問題。平成１３年から有料化というごみの問題。平成１３年から有料化というごみの問題。平成１３年から有料化という

ことを現時点で考えていると、それに向けて、ことを現時点で考えていると、それに向けて、ことを現時点で考えていると、それに向けて、ことを現時点で考えていると、それに向けて、

市民の皆さんと共同作業を進めたいというお市民の皆さんと共同作業を進めたいというお市民の皆さんと共同作業を進めたいというお市民の皆さんと共同作業を進めたいというお

話でございました。これ類似他都市の状況で話でございました。これ類似他都市の状況で話でございました。これ類似他都市の状況で話でございました。これ類似他都市の状況で

すが、まだ検討で、これから金額もするんですが、まだ検討で、これから金額もするんですが、まだ検討で、これから金額もするんですが、まだ検討で、これから金額もするんで

しょうが、仮に大体平均世帯、ほかでやってしょうが、仮に大体平均世帯、ほかでやってしょうが、仮に大体平均世帯、ほかでやってしょうが、仮に大体平均世帯、ほかでやって

いる美唄と同じようなところで、どのぐらいいる美唄と同じようなところで、どのぐらいいる美唄と同じようなところで、どのぐらいいる美唄と同じようなところで、どのぐらい

負担になるんでしょうか。その結果、それが負担になるんでしょうか。その結果、それが負担になるんでしょうか。その結果、それが負担になるんでしょうか。その結果、それが

そうなるとは別にして、先例都市の実情につそうなるとは別にして、先例都市の実情につそうなるとは別にして、先例都市の実情につそうなるとは別にして、先例都市の実情につ

いて教えていただきたいと思います。いて教えていただきたいと思います。いて教えていただきたいと思います。いて教えていただきたいと思います。

３つ目、入札・契約制度の問題ですが、さ３つ目、入札・契約制度の問題ですが、さ３つ目、入札・契約制度の問題ですが、さ３つ目、入札・契約制度の問題ですが、さ

まざまな取り組みをいただきました。私は、まざまな取り組みをいただきました。私は、まざまな取り組みをいただきました。私は、まざまな取り組みをいただきました。私は、

前向きに評価をしたいと思います。頑張って前向きに評価をしたいと思います。頑張って前向きに評価をしたいと思います。頑張って前向きに評価をしたいと思います。頑張って

いただいたと思います。さらにもう一押し、いただいたと思います。さらにもう一押し、いただいたと思います。さらにもう一押し、いただいたと思います。さらにもう一押し、

頑張っていただきたいと思うんです。市長は、頑張っていただきたいと思うんです。市長は、頑張っていただきたいと思うんです。市長は、頑張っていただきたいと思うんです。市長は、

総合評価型入札に関して一般競争入札だし、総合評価型入札に関して一般競争入札だし、総合評価型入札に関して一般競争入札だし、総合評価型入札に関して一般競争入札だし、

それから指名競争に当たっても公募型に限定それから指名競争に当たっても公募型に限定それから指名競争に当たっても公募型に限定それから指名競争に当たっても公募型に限定

されていると。これは、美唄は指名競争なんされていると。これは、美唄は指名競争なんされていると。これは、美唄は指名競争なんされていると。これは、美唄は指名競争なん

だから該当にならんと、難しいということをだから該当にならんと、難しいということをだから該当にならんと、難しいということをだから該当にならんと、難しいということを

前提にお話されました。マニュアルもないと前提にお話されました。マニュアルもないと前提にお話されました。マニュアルもないと前提にお話されました。マニュアルもないと

いうことです。いうことです。いうことです。いうことです。

地方分権一括法が制定をされまして、自治地方分権一括法が制定をされまして、自治地方分権一括法が制定をされまして、自治地方分権一括法が制定をされまして、自治

体の条例制定、この能力が高いかどうかで、体の条例制定、この能力が高いかどうかで、体の条例制定、この能力が高いかどうかで、体の条例制定、この能力が高いかどうかで、

まちづくりの方向が決まると言われています。まちづくりの方向が決まると言われています。まちづくりの方向が決まると言われています。まちづくりの方向が決まると言われています。

自治体職員の差別化を図れるかというのは、自治体職員の差別化を図れるかというのは、自治体職員の差別化を図れるかというのは、自治体職員の差別化を図れるかというのは、

そこだと言われています。国の関与というのそこだと言われています。国の関与というのそこだと言われています。国の関与というのそこだと言われています。国の関与というの

は、法令違反のない限り関与はないと、機関は、法令違反のない限り関与はないと、機関は、法令違反のない限り関与はないと、機関は、法令違反のない限り関与はないと、機関

委任事務が廃止をされました。自治体の主体委任事務が廃止をされました。自治体の主体委任事務が廃止をされました。自治体の主体委任事務が廃止をされました。自治体の主体

的な条例制定ができる環境が整いつつある。的な条例制定ができる環境が整いつつある。的な条例制定ができる環境が整いつつある。的な条例制定ができる環境が整いつつある。

私は、地方自治法施行令にそういう決めがあ私は、地方自治法施行令にそういう決めがあ私は、地方自治法施行令にそういう決めがあ私は、地方自治法施行令にそういう決めがあ

る、一般競争に限定している。しかし、それる、一般競争に限定している。しかし、それる、一般競争に限定している。しかし、それる、一般競争に限定している。しかし、それ

は指名競争にやれないという法律ではないのは指名競争にやれないという法律ではないのは指名競争にやれないという法律ではないのは指名競争にやれないという法律ではないの

です。美唄市が独自に、この入札契約に係るです。美唄市が独自に、この入札契約に係るです。美唄市が独自に、この入札契約に係るです。美唄市が独自に、この入札契約に係る

基本条例をつくって、その中で位置づければ基本条例をつくって、その中で位置づければ基本条例をつくって、その中で位置づければ基本条例をつくって、その中で位置づければ

やれるんです。美唄市の主体性と、それからやれるんです。美唄市の主体性と、それからやれるんです。美唄市の主体性と、それからやれるんです。美唄市の主体性と、それから

能動性、やる気さえあれば。この制度がいい能動性、やる気さえあれば。この制度がいい能動性、やる気さえあれば。この制度がいい能動性、やる気さえあれば。この制度がいい

ものかどうかという認識をやっぱりしっかりものかどうかという認識をやっぱりしっかりものかどうかという認識をやっぱりしっかりものかどうかという認識をやっぱりしっかり

持つことが大事ではないかと思うんです。私持つことが大事ではないかと思うんです。私持つことが大事ではないかと思うんです。私持つことが大事ではないかと思うんです。私

は、やれると思います。自立に向けた美唄のは、やれると思います。自立に向けた美唄のは、やれると思います。自立に向けた美唄のは、やれると思います。自立に向けた美唄の

まちづくりのポイントになるんじゃないでしまちづくりのポイントになるんじゃないでしまちづくりのポイントになるんじゃないでしまちづくりのポイントになるんじゃないでし

ょうか。そういっても難しいというご答弁でょうか。そういっても難しいというご答弁でょうか。そういっても難しいというご答弁でょうか。そういっても難しいというご答弁で

したから、ぜひひとつ前向きにご検討をいたしたから、ぜひひとつ前向きにご検討をいたしたから、ぜひひとつ前向きにご検討をいたしたから、ぜひひとつ前向きにご検討をいた

だきたい。調査、研究というのは、しないとだきたい。調査、研究というのは、しないとだきたい。調査、研究というのは、しないとだきたい。調査、研究というのは、しないと

いうことと同じ答弁だというふうに何度も聞いうことと同じ答弁だというふうに何度も聞いうことと同じ答弁だというふうに何度も聞いうことと同じ答弁だというふうに何度も聞

かされておりますので、ひとつ検討を十分しかされておりますので、ひとつ検討を十分しかされておりますので、ひとつ検討を十分しかされておりますので、ひとつ検討を十分し

ていただきたいというふうに思いますが、いていただきたいというふうに思いますが、いていただきたいというふうに思いますが、いていただきたいというふうに思いますが、い

かがでしょうか。かがでしょうか。かがでしょうか。かがでしょうか。

特に公正労働条件の確保です。これは、従特に公正労働条件の確保です。これは、従特に公正労働条件の確保です。これは、従特に公正労働条件の確保です。これは、従

来自動落札、安けりゃいいと。火葬場の落札来自動落札、安けりゃいいと。火葬場の落札来自動落札、安けりゃいいと。火葬場の落札来自動落札、安けりゃいいと。火葬場の落札

率は、予定価格の３８％でなかったでしょう率は、予定価格の３８％でなかったでしょう率は、予定価格の３８％でなかったでしょう率は、予定価格の３８％でなかったでしょう

か。前代未聞の落札率だった。これで職員３か。前代未聞の落札率だった。これで職員３か。前代未聞の落札率だった。これで職員３か。前代未聞の落札率だった。これで職員３

人雇って、この管理業務をやれるなんていう人雇って、この管理業務をやれるなんていう人雇って、この管理業務をやれるなんていう人雇って、この管理業務をやれるなんていう

代物じゃない。ダンピングが起きている。こ代物じゃない。ダンピングが起きている。こ代物じゃない。ダンピングが起きている。こ代物じゃない。ダンピングが起きている。こ

れらをどう防ぐかというのは、この総合型入れらをどう防ぐかというのは、この総合型入れらをどう防ぐかというのは、この総合型入れらをどう防ぐかというのは、この総合型入

札のやり方いかんにかかってきていると思う札のやり方いかんにかかってきていると思う札のやり方いかんにかかってきていると思う札のやり方いかんにかかってきていると思う

んです。価格以外に、その企業が最低賃金制んです。価格以外に、その企業が最低賃金制んです。価格以外に、その企業が最低賃金制んです。価格以外に、その企業が最低賃金制

度をきちっと守っているか、それから労災事度をきちっと守っているか、それから労災事度をきちっと守っているか、それから労災事度をきちっと守っているか、それから労災事

故等がどういう状況なのか、雇用保険や厚生故等がどういう状況なのか、雇用保険や厚生故等がどういう状況なのか、雇用保険や厚生故等がどういう状況なのか、雇用保険や厚生
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年金等の掛金がどうなるのか。これらの労働年金等の掛金がどうなるのか。これらの労働年金等の掛金がどうなるのか。これらの労働年金等の掛金がどうなるのか。これらの労働

ルールにある、そういう条件をきちっと守っルールにある、そういう条件をきちっと守っルールにある、そういう条件をきちっと守っルールにある、そういう条件をきちっと守っ

ているのかどうかということも、事業者の選ているのかどうかということも、事業者の選ているのかどうかということも、事業者の選ているのかどうかということも、事業者の選

定の１つの大きな要素にしていくと。こうい定の１つの大きな要素にしていくと。こうい定の１つの大きな要素にしていくと。こうい定の１つの大きな要素にしていくと。こうい

うことでございますから、私もいろんな労働うことでございますから、私もいろんな労働うことでございますから、私もいろんな労働うことでございますから、私もいろんな労働

相談業務を長いことやっておりまして、美唄相談業務を長いことやっておりまして、美唄相談業務を長いことやっておりまして、美唄相談業務を長いことやっておりまして、美唄

における労働環境の実態というのは、まさににおける労働環境の実態というのは、まさににおける労働環境の実態というのは、まさににおける労働環境の実態というのは、まさに

厳しいものだということを身にしみてわかっ厳しいものだということを身にしみてわかっ厳しいものだということを身にしみてわかっ厳しいものだということを身にしみてわかっ

ています。ぜひこの総合評価型入札について、ています。ぜひこの総合評価型入札について、ています。ぜひこの総合評価型入札について、ています。ぜひこの総合評価型入札について、

能動的にご検討されますように、重ねてご答能動的にご検討されますように、重ねてご答能動的にご検討されますように、重ねてご答能動的にご検討されますように、重ねてご答

弁をお願いしたいと思います。弁をお願いしたいと思います。弁をお願いしたいと思います。弁をお願いしたいと思います。

指定管理者制度は、一般質問の初日、冒頭指定管理者制度は、一般質問の初日、冒頭指定管理者制度は、一般質問の初日、冒頭指定管理者制度は、一般質問の初日、冒頭

同僚議員から同趣旨の発言がございました。同僚議員から同趣旨の発言がございました。同僚議員から同趣旨の発言がございました。同僚議員から同趣旨の発言がございました。

私も全く同じ考え方であります。特に地場産私も全く同じ考え方であります。特に地場産私も全く同じ考え方であります。特に地場産私も全く同じ考え方であります。特に地場産

業の育成という視点で、いまのメジャーなビ業の育成という視点で、いまのメジャーなビ業の育成という視点で、いまのメジャーなビ業の育成という視点で、いまのメジャーなビ

ジネスチャンス到来ということで、保育事業ジネスチャンス到来ということで、保育事業ジネスチャンス到来ということで、保育事業ジネスチャンス到来ということで、保育事業

に参入ということで全国展開をしている業者に参入ということで全国展開をしている業者に参入ということで全国展開をしている業者に参入ということで全国展開をしている業者

もあると聞いています。私は、これからの契もあると聞いています。私は、これからの契もあると聞いています。私は、これからの契もあると聞いています。私は、これからの契

約、公の施設の管理業務、これをどのように約、公の施設の管理業務、これをどのように約、公の施設の管理業務、これをどのように約、公の施設の管理業務、これをどのように

していくかという基本的柱と同様、この新ししていくかという基本的柱と同様、この新ししていくかという基本的柱と同様、この新ししていくかという基本的柱と同様、この新し

い需要がどこかのまちに持っていかれる話でい需要がどこかのまちに持っていかれる話でい需要がどこかのまちに持っていかれる話でい需要がどこかのまちに持っていかれる話で

あっちゃいかんし、その育成ということも行あっちゃいかんし、その育成ということも行あっちゃいかんし、その育成ということも行あっちゃいかんし、その育成ということも行

政側の役割りにあるというふうに思いますか政側の役割りにあるというふうに思いますか政側の役割りにあるというふうに思いますか政側の役割りにあるというふうに思いますか

ら、ぜひこの点、今後進めるに当たっての留ら、ぜひこの点、今後進めるに当たっての留ら、ぜひこの点、今後進めるに当たっての留ら、ぜひこの点、今後進めるに当たっての留

意事項としてお取り組みいただければという意事項としてお取り組みいただければという意事項としてお取り組みいただければという意事項としてお取り組みいただければという

ふうに考えています。特にこの点はご答弁はふうに考えています。特にこの点はご答弁はふうに考えています。特にこの点はご答弁はふうに考えています。特にこの点はご答弁は

結構でございます。結構でございます。結構でございます。結構でございます。

次、人事行政ですが、グループ制、課・係次、人事行政ですが、グループ制、課・係次、人事行政ですが、グループ制、課・係次、人事行政ですが、グループ制、課・係

制というのは開闢以来ずっと続いているんじ制というのは開闢以来ずっと続いているんじ制というのは開闢以来ずっと続いているんじ制というのは開闢以来ずっと続いているんじ

ゃないでしょうか。それが係がなくなる、係ゃないでしょうか。それが係がなくなる、係ゃないでしょうか。それが係がなくなる、係ゃないでしょうか。それが係がなくなる、係

長がなくなると、これは言ってしまえばそれ長がなくなると、これは言ってしまえばそれ長がなくなると、これは言ってしまえばそれ長がなくなると、これは言ってしまえばそれ

だけのことなのかもしれませんが、組織機構だけのことなのかもしれませんが、組織機構だけのことなのかもしれませんが、組織機構だけのことなのかもしれませんが、組織機構

の美唄の歴史上、やっぱり大転換、大変革、の美唄の歴史上、やっぱり大転換、大変革、の美唄の歴史上、やっぱり大転換、大変革、の美唄の歴史上、やっぱり大転換、大変革、

大改革じゃないんでしょうか。私は、先ほど大改革じゃないんでしょうか。私は、先ほど大改革じゃないんでしょうか。私は、先ほど大改革じゃないんでしょうか。私は、先ほど

細々と検証の意味を込めてどういう取り組み細々と検証の意味を込めてどういう取り組み細々と検証の意味を込めてどういう取り組み細々と検証の意味を込めてどういう取り組み

をしているのか、どういう準備をしているのをしているのか、どういう準備をしているのをしているのか、どういう準備をしているのをしているのか、どういう準備をしているの

かということをお尋ねをしました。細かな答かということをお尋ねをしました。細かな答かということをお尋ねをしました。細かな答かということをお尋ねをしました。細かな答

弁はなかった。恐らく余り準備していないん弁はなかった。恐らく余り準備していないん弁はなかった。恐らく余り準備していないん弁はなかった。恐らく余り準備していないん

じゃないだろうかというあかしじゃないかと。じゃないだろうかというあかしじゃないかと。じゃないだろうかというあかしじゃないかと。じゃないだろうかというあかしじゃないかと。

準備していれば、恐らく市長は胸を張ってこ準備していれば、恐らく市長は胸を張ってこ準備していれば、恐らく市長は胸を張ってこ準備していれば、恐らく市長は胸を張ってこ

うもやっている、ああもやっている、庁内のうもやっている、ああもやっている、庁内のうもやっている、ああもやっている、庁内のうもやっている、ああもやっている、庁内の

合意形成はオーケーだ、みんなやる気満々だ合意形成はオーケーだ、みんなやる気満々だ合意形成はオーケーだ、みんなやる気満々だ合意形成はオーケーだ、みんなやる気満々だ

と、こう答えたはずです。労使議論もゼロにと、こう答えたはずです。労使議論もゼロにと、こう答えたはずです。労使議論もゼロにと、こう答えたはずです。労使議論もゼロに

近い議論じゃないんでしょうか。私は、到底近い議論じゃないんでしょうか。私は、到底近い議論じゃないんでしょうか。私は、到底近い議論じゃないんでしょうか。私は、到底

４月１日は無理だと思います。朝令暮改、も４月１日は無理だと思います。朝令暮改、も４月１日は無理だと思います。朝令暮改、も４月１日は無理だと思います。朝令暮改、も

うこれ許される時代になりましたので、このうこれ許される時代になりましたので、このうこれ許される時代になりましたので、このうこれ許される時代になりましたので、この

辺は慎重の上にも慎重にやっていただきたい。辺は慎重の上にも慎重にやっていただきたい。辺は慎重の上にも慎重にやっていただきたい。辺は慎重の上にも慎重にやっていただきたい。

繰り返しますが、これは否定をしません、私繰り返しますが、これは否定をしません、私繰り返しますが、これは否定をしません、私繰り返しますが、これは否定をしません、私

は。しかし、どんな改革も十分な討論、それは。しかし、どんな改革も十分な討論、それは。しかし、どんな改革も十分な討論、それは。しかし、どんな改革も十分な討論、それ

とかかわる職員がイメージとしてこういうもとかかわる職員がイメージとしてこういうもとかかわる職員がイメージとしてこういうもとかかわる職員がイメージとしてこういうも

のになるというものをまず持って、自分の仕のになるというものをまず持って、自分の仕のになるというものをまず持って、自分の仕のになるというものをまず持って、自分の仕

事こうなるなと、そういうものを持ってかか事こうなるなと、そういうものを持ってかか事こうなるなと、そういうものを持ってかか事こうなるなと、そういうものを持ってかか

らなきゃ、それもオープンな議論ですよ、全らなきゃ、それもオープンな議論ですよ、全らなきゃ、それもオープンな議論ですよ、全らなきゃ、それもオープンな議論ですよ、全

体のものにならないし、いいことをやろうと体のものにならないし、いいことをやろうと体のものにならないし、いいことをやろうと体のものにならないし、いいことをやろうと

しても全くマイナス効果しか出ないと思いましても全くマイナス効果しか出ないと思いましても全くマイナス効果しか出ないと思いましても全くマイナス効果しか出ないと思いま

す。緊急を要するものほど焦っちゃいけない。す。緊急を要するものほど焦っちゃいけない。す。緊急を要するものほど焦っちゃいけない。す。緊急を要するものほど焦っちゃいけない。

これは、三重県の前の知事の北川さんのお話、これは、三重県の前の知事の北川さんのお話、これは、三重県の前の知事の北川さんのお話、これは、三重県の前の知事の北川さんのお話、

言葉です。緊急を要するというのはわかる、言葉です。緊急を要するというのはわかる、言葉です。緊急を要するというのはわかる、言葉です。緊急を要するというのはわかる、

しかし焦ってやっちゃだめだと思う。先ほどしかし焦ってやっちゃだめだと思う。先ほどしかし焦ってやっちゃだめだと思う。先ほどしかし焦ってやっちゃだめだと思う。先ほど

言いました指定管理者制度の問題もそうなん言いました指定管理者制度の問題もそうなん言いました指定管理者制度の問題もそうなん言いました指定管理者制度の問題もそうなん

ですが、すべての業務委託が大きく変わる。ですが、すべての業務委託が大きく変わる。ですが、すべての業務委託が大きく変わる。ですが、すべての業務委託が大きく変わる。

それを一部担当課だけで議論をして、マニュそれを一部担当課だけで議論をして、マニュそれを一部担当課だけで議論をして、マニュそれを一部担当課だけで議論をして、マニュ

アルをつくって流して、そして聞きなさいじアルをつくって流して、そして聞きなさいじアルをつくって流して、そして聞きなさいじアルをつくって流して、そして聞きなさいじ

ゃだめなんです。自分のこととして全体認識ゃだめなんです。自分のこととして全体認識ゃだめなんです。自分のこととして全体認識ゃだめなんです。自分のこととして全体認識

をして、いや、これはやっぱりやろうよと、をして、いや、これはやっぱりやろうよと、をして、いや、これはやっぱりやろうよと、をして、いや、これはやっぱりやろうよと、

そういう状況になるまでやっちゃいけない。そういう状況になるまでやっちゃいけない。そういう状況になるまでやっちゃいけない。そういう状況になるまでやっちゃいけない。

私は、本当に心からそう思います。ぜひ再考私は、本当に心からそう思います。ぜひ再考私は、本当に心からそう思います。ぜひ再考私は、本当に心からそう思います。ぜひ再考

をお願いをしたいと思います。ちょっとやそをお願いをしたいと思います。ちょっとやそをお願いをしたいと思います。ちょっとやそをお願いをしたいと思います。ちょっとやそ
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っとじゃ引かないつもりでいま議論をしておっとじゃ引かないつもりでいま議論をしておっとじゃ引かないつもりでいま議論をしておっとじゃ引かないつもりでいま議論をしてお

りますので、ぜひ慎重な対応をお願いできれりますので、ぜひ慎重な対応をお願いできれりますので、ぜひ慎重な対応をお願いできれりますので、ぜひ慎重な対応をお願いできれ

ばというふうに思っております。ばというふうに思っております。ばというふうに思っております。ばというふうに思っております。

退職金のことですが、市長も道職員を退職退職金のことですが、市長も道職員を退職退職金のことですが、市長も道職員を退職退職金のことですが、市長も道職員を退職

されて市長選挙に打って出られた。市長は、されて市長選挙に打って出られた。市長は、されて市長選挙に打って出られた。市長は、されて市長選挙に打って出られた。市長は、

加算退職とか勧奨退職とかいただいてきたん加算退職とか勧奨退職とかいただいてきたん加算退職とか勧奨退職とかいただいてきたん加算退職とか勧奨退職とかいただいてきたん

でしょうか。自己都合というふうに聞いていでしょうか。自己都合というふうに聞いていでしょうか。自己都合というふうに聞いていでしょうか。自己都合というふうに聞いてい

ます。これは、身近なところにも具体的な例ます。これは、身近なところにも具体的な例ます。これは、身近なところにも具体的な例ます。これは、身近なところにも具体的な例

がございますが、私は勧奨というのは、勧奨がございますが、私は勧奨というのは、勧奨がございますが、私は勧奨というのは、勧奨がございますが、私は勧奨というのは、勧奨

の事実行為、肩たたきですね、後進に道を譲の事実行為、肩たたきですね、後進に道を譲の事実行為、肩たたきですね、後進に道を譲の事実行為、肩たたきですね、後進に道を譲

るから勧奨というというふうに思っていたんるから勧奨というというふうに思っていたんるから勧奨というというふうに思っていたんるから勧奨というというふうに思っていたん

です。ただ、ご自分の都合で退職制度についです。ただ、ご自分の都合で退職制度についです。ただ、ご自分の都合で退職制度についです。ただ、ご自分の都合で退職制度につい

てお尋ねをしたいと、こういう制度がありまてお尋ねをしたいと、こういう制度がありまてお尋ねをしたいと、こういう制度がありまてお尋ねをしたいと、こういう制度がありま

すと。よし、それじゃそういうつもりなら勧すと。よし、それじゃそういうつもりなら勧すと。よし、それじゃそういうつもりなら勧すと。よし、それじゃそういうつもりなら勧

奨しようかというのあるかもしれない。これ奨しようかというのあるかもしれない。これ奨しようかというのあるかもしれない。これ奨しようかというのあるかもしれない。これ

は、本来的ではないかもしれない。納得ずくは、本来的ではないかもしれない。納得ずくは、本来的ではないかもしれない。納得ずくは、本来的ではないかもしれない。納得ずく

めの勧奨です。ただ、やはりこれから市長、めの勧奨です。ただ、やはりこれから市長、めの勧奨です。ただ、やはりこれから市長、めの勧奨です。ただ、やはりこれから市長、

先ほども質問ございましたが、１００人の職先ほども質問ございましたが、１００人の職先ほども質問ございましたが、１００人の職先ほども質問ございましたが、１００人の職

員を平成３２年まで減員をしていくと、そう員を平成３２年まで減員をしていくと、そう員を平成３２年まで減員をしていくと、そう員を平成３２年まで減員をしていくと、そう

するとベースには人事管理というものがなきするとベースには人事管理というものがなきするとベースには人事管理というものがなきするとベースには人事管理というものがなき

ゃだめですね、人事政策。先ほどのアウトソゃだめですね、人事政策。先ほどのアウトソゃだめですね、人事政策。先ほどのアウトソゃだめですね、人事政策。先ほどのアウトソ

ーシング論もそうですが、その際私１月末にーシング論もそうですが、その際私１月末にーシング論もそうですが、その際私１月末にーシング論もそうですが、その際私１月末に

やめますとか、２月１日にやめますとか、そやめますとか、２月１日にやめますとか、そやめますとか、２月１日にやめますとか、そやめますとか、２月１日にやめますとか、そ

れで人事管理ができるでしょうか。その後業れで人事管理ができるでしょうか。その後業れで人事管理ができるでしょうか。その後業れで人事管理ができるでしょうか。その後業

務に支障は出てこないでしょうか。勧奨制度務に支障は出てこないでしょうか。勧奨制度務に支障は出てこないでしょうか。勧奨制度務に支障は出てこないでしょうか。勧奨制度

には、市長選挙に出るからやめるというのはには、市長選挙に出るからやめるというのはには、市長選挙に出るからやめるというのはには、市長選挙に出るからやめるというのは

ないと思うんですが、そのときはそうだったないと思うんですが、そのときはそうだったないと思うんですが、そのときはそうだったないと思うんですが、そのときはそうだった

が、やめた後出たくなると、これはあるかもが、やめた後出たくなると、これはあるかもが、やめた後出たくなると、これはあるかもが、やめた後出たくなると、これはあるかも

しれない、それはあるかもしれない。いまのしれない、それはあるかもしれない。いまのしれない、それはあるかもしれない。いまのしれない、それはあるかもしれない。いまの

ルールに従って、退職要綱に従って退職手続ルールに従って、退職要綱に従って退職手続ルールに従って、退職要綱に従って退職手続ルールに従って、退職要綱に従って退職手続

きをした、退職金を支払ったと、このことはきをした、退職金を支払ったと、このことはきをした、退職金を支払ったと、このことはきをした、退職金を支払ったと、このことは

そうでなかったら大変なことになりますから、そうでなかったら大変なことになりますから、そうでなかったら大変なことになりますから、そうでなかったら大変なことになりますから、

そのことはそのとおりなんでしょう。しかし、そのことはそのとおりなんでしょう。しかし、そのことはそのとおりなんでしょう。しかし、そのことはそのとおりなんでしょう。しかし、

今後これらの職員の退職制度を考えるに当た今後これらの職員の退職制度を考えるに当た今後これらの職員の退職制度を考えるに当た今後これらの職員の退職制度を考えるに当た

って、先ほど来から出ていました定年前早期って、先ほど来から出ていました定年前早期って、先ほど来から出ていました定年前早期って、先ほど来から出ていました定年前早期

退職制度の拡充の問題もこれありで、やはり退職制度の拡充の問題もこれありで、やはり退職制度の拡充の問題もこれありで、やはり退職制度の拡充の問題もこれありで、やはり

基本は原点に返って、そして人事政策上どう基本は原点に返って、そして人事政策上どう基本は原点に返って、そして人事政策上どう基本は原点に返って、そして人事政策上どう

するか、あわせて職員の待遇上どうするか。するか、あわせて職員の待遇上どうするか。するか、あわせて職員の待遇上どうするか。するか、あわせて職員の待遇上どうするか。

やっぱりオープンな議論をしながら原点に返やっぱりオープンな議論をしながら原点に返やっぱりオープンな議論をしながら原点に返やっぱりオープンな議論をしながら原点に返

って運用していくということが大事でないでって運用していくということが大事でないでって運用していくということが大事でないでって運用していくということが大事でないで

しょうか。自己都合退職と勧奨退職、５条退しょうか。自己都合退職と勧奨退職、５条退しょうか。自己都合退職と勧奨退職、５条退しょうか。自己都合退職と勧奨退職、５条退

職じゃ、人によっちゃ９００万円とか１,００職じゃ、人によっちゃ９００万円とか１,００職じゃ、人によっちゃ９００万円とか１,００職じゃ、人によっちゃ９００万円とか１,００

０万円も違うんです。だから、ここのところ０万円も違うんです。だから、ここのところ０万円も違うんです。だから、ここのところ０万円も違うんです。だから、ここのところ

をぜひそういう、私も何言っているかちょっをぜひそういう、私も何言っているかちょっをぜひそういう、私も何言っているかちょっをぜひそういう、私も何言っているかちょっ

と締まりが悪い質問になっていますけれども、と締まりが悪い質問になっていますけれども、と締まりが悪い質問になっていますけれども、と締まりが悪い質問になっていますけれども、

今後の運用に当たって、ひとつ知恵を絞る時今後の運用に当たって、ひとつ知恵を絞る時今後の運用に当たって、ひとつ知恵を絞る時今後の運用に当たって、ひとつ知恵を絞る時

期ではないかと思いますが、その点ご答弁い期ではないかと思いますが、その点ご答弁い期ではないかと思いますが、その点ご答弁い期ではないかと思いますが、その点ご答弁い

ただければと思います。ただければと思います。ただければと思います。ただければと思います。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長井坂紘一郎君 紫藤議員の再質問にお●市長井坂紘一郎君 紫藤議員の再質問にお●市長井坂紘一郎君 紫藤議員の再質問にお●市長井坂紘一郎君 紫藤議員の再質問にお

答えいたします。答えいたします。答えいたします。答えいたします。

初めに、財政に関連いたしまして財政調整初めに、財政に関連いたしまして財政調整初めに、財政に関連いたしまして財政調整初めに、財政に関連いたしまして財政調整

基金についてでございますが、条例で地方交基金についてでございますが、条例で地方交基金についてでございますが、条例で地方交基金についてでございますが、条例で地方交

付税の算定に用いられる基準財政需要額の１付税の算定に用いられる基準財政需要額の１付税の算定に用いられる基準財政需要額の１付税の算定に用いられる基準財政需要額の１

００分の１を下回らない額を積み立てするこ００分の１を下回らない額を積み立てするこ００分の１を下回らない額を積み立てするこ００分の１を下回らない額を積み立てするこ

ととなっております。しかしながら、現在のととなっております。しかしながら、現在のととなっております。しかしながら、現在のととなっております。しかしながら、現在の

財政状況において積み立てすることが難しい財政状況において積み立てすることが難しい財政状況において積み立てすることが難しい財政状況において積み立てすることが難しい

ことから、議会の議決を得て停止をしていることから、議会の議決を得て停止をしていることから、議会の議決を得て停止をしていることから、議会の議決を得て停止をしている

ところでございます。今後におきましては、ところでございます。今後におきましては、ところでございます。今後におきましては、ところでございます。今後におきましては、

年度間の財源の不均衡を調整する積立金とい年度間の財源の不均衡を調整する積立金とい年度間の財源の不均衡を調整する積立金とい年度間の財源の不均衡を調整する積立金とい

う財政調整基金の性格を基本に据えまして、う財政調整基金の性格を基本に据えまして、う財政調整基金の性格を基本に据えまして、う財政調整基金の性格を基本に据えまして、

１日も早く財政環境が整うよう行財政改革に１日も早く財政環境が整うよう行財政改革に１日も早く財政環境が整うよう行財政改革に１日も早く財政環境が整うよう行財政改革に

取り組んでまいりたいと考えているところで取り組んでまいりたいと考えているところで取り組んでまいりたいと考えているところで取り組んでまいりたいと考えているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。

次に、政策決定について、庁内の責任シス次に、政策決定について、庁内の責任シス次に、政策決定について、庁内の責任シス次に、政策決定について、庁内の責任シス

テムに関連してでございますけれども、多様テムに関連してでございますけれども、多様テムに関連してでございますけれども、多様テムに関連してでございますけれども、多様

化する、また複雑化する市民ニーズや行政課化する、また複雑化する市民ニーズや行政課化する、また複雑化する市民ニーズや行政課化する、また複雑化する市民ニーズや行政課

題に適切に対応して的確な政策の選択を行い、題に適切に対応して的確な政策の選択を行い、題に適切に対応して的確な政策の選択を行い、題に適切に対応して的確な政策の選択を行い、
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総合的な政策づくりを進めるために重要課題総合的な政策づくりを進めるために重要課題総合的な政策づくりを進めるために重要課題総合的な政策づくりを進めるために重要課題

等について協議する政策会議、そして施策等等について協議する政策会議、そして施策等等について協議する政策会議、そして施策等等について協議する政策会議、そして施策等

に関する部局間の協議調整する企画調整会議に関する部局間の協議調整する企画調整会議に関する部局間の協議調整する企画調整会議に関する部局間の協議調整する企画調整会議

を経て、最終的に全庁的な意思決定の機関でを経て、最終的に全庁的な意思決定の機関でを経て、最終的に全庁的な意思決定の機関でを経て、最終的に全庁的な意思決定の機関で

ございます庁議を開催し、決定、審議をするございます庁議を開催し、決定、審議をするございます庁議を開催し、決定、審議をするございます庁議を開催し、決定、審議をする

こととなっております。今後におきましても、こととなっております。今後におきましても、こととなっております。今後におきましても、こととなっております。今後におきましても、

このシステムに則して政策決定を推進してまこのシステムに則して政策決定を推進してまこのシステムに則して政策決定を推進してまこのシステムに則して政策決定を推進してま

いりたいと考えております。いりたいと考えております。いりたいと考えております。いりたいと考えております。

なお、庁議の公開ということのお話ございなお、庁議の公開ということのお話ございなお、庁議の公開ということのお話ございなお、庁議の公開ということのお話ござい

ましたけれども、従前はその結果について部ましたけれども、従前はその結果について部ましたけれども、従前はその結果について部ましたけれども、従前はその結果について部

長職から所属職員に知らせておりましたが、長職から所属職員に知らせておりましたが、長職から所属職員に知らせておりましたが、長職から所属職員に知らせておりましたが、

新年度から案件結果について庁内ＬＡＮを通新年度から案件結果について庁内ＬＡＮを通新年度から案件結果について庁内ＬＡＮを通新年度から案件結果について庁内ＬＡＮを通

じて職員全体に周知徹底をしていくことといじて職員全体に周知徹底をしていくことといじて職員全体に周知徹底をしていくことといじて職員全体に周知徹底をしていくこととい

たしているところでございます。たしているところでございます。たしているところでございます。たしているところでございます。

次に、一般廃棄物の有料化についてでござ次に、一般廃棄物の有料化についてでござ次に、一般廃棄物の有料化についてでござ次に、一般廃棄物の有料化についてでござ

いますけれども、管内ですでに実施をしておいますけれども、管内ですでに実施をしておいますけれども、管内ですでに実施をしておいますけれども、管内ですでに実施をしてお

ります自治体では、住民負担額をごみ処理経ります自治体では、住民負担額をごみ処理経ります自治体では、住民負担額をごみ処理経ります自治体では、住民負担額をごみ処理経

費の２５％程度を見込んでおり、１世帯当た費の２５％程度を見込んでおり、１世帯当た費の２５％程度を見込んでおり、１世帯当た費の２５％程度を見込んでおり、１世帯当た

り年間約１万円となっております。り年間約１万円となっております。り年間約１万円となっております。り年間約１万円となっております。

また、住民の合意形成につきましては、先また、住民の合意形成につきましては、先また、住民の合意形成につきましては、先また、住民の合意形成につきましては、先

ほども申し上げましたけれども、廃棄物減量ほども申し上げましたけれども、廃棄物減量ほども申し上げましたけれども、廃棄物減量ほども申し上げましたけれども、廃棄物減量

等推進審議会で十分ご審議をいただき、住民等推進審議会で十分ご審議をいただき、住民等推進審議会で十分ご審議をいただき、住民等推進審議会で十分ご審議をいただき、住民

説明会を開催するなど、市民の皆様にご理解説明会を開催するなど、市民の皆様にご理解説明会を開催するなど、市民の皆様にご理解説明会を開催するなど、市民の皆様にご理解

とご協力をお願いしていきたいというふうにとご協力をお願いしていきたいというふうにとご協力をお願いしていきたいというふうにとご協力をお願いしていきたいというふうに

考えているところでございます。考えているところでございます。考えているところでございます。考えているところでございます。

次に、総合評価型入札制度についてでござ次に、総合評価型入札制度についてでござ次に、総合評価型入札制度についてでござ次に、総合評価型入札制度についてでござ

いますけれども、この導入について検討していますけれども、この導入について検討していますけれども、この導入について検討していますけれども、この導入について検討して

まいりたいというふうに考えているところでまいりたいというふうに考えているところでまいりたいというふうに考えているところでまいりたいというふうに考えているところで

ございます。ございます。ございます。ございます。

次に、人事行政に関連いたしまして、グル次に、人事行政に関連いたしまして、グル次に、人事行政に関連いたしまして、グル次に、人事行政に関連いたしまして、グル

ープ制の導入についてでございますけれども、ープ制の導入についてでございますけれども、ープ制の導入についてでございますけれども、ープ制の導入についてでございますけれども、

新たな組織体制に移行するためには、職員が新たな組織体制に移行するためには、職員が新たな組織体制に移行するためには、職員が新たな組織体制に移行するためには、職員が

当然この制度の目的と効果を理解しなければ、当然この制度の目的と効果を理解しなければ、当然この制度の目的と効果を理解しなければ、当然この制度の目的と効果を理解しなければ、

本来の目的が達成されないのは言うまでもご本来の目的が達成されないのは言うまでもご本来の目的が達成されないのは言うまでもご本来の目的が達成されないのは言うまでもご

ざいません。ざいません。ざいません。ざいません。

近年従来型の組織体制からグループ制であ近年従来型の組織体制からグループ制であ近年従来型の組織体制からグループ制であ近年従来型の組織体制からグループ制であ

るとか、あるいはスタッフ制に移行しているるとか、あるいはスタッフ制に移行しているるとか、あるいはスタッフ制に移行しているるとか、あるいはスタッフ制に移行している

自治体が多くなり、それぞれが抱える従来型自治体が多くなり、それぞれが抱える従来型自治体が多くなり、それぞれが抱える従来型自治体が多くなり、それぞれが抱える従来型

の行政組織の弊害をなくしていこうという動の行政組織の弊害をなくしていこうという動の行政組織の弊害をなくしていこうという動の行政組織の弊害をなくしていこうという動

きが出ております。導入に当たりましては、きが出ております。導入に当たりましては、きが出ております。導入に当たりましては、きが出ております。導入に当たりましては、

その前の段階として昨年総務部、教育委員会、その前の段階として昨年総務部、教育委員会、その前の段階として昨年総務部、教育委員会、その前の段階として昨年総務部、教育委員会、

水道部、消防、監査事務局の職員で行政組織水道部、消防、監査事務局の職員で行政組織水道部、消防、監査事務局の職員で行政組織水道部、消防、監査事務局の職員で行政組織

検討会を設けまして、グループ制の導入につ検討会を設けまして、グループ制の導入につ検討会を設けまして、グループ制の導入につ検討会を設けまして、グループ制の導入につ

いて検討するとともに、各部の代表課を通じ、いて検討するとともに、各部の代表課を通じ、いて検討するとともに、各部の代表課を通じ、いて検討するとともに、各部の代表課を通じ、

グループ制の考え方を説明してまいりました。グループ制の考え方を説明してまいりました。グループ制の考え方を説明してまいりました。グループ制の考え方を説明してまいりました。

なお、この制度が十分機能し、スムーズになお、この制度が十分機能し、スムーズになお、この制度が十分機能し、スムーズになお、この制度が十分機能し、スムーズに

移行できるよう４月から一部試行を行ってま移行できるよう４月から一部試行を行ってま移行できるよう４月から一部試行を行ってま移行できるよう４月から一部試行を行ってま

いりたいと考えているところでございます。いりたいと考えているところでございます。いりたいと考えているところでございます。いりたいと考えているところでございます。

最後に、勧奨退職制度のあり方についてで最後に、勧奨退職制度のあり方についてで最後に、勧奨退職制度のあり方についてで最後に、勧奨退職制度のあり方についてで

ございますけれども、勧奨退職制度の趣旨にございますけれども、勧奨退職制度の趣旨にございますけれども、勧奨退職制度の趣旨にございますけれども、勧奨退職制度の趣旨に

基づき運用してまいりたいと考えているとこ基づき運用してまいりたいと考えているとこ基づき運用してまいりたいと考えているとこ基づき運用してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。ろでございます。ろでございます。ろでございます。

●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。●議長中西勇夫君 次に移ります。

７番土井敏興君。７番土井敏興君。７番土井敏興君。７番土井敏興君。

●７番土井敏興君（登壇） 平成１６年第１●７番土井敏興君（登壇） 平成１６年第１●７番土井敏興君（登壇） 平成１６年第１●７番土井敏興君（登壇） 平成１６年第１

回市議会定例会に当たり、私は大綱２点につ回市議会定例会に当たり、私は大綱２点につ回市議会定例会に当たり、私は大綱２点につ回市議会定例会に当たり、私は大綱２点につ

きまして、市長並びに農業委員会会長にお尋きまして、市長並びに農業委員会会長にお尋きまして、市長並びに農業委員会会長にお尋きまして、市長並びに農業委員会会長にお尋

ねいたします。ねいたします。ねいたします。ねいたします。

まず、大綱１点目でありますが、昨今ますまず、大綱１点目でありますが、昨今ますまず、大綱１点目でありますが、昨今ますまず、大綱１点目でありますが、昨今ます

ます深刻化しているのが、主に高齢者を対象ます深刻化しているのが、主に高齢者を対象ます深刻化しているのが、主に高齢者を対象ます深刻化しているのが、主に高齢者を対象

にして電話で息子や孫、親戚を語って指定しにして電話で息子や孫、親戚を語って指定しにして電話で息子や孫、親戚を語って指定しにして電話で息子や孫、親戚を語って指定し

た口座に金銭を振り込ませるという極めて卑た口座に金銭を振り込ませるという極めて卑た口座に金銭を振り込ませるという極めて卑た口座に金銭を振り込ませるという極めて卑

劣で悪質な事件が多発していることでありま劣で悪質な事件が多発していることでありま劣で悪質な事件が多発していることでありま劣で悪質な事件が多発していることでありま

すが、いわゆる「おれおれ詐欺」と呼ばれてすが、いわゆる「おれおれ詐欺」と呼ばれてすが、いわゆる「おれおれ詐欺」と呼ばれてすが、いわゆる「おれおれ詐欺」と呼ばれて

いるものであります。その「おれおれ詐欺」いるものであります。その「おれおれ詐欺」いるものであります。その「おれおれ詐欺」いるものであります。その「おれおれ詐欺」

については、昨年１年間で全国では約６,５０については、昨年１年間で全国では約６,５０については、昨年１年間で全国では約６,５０については、昨年１年間で全国では約６,５０

０件にも上り、その被害額も４３億円を超え０件にも上り、その被害額も４３億円を超え０件にも上り、その被害額も４３億円を超え０件にも上り、その被害額も４３億円を超え

ているとのことであり、道内においても２０ているとのことであり、道内においても２０ているとのことであり、道内においても２０ているとのことであり、道内においても２０
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０件以上と言われ、同じく被害は１億４,０００件以上と言われ、同じく被害は１億４,０００件以上と言われ、同じく被害は１億４,０００件以上と言われ、同じく被害は１億４,００

０万円近くにも達していると聞き及んでおり０万円近くにも達していると聞き及んでおり０万円近くにも達していると聞き及んでおり０万円近くにも達していると聞き及んでおり

ます。殊に最近は手口もますます巧妙になり、ます。殊に最近は手口もますます巧妙になり、ます。殊に最近は手口もますます巧妙になり、ます。殊に最近は手口もますます巧妙になり、

グループ化を図り詐欺から恐喝に発展するケグループ化を図り詐欺から恐喝に発展するケグループ化を図り詐欺から恐喝に発展するケグループ化を図り詐欺から恐喝に発展するケ

ースも出ているようであります。この種の犯ースも出ているようであります。この種の犯ースも出ているようであります。この種の犯ースも出ているようであります。この種の犯

罪は、犯人の特定が難しく、なかなか逮捕に罪は、犯人の特定が難しく、なかなか逮捕に罪は、犯人の特定が難しく、なかなか逮捕に罪は、犯人の特定が難しく、なかなか逮捕に

至らないのが現状とも聞いております。しか至らないのが現状とも聞いております。しか至らないのが現状とも聞いております。しか至らないのが現状とも聞いております。しか

しながら、この種のニュースを見聞きするたしながら、この種のニュースを見聞きするたしながら、この種のニュースを見聞きするたしながら、この種のニュースを見聞きするた

びに、家族を心配するお年寄りの心理につけびに、家族を心配するお年寄りの心理につけびに、家族を心配するお年寄りの心理につけびに、家族を心配するお年寄りの心理につけ

込んだ犯行であり、そのお年寄りがこつこつ込んだ犯行であり、そのお年寄りがこつこつ込んだ犯行であり、そのお年寄りがこつこつ込んだ犯行であり、そのお年寄りがこつこつ

ためた老後のお金をねらう犯罪は、極めて悪ためた老後のお金をねらう犯罪は、極めて悪ためた老後のお金をねらう犯罪は、極めて悪ためた老後のお金をねらう犯罪は、極めて悪

質であり、到底許されるものではありません。質であり、到底許されるものではありません。質であり、到底許されるものではありません。質であり、到底許されるものではありません。

よって、美唄市におきましても「おれおれ詐よって、美唄市におきましても「おれおれ詐よって、美唄市におきましても「おれおれ詐よって、美唄市におきましても「おれおれ詐

欺」について、広報紙メロディーの昨年１０欺」について、広報紙メロディーの昨年１０欺」について、広報紙メロディーの昨年１０欺」について、広報紙メロディーの昨年１０

月号に掲載されていたことを記憶していると月号に掲載されていたことを記憶していると月号に掲載されていたことを記憶していると月号に掲載されていたことを記憶していると

ころでありますが、美唄市における昨年からころでありますが、美唄市における昨年からころでありますが、美唄市における昨年からころでありますが、美唄市における昨年から

ことしにかけての被害及び相談件数の状況、ことしにかけての被害及び相談件数の状況、ことしにかけての被害及び相談件数の状況、ことしにかけての被害及び相談件数の状況、

またこれらの犯行の手口及び被害に遭わないまたこれらの犯行の手口及び被害に遭わないまたこれらの犯行の手口及び被害に遭わないまたこれらの犯行の手口及び被害に遭わない

ための手だてはどのようにすればよいのか。ための手だてはどのようにすればよいのか。ための手だてはどのようにすればよいのか。ための手だてはどのようにすればよいのか。

さらには、未然に防止する観点から、今後市さらには、未然に防止する観点から、今後市さらには、未然に防止する観点から、今後市さらには、未然に防止する観点から、今後市

民に対してどのような啓発及び啓蒙を図る考民に対してどのような啓発及び啓蒙を図る考民に対してどのような啓発及び啓蒙を図る考民に対してどのような啓発及び啓蒙を図る考

えをお持ちか、お聞かせいただきたく思いまえをお持ちか、お聞かせいただきたく思いまえをお持ちか、お聞かせいただきたく思いまえをお持ちか、お聞かせいただきたく思いま

す。す。す。す。

「おれおれ詐欺」と同様に、パソコン、携「おれおれ詐欺」と同様に、パソコン、携「おれおれ詐欺」と同様に、パソコン、携「おれおれ詐欺」と同様に、パソコン、携

帯電話の急速な普及により、いわゆるサイト帯電話の急速な普及により、いわゆるサイト帯電話の急速な普及により、いわゆるサイト帯電話の急速な普及により、いわゆるサイト

系犯罪と呼ばれ、電子メールなどで出会い系系犯罪と呼ばれ、電子メールなどで出会い系系犯罪と呼ばれ、電子メールなどで出会い系系犯罪と呼ばれ、電子メールなどで出会い系

サイトやアダルトコンテンツなどの利用代金サイトやアダルトコンテンツなどの利用代金サイトやアダルトコンテンツなどの利用代金サイトやアダルトコンテンツなどの利用代金

として法外な料金を請求されたというようなとして法外な料金を請求されたというようなとして法外な料金を請求されたというようなとして法外な料金を請求されたというような

相談が急増し、昨年道内においても３万３,０相談が急増し、昨年道内においても３万３,０相談が急増し、昨年道内においても３万３,０相談が急増し、昨年道内においても３万３,０

００件くらい寄せられているとのことであり００件くらい寄せられているとのことであり００件くらい寄せられているとのことであり００件くらい寄せられているとのことであり

ます。中には、全く身に覚えのない不正な請ます。中には、全く身に覚えのない不正な請ます。中には、全く身に覚えのない不正な請ます。中には、全く身に覚えのない不正な請

求が送られてくるなど、いずれの場合も一般求が送られてくるなど、いずれの場合も一般求が送られてくるなど、いずれの場合も一般求が送られてくるなど、いずれの場合も一般

的に民事裁判手続きに関する知識不足や、自的に民事裁判手続きに関する知識不足や、自的に民事裁判手続きに関する知識不足や、自的に民事裁判手続きに関する知識不足や、自

宅に来る調査料などと称する上乗せに対する宅に来る調査料などと称する上乗せに対する宅に来る調査料などと称する上乗せに対する宅に来る調査料などと称する上乗せに対する

恐怖心、ここをつき前段の「おれおれ詐欺」恐怖心、ここをつき前段の「おれおれ詐欺」恐怖心、ここをつき前段の「おれおれ詐欺」恐怖心、ここをつき前段の「おれおれ詐欺」

同様に指定した口座に振り込ませたり、最近同様に指定した口座に振り込ませたり、最近同様に指定した口座に振り込ませたり、最近同様に指定した口座に振り込ませたり、最近

では電信為替での送金を要求するケースが増では電信為替での送金を要求するケースが増では電信為替での送金を要求するケースが増では電信為替での送金を要求するケースが増

加しているとのことであります。これにつき加しているとのことであります。これにつき加しているとのことであります。これにつき加しているとのことであります。これにつき

ましても同様にお伺いをいたします。ましても同様にお伺いをいたします。ましても同様にお伺いをいたします。ましても同様にお伺いをいたします。

次に、大綱２点目の農業行政についてであ次に、大綱２点目の農業行政についてであ次に、大綱２点目の農業行政についてであ次に、大綱２点目の農業行政についてであ

りますが、農業を取り巻く情勢につきましてりますが、農業を取り巻く情勢につきましてりますが、農業を取り巻く情勢につきましてりますが、農業を取り巻く情勢につきまして

は、ＷＴＯ、ＦＴＡはもとより環境保全あるは、ＷＴＯ、ＦＴＡはもとより環境保全あるは、ＷＴＯ、ＦＴＡはもとより環境保全あるは、ＷＴＯ、ＦＴＡはもとより環境保全ある

いは生命、生活の安全、安心確保などの見地いは生命、生活の安全、安心確保などの見地いは生命、生活の安全、安心確保などの見地いは生命、生活の安全、安心確保などの見地

からも、国際的に極めて多様な論議がされ、からも、国際的に極めて多様な論議がされ、からも、国際的に極めて多様な論議がされ、からも、国際的に極めて多様な論議がされ、

しかもその内容も世界各国の思惑と国益が絡しかもその内容も世界各国の思惑と国益が絡しかもその内容も世界各国の思惑と国益が絡しかもその内容も世界各国の思惑と国益が絡

み複雑多岐にわたっており、いずれも我が国み複雑多岐にわたっており、いずれも我が国み複雑多岐にわたっており、いずれも我が国み複雑多岐にわたっており、いずれも我が国

にとって予断を許さぬ状況にあると言えます。にとって予断を許さぬ状況にあると言えます。にとって予断を許さぬ状況にあると言えます。にとって予断を許さぬ状況にあると言えます。

隣国の中国においても、著しい経済成長を遂隣国の中国においても、著しい経済成長を遂隣国の中国においても、著しい経済成長を遂隣国の中国においても、著しい経済成長を遂

げているにもかかわらず、１８年ぶりに農業げているにもかかわらず、１８年ぶりに農業げているにもかかわらず、１８年ぶりに農業げているにもかかわらず、１８年ぶりに農業

問題を政策の柱に据えるなど、ここにきて改問題を政策の柱に据えるなど、ここにきて改問題を政策の柱に据えるなど、ここにきて改問題を政策の柱に据えるなど、ここにきて改

めて世界各国が農業を基軸とした国策の新ためて世界各国が農業を基軸とした国策の新ためて世界各国が農業を基軸とした国策の新ためて世界各国が農業を基軸とした国策の新た

な展開を図っていこうとする意図が見え隠れな展開を図っていこうとする意図が見え隠れな展開を図っていこうとする意図が見え隠れな展開を図っていこうとする意図が見え隠れ

していることがうかがえます。そうした中、していることがうかがえます。そうした中、していることがうかがえます。そうした中、していることがうかがえます。そうした中、

我が国においてもおくればせながら、食、環我が国においてもおくればせながら、食、環我が国においてもおくればせながら、食、環我が国においてもおくればせながら、食、環

境、安全、担い手対策という観点から、与野境、安全、担い手対策という観点から、与野境、安全、担い手対策という観点から、与野境、安全、担い手対策という観点から、与野

党が日本農業再生を前面に出して積極的に論党が日本農業再生を前面に出して積極的に論党が日本農業再生を前面に出して積極的に論党が日本農業再生を前面に出して積極的に論

議されるようになり、それにつれて国民の関議されるようになり、それにつれて国民の関議されるようになり、それにつれて国民の関議されるようになり、それにつれて国民の関

心も高まりつつあるところでありますが、以心も高まりつつあるところでありますが、以心も高まりつつあるところでありますが、以心も高まりつつあるところでありますが、以

下、項目に従いましてお伺いをいたします。下、項目に従いましてお伺いをいたします。下、項目に従いましてお伺いをいたします。下、項目に従いましてお伺いをいたします。

まず最初に、遺伝子組み換え作物についてまず最初に、遺伝子組み換え作物についてまず最初に、遺伝子組み換え作物についてまず最初に、遺伝子組み換え作物について

でありますが、昨年の第２回定例会におきまでありますが、昨年の第２回定例会におきまでありますが、昨年の第２回定例会におきまでありますが、昨年の第２回定例会におきま

して同僚議員のお尋ねに対し、本市では遺伝して同僚議員のお尋ねに対し、本市では遺伝して同僚議員のお尋ねに対し、本市では遺伝して同僚議員のお尋ねに対し、本市では遺伝

子組み換え作物の栽培は行われていないとの子組み換え作物の栽培は行われていないとの子組み換え作物の栽培は行われていないとの子組み換え作物の栽培は行われていないとの

ことでありましたが、消費者が安全な農作物ことでありましたが、消費者が安全な農作物ことでありましたが、消費者が安全な農作物ことでありましたが、消費者が安全な農作物

を選ぶ権利を守り、いわば消費者に軸足を置を選ぶ権利を守り、いわば消費者に軸足を置を選ぶ権利を守り、いわば消費者に軸足を置を選ぶ権利を守り、いわば消費者に軸足を置

き、さらには環境重視による本道農産物の信き、さらには環境重視による本道農産物の信き、さらには環境重視による本道農産物の信き、さらには環境重視による本道農産物の信

頼をより高めていくため、先日北海道は遺伝頼をより高めていくため、先日北海道は遺伝頼をより高めていくため、先日北海道は遺伝頼をより高めていくため、先日北海道は遺伝

子組み換え作物の屋外栽培を規制するガイド子組み換え作物の屋外栽培を規制するガイド子組み換え作物の屋外栽培を規制するガイド子組み換え作物の屋外栽培を規制するガイド
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ラインを決めたとのことであり、さらにはまラインを決めたとのことであり、さらにはまラインを決めたとのことであり、さらにはまラインを決めたとのことであり、さらにはま

だ仮称のようでありますが、食に関する条例だ仮称のようでありますが、食に関する条例だ仮称のようでありますが、食に関する条例だ仮称のようでありますが、食に関する条例

を制定すべく精力的に検討されているとも聞を制定すべく精力的に検討されているとも聞を制定すべく精力的に検討されているとも聞を制定すべく精力的に検討されているとも聞

き及んでおります。き及んでおります。き及んでおります。き及んでおります。

また、道の消費生活モニターを対象としたまた、道の消費生活モニターを対象としたまた、道の消費生活モニターを対象としたまた、道の消費生活モニターを対象とした

調査においては６割を超える人が、全国の消調査においては６割を超える人が、全国の消調査においては６割を超える人が、全国の消調査においては６割を超える人が、全国の消

費者を対象とした調査でも約８割の人が懸念費者を対象とした調査でも約８割の人が懸念費者を対象とした調査でも約８割の人が懸念費者を対象とした調査でも約８割の人が懸念

や不安を抱いているという結果が出ているよや不安を抱いているという結果が出ているよや不安を抱いているという結果が出ているよや不安を抱いているという結果が出ているよ

うでもあります。しかるに、本市は農業を基うでもあります。しかるに、本市は農業を基うでもあります。しかるに、本市は農業を基うでもあります。しかるに、本市は農業を基

幹産業の柱とし、数多くの消費者に主要な農幹産業の柱とし、数多くの消費者に主要な農幹産業の柱とし、数多くの消費者に主要な農幹産業の柱とし、数多くの消費者に主要な農

産物を供給する立場にあることからして、決産物を供給する立場にあることからして、決産物を供給する立場にあることからして、決産物を供給する立場にあることからして、決

して無関心ではいられないと考えます。つきして無関心ではいられないと考えます。つきして無関心ではいられないと考えます。つきして無関心ではいられないと考えます。つき

ましては、消費者に対する安全、安心や環境ましては、消費者に対する安全、安心や環境ましては、消費者に対する安全、安心や環境ましては、消費者に対する安全、安心や環境

への配慮などの視点からも、これらをどのよへの配慮などの視点からも、これらをどのよへの配慮などの視点からも、これらをどのよへの配慮などの視点からも、これらをどのよ

うにとらえ、今後どう対応されるお考えかおうにとらえ、今後どう対応されるお考えかおうにとらえ、今後どう対応されるお考えかおうにとらえ、今後どう対応されるお考えかお

伺いをいたします。伺いをいたします。伺いをいたします。伺いをいたします。

次に、高病原性鳥インフルエンザ問題につ次に、高病原性鳥インフルエンザ問題につ次に、高病原性鳥インフルエンザ問題につ次に、高病原性鳥インフルエンザ問題につ

いてでありますが、本年１月に山口県の養鶏いてでありますが、本年１月に山口県の養鶏いてでありますが、本年１月に山口県の養鶏いてでありますが、本年１月に山口県の養鶏

場で発生が確認されてから西日本を中心に猛場で発生が確認されてから西日本を中心に猛場で発生が確認されてから西日本を中心に猛場で発生が確認されてから西日本を中心に猛

威を振るっており、深刻な状況を招いており威を振るっており、深刻な状況を招いており威を振るっており、深刻な状況を招いており威を振るっており、深刻な状況を招いており

ます。ます。ます。ます。

また、アジア諸国においては人への感染例また、アジア諸国においては人への感染例また、アジア諸国においては人への感染例また、アジア諸国においては人への感染例

も報告され、中には死に至っている事例も伝も報告され、中には死に至っている事例も伝も報告され、中には死に至っている事例も伝も報告され、中には死に至っている事例も伝

えられております。高病原性鳥インフルエンえられております。高病原性鳥インフルエンえられております。高病原性鳥インフルエンえられております。高病原性鳥インフルエン

ザは、どのような病気でどういう特徴を持っザは、どのような病気でどういう特徴を持っザは、どのような病気でどういう特徴を持っザは、どのような病気でどういう特徴を持っ

ているのか、お聞きをいたしたいと思います。ているのか、お聞きをいたしたいと思います。ているのか、お聞きをいたしたいと思います。ているのか、お聞きをいたしたいと思います。

直近の報道によりますと、京都府において直近の報道によりますと、京都府において直近の報道によりますと、京都府において直近の報道によりますと、京都府において

は死亡したハシブトガラスからＡ型ウイルスは死亡したハシブトガラスからＡ型ウイルスは死亡したハシブトガラスからＡ型ウイルスは死亡したハシブトガラスからＡ型ウイルス

の検出の報告や、札幌市においては鶏の死骸の検出の報告や、札幌市においては鶏の死骸の検出の報告や、札幌市においては鶏の死骸の検出の報告や、札幌市においては鶏の死骸

などが入った段ボール箱を飼育者が捨てたとなどが入った段ボール箱を飼育者が捨てたとなどが入った段ボール箱を飼育者が捨てたとなどが入った段ボール箱を飼育者が捨てたと

思われる事件などが発生しているようであり思われる事件などが発生しているようであり思われる事件などが発生しているようであり思われる事件などが発生しているようであり

ます。まだ幸いにして本道や本市への深刻なます。まだ幸いにして本道や本市への深刻なます。まだ幸いにして本道や本市への深刻なます。まだ幸いにして本道や本市への深刻な

影響はないようでありますが、そうした中、影響はないようでありますが、そうした中、影響はないようでありますが、そうした中、影響はないようでありますが、そうした中、

市内における鳥類の飼育状況についてや、一市内における鳥類の飼育状況についてや、一市内における鳥類の飼育状況についてや、一市内における鳥類の飼育状況についてや、一

般家庭における観賞用も含め、実態はどのよ般家庭における観賞用も含め、実態はどのよ般家庭における観賞用も含め、実態はどのよ般家庭における観賞用も含め、実態はどのよ

うになっているのか。感染源が特定されないうになっているのか。感染源が特定されないうになっているのか。感染源が特定されないうになっているのか。感染源が特定されない

など、情報が錯綜している現状を踏まえ、受など、情報が錯綜している現状を踏まえ、受など、情報が錯綜している現状を踏まえ、受など、情報が錯綜している現状を踏まえ、受

け取る側もむやみに恐れたりせず、冷静に、け取る側もむやみに恐れたりせず、冷静に、け取る側もむやみに恐れたりせず、冷静に、け取る側もむやみに恐れたりせず、冷静に、

しかも正確に受け取らなければならないと考しかも正確に受け取らなければならないと考しかも正確に受け取らなければならないと考しかも正確に受け取らなければならないと考

えますが、今後市民に対してどのように周知えますが、今後市民に対してどのように周知えますが、今後市民に対してどのように周知えますが、今後市民に対してどのように周知

し、対応されるおつもりかお伺いをいたしまし、対応されるおつもりかお伺いをいたしまし、対応されるおつもりかお伺いをいたしまし、対応されるおつもりかお伺いをいたしま

す。す。す。す。

続きまして、米政策改革における地域水田続きまして、米政策改革における地域水田続きまして、米政策改革における地域水田続きまして、米政策改革における地域水田

農業ビジョンの策定・実践についてでありま農業ビジョンの策定・実践についてでありま農業ビジョンの策定・実践についてでありま農業ビジョンの策定・実践についてでありま

すが、１６年度から１８年度を水田農業構造すが、１６年度から１８年度を水田農業構造すが、１６年度から１８年度を水田農業構造すが、１６年度から１８年度を水田農業構造

改革の第１ステップとして、やる気と能力の改革の第１ステップとして、やる気と能力の改革の第１ステップとして、やる気と能力の改革の第１ステップとして、やる気と能力の

ある担い手の経営改善を進め、競争力のあるある担い手の経営改善を進め、競争力のあるある担い手の経営改善を進め、競争力のあるある担い手の経営改善を進め、競争力のある

プロフェッショナル農業経営体の基盤確立をプロフェッショナル農業経営体の基盤確立をプロフェッショナル農業経営体の基盤確立をプロフェッショナル農業経営体の基盤確立を

ねらいとしているところです。その主体を当ねらいとしているところです。その主体を当ねらいとしているところです。その主体を当ねらいとしているところです。その主体を当

該地域に預け、創意と工夫により産地づくり該地域に預け、創意と工夫により産地づくり該地域に預け、創意と工夫により産地づくり該地域に預け、創意と工夫により産地づくり

対策を明確にして、認定農業者に焦点を絞り、対策を明確にして、認定農業者に焦点を絞り、対策を明確にして、認定農業者に焦点を絞り、対策を明確にして、認定農業者に焦点を絞り、

担い手を中心として将来を見据えた構造改革担い手を中心として将来を見据えた構造改革担い手を中心として将来を見据えた構造改革担い手を中心として将来を見据えた構造改革

を推進することとしていよいよスタートするを推進することとしていよいよスタートするを推進することとしていよいよスタートするを推進することとしていよいよスタートする

こととなり、各農協においても現在最終的なこととなり、各農協においても現在最終的なこととなり、各農協においても現在最終的なこととなり、各農協においても現在最終的な

調整の局面を迎えているところと思いますが、調整の局面を迎えているところと思いますが、調整の局面を迎えているところと思いますが、調整の局面を迎えているところと思いますが、

行政と各農協等で検討し、策定したビジョン行政と各農協等で検討し、策定したビジョン行政と各農協等で検討し、策定したビジョン行政と各農協等で検討し、策定したビジョン

の中において、安定的な所得確保を図る面かの中において、安定的な所得確保を図る面かの中において、安定的な所得確保を図る面かの中において、安定的な所得確保を図る面か

らそれぞれ振興作物を掲げ取り組むとされてらそれぞれ振興作物を掲げ取り組むとされてらそれぞれ振興作物を掲げ取り組むとされてらそれぞれ振興作物を掲げ取り組むとされて

いますが、その主な動きについてと、今回構いますが、その主な動きについてと、今回構いますが、その主な動きについてと、今回構いますが、その主な動きについてと、今回構

築されたビジョンを実践することによりどの築されたビジョンを実践することによりどの築されたビジョンを実践することによりどの築されたビジョンを実践することによりどの

ような効果が期待できるのか、また本市としような効果が期待できるのか、また本市としような効果が期待できるのか、また本市としような効果が期待できるのか、また本市とし

て今後どのように対応していくのか、そのおて今後どのように対応していくのか、そのおて今後どのように対応していくのか、そのおて今後どのように対応していくのか、そのお

考えをお伺いいたします。考えをお伺いいたします。考えをお伺いいたします。考えをお伺いいたします。

北海道も２１世紀における北海道農業、農北海道も２１世紀における北海道農業、農北海道も２１世紀における北海道農業、農北海道も２１世紀における北海道農業、農

村の将来像の実現に向けて施策の重点的な柱村の将来像の実現に向けて施策の重点的な柱村の将来像の実現に向けて施策の重点的な柱村の将来像の実現に向けて施策の重点的な柱

として、これもまだ仮称のようでありますが、として、これもまだ仮称のようでありますが、として、これもまだ仮称のようでありますが、として、これもまだ仮称のようでありますが、

北海道農業・農村再生プログラムを策定中で北海道農業・農村再生プログラムを策定中で北海道農業・農村再生プログラムを策定中で北海道農業・農村再生プログラムを策定中で

あり、新年度からの実施に移すようでありまあり、新年度からの実施に移すようでありまあり、新年度からの実施に移すようでありまあり、新年度からの実施に移すようでありま
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す。聞くところによりますと、す。聞くところによりますと、す。聞くところによりますと、す。聞くところによりますと、

１つには、消費者の信頼にこたえる食の供１つには、消費者の信頼にこたえる食の供１つには、消費者の信頼にこたえる食の供１つには、消費者の信頼にこたえる食の供

給、給、給、給、

２つ目に、本道の豊かな自然と調和し、環２つ目に、本道の豊かな自然と調和し、環２つ目に、本道の豊かな自然と調和し、環２つ目に、本道の豊かな自然と調和し、環

境を保全する農業生産、境を保全する農業生産、境を保全する農業生産、境を保全する農業生産、

３つ目には、多様な人々が加わる農業生産、３つ目には、多様な人々が加わる農業生産、３つ目には、多様な人々が加わる農業生産、３つ目には、多様な人々が加わる農業生産、

４点目として、地域経済を支える持続的な４点目として、地域経済を支える持続的な４点目として、地域経済を支える持続的な４点目として、地域経済を支える持続的な

農業生産と豊かな農村社会、農業生産と豊かな農村社会、農業生産と豊かな農村社会、農業生産と豊かな農村社会、

いわゆる食、環境、人、地域、この４つをいわゆる食、環境、人、地域、この４つをいわゆる食、環境、人、地域、この４つをいわゆる食、環境、人、地域、この４つを

キーワードに行動を起こすこととされ、いわキーワードに行動を起こすこととされ、いわキーワードに行動を起こすこととされ、いわキーワードに行動を起こすこととされ、いわ

ば北海道農業の本当の底力が試されることとば北海道農業の本当の底力が試されることとば北海道農業の本当の底力が試されることとば北海道農業の本当の底力が試されることと

なりそうであります。まさにさきにお尋ねしなりそうであります。まさにさきにお尋ねしなりそうであります。まさにさきにお尋ねしなりそうであります。まさにさきにお尋ねし

ました米政策改革大綱による水田農業ビジョました米政策改革大綱による水田農業ビジョました米政策改革大綱による水田農業ビジョました米政策改革大綱による水田農業ビジョ

ンにもありますが、将来のあるべき地域農業ンにもありますが、将来のあるべき地域農業ンにもありますが、将来のあるべき地域農業ンにもありますが、将来のあるべき地域農業

の姿を描き、本市の９,５００ヘクタールの広の姿を描き、本市の９,５００ヘクタールの広の姿を描き、本市の９,５００ヘクタールの広の姿を描き、本市の９,５００ヘクタールの広

大な農地のさらなる有効利用を積極的に推進大な農地のさらなる有効利用を積極的に推進大な農地のさらなる有効利用を積極的に推進大な農地のさらなる有効利用を積極的に推進

していく上で、よりきめ細かな施策のもとでしていく上で、よりきめ細かな施策のもとでしていく上で、よりきめ細かな施策のもとでしていく上で、よりきめ細かな施策のもとで

の認定農業者の育成や担い手後継者育成対策の認定農業者の育成や担い手後継者育成対策の認定農業者の育成や担い手後継者育成対策の認定農業者の育成や担い手後継者育成対策

は不可欠であります。よって、本市としてはは不可欠であります。よって、本市としてはは不可欠であります。よって、本市としてはは不可欠であります。よって、本市としては

どのようなお考えで進めようとされているのどのようなお考えで進めようとされているのどのようなお考えで進めようとされているのどのようなお考えで進めようとされているの

か。か。か。か。

また、農業委員会においては、認定農業者また、農業委員会においては、認定農業者また、農業委員会においては、認定農業者また、農業委員会においては、認定農業者

の育成や担い手後継者育成対策について、農の育成や担い手後継者育成対策について、農の育成や担い手後継者育成対策について、農の育成や担い手後継者育成対策について、農

業者の代表が中心であり、農業者の目線に近業者の代表が中心であり、農業者の目線に近業者の代表が中心であり、農業者の目線に近業者の代表が中心であり、農業者の目線に近

い委員の方々がどのような議論をされてきたい委員の方々がどのような議論をされてきたい委員の方々がどのような議論をされてきたい委員の方々がどのような議論をされてきた

のか。のか。のか。のか。

さらに、これらの対策を進展させていく上さらに、これらの対策を進展させていく上さらに、これらの対策を進展させていく上さらに、これらの対策を進展させていく上

で、認定農業者や担い手後継者が安心して農で、認定農業者や担い手後継者が安心して農で、認定農業者や担い手後継者が安心して農で、認定農業者や担い手後継者が安心して農

業経営に専念できる、その母体となる農地の業経営に専念できる、その母体となる農地の業経営に専念できる、その母体となる農地の業経営に専念できる、その母体となる農地の

確保について、つまり農地の利用集積にかか確保について、つまり農地の利用集積にかか確保について、つまり農地の利用集積にかか確保について、つまり農地の利用集積にかか

わっては、農業の形態が極めて複雑化しつつわっては、農業の形態が極めて複雑化しつつわっては、農業の形態が極めて複雑化しつつわっては、農業の形態が極めて複雑化しつつ

ある中で、地域の実情及び農業者個々の内情ある中で、地域の実情及び農業者個々の内情ある中で、地域の実情及び農業者個々の内情ある中で、地域の実情及び農業者個々の内情

に精通している農業委員を中心とした農業委に精通している農業委員を中心とした農業委に精通している農業委員を中心とした農業委に精通している農業委員を中心とした農業委

員会の果たしている役割りは極めて大きいも員会の果たしている役割りは極めて大きいも員会の果たしている役割りは極めて大きいも員会の果たしている役割りは極めて大きいも

のと思われますが、その認識とお考えについのと思われますが、その認識とお考えについのと思われますが、その認識とお考えについのと思われますが、その認識とお考えについ

て、市長並びに農業委員会会長にそれぞれおて、市長並びに農業委員会会長にそれぞれおて、市長並びに農業委員会会長にそれぞれおて、市長並びに農業委員会会長にそれぞれお

伺いをいたします。伺いをいたします。伺いをいたします。伺いをいたします。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長井坂紘一郎君（登壇） 土井議員の質●市長井坂紘一郎君（登壇） 土井議員の質●市長井坂紘一郎君（登壇） 土井議員の質●市長井坂紘一郎君（登壇） 土井議員の質

問にお答えします。問にお答えします。問にお答えします。問にお答えします。

初めに、悪質詐欺及びサイト系犯罪につい初めに、悪質詐欺及びサイト系犯罪につい初めに、悪質詐欺及びサイト系犯罪につい初めに、悪質詐欺及びサイト系犯罪につい

てでございますが、最近の悪質詐欺の代表的てでございますが、最近の悪質詐欺の代表的てでございますが、最近の悪質詐欺の代表的てでございますが、最近の悪質詐欺の代表的

な「おれおれ詐欺」は、肉親と思い込ませてな「おれおれ詐欺」は、肉親と思い込ませてな「おれおれ詐欺」は、肉親と思い込ませてな「おれおれ詐欺」は、肉親と思い込ませて

現金を振り込ませようとするもので、平成１現金を振り込ませようとするもので、平成１現金を振り込ませようとするもので、平成１現金を振り込ませようとするもので、平成１

５年４月から本年１月末までに美唄警察署に５年４月から本年１月末までに美唄警察署に５年４月から本年１月末までに美唄警察署に５年４月から本年１月末までに美唄警察署に

届け出がなされたのが１４件、消費者協会に届け出がなされたのが１４件、消費者協会に届け出がなされたのが１４件、消費者協会に届け出がなされたのが１４件、消費者協会に

相談されたのが１件ありましたが、いずれも相談されたのが１件ありましたが、いずれも相談されたのが１件ありましたが、いずれも相談されたのが１件ありましたが、いずれも

被害は発生していないとお聞きをしておりま被害は発生していないとお聞きをしておりま被害は発生していないとお聞きをしておりま被害は発生していないとお聞きをしておりま

す。す。す。す。

サイト系詐欺につきましては、利用料などサイト系詐欺につきましては、利用料などサイト系詐欺につきましては、利用料などサイト系詐欺につきましては、利用料など

身に覚えのない請求等がされるもので、警察身に覚えのない請求等がされるもので、警察身に覚えのない請求等がされるもので、警察身に覚えのない請求等がされるもので、警察

に４４件、消費者協会に３３件相談があったに４４件、消費者協会に３３件相談があったに４４件、消費者協会に３３件相談があったに４４件、消費者協会に３３件相談があった

というふうに承知をいたしております。というふうに承知をいたしております。というふうに承知をいたしております。というふうに承知をいたしております。

警察では、被害に遭わないため、「おれお警察では、被害に遭わないため、「おれお警察では、被害に遭わないため、「おれお警察では、被害に遭わないため、「おれお

れ詐欺」には「相手の名前を名乗らせる」、れ詐欺」には「相手の名前を名乗らせる」、れ詐欺」には「相手の名前を名乗らせる」、れ詐欺」には「相手の名前を名乗らせる」、

「電話を切り改めて電話で確認するよう」パ「電話を切り改めて電話で確認するよう」パ「電話を切り改めて電話で確認するよう」パ「電話を切り改めて電話で確認するよう」パ

ンフレット等により注意を促しております。ンフレット等により注意を促しております。ンフレット等により注意を促しております。ンフレット等により注意を促しております。

また、サイト系には一切連絡をとらないよまた、サイト系には一切連絡をとらないよまた、サイト系には一切連絡をとらないよまた、サイト系には一切連絡をとらないよ

うにし、すぐに警察等に相談するよう指導をうにし、すぐに警察等に相談するよう指導をうにし、すぐに警察等に相談するよう指導をうにし、すぐに警察等に相談するよう指導を

しております。しております。しております。しております。

市といたしましては、広報紙により注意を市といたしましては、広報紙により注意を市といたしましては、広報紙により注意を市といたしましては、広報紙により注意を

促してまいりますとともに、引き続き警察・促してまいりますとともに、引き続き警察・促してまいりますとともに、引き続き警察・促してまいりますとともに、引き続き警察・

消費者協会・防犯協会・金融協会などの関係消費者協会・防犯協会・金融協会などの関係消費者協会・防犯協会・金融協会などの関係消費者協会・防犯協会・金融協会などの関係

機関・団体との連携を図りながら未然防止に機関・団体との連携を図りながら未然防止に機関・団体との連携を図りながら未然防止に機関・団体との連携を図りながら未然防止に

努めてまいる考えでございます。努めてまいる考えでございます。努めてまいる考えでございます。努めてまいる考えでございます。

次に、農業行政について遺伝子組み換え作次に、農業行政について遺伝子組み換え作次に、農業行政について遺伝子組み換え作次に、農業行政について遺伝子組み換え作

物の栽培についてでございますが、道は遺伝物の栽培についてでございますが、道は遺伝物の栽培についてでございますが、道は遺伝物の栽培についてでございますが、道は遺伝

子組み換えなどバイオテクノロジーの研究開子組み換えなどバイオテクノロジーの研究開子組み換えなどバイオテクノロジーの研究開子組み換えなどバイオテクノロジーの研究開
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発は、将来的な本道農業の振興に有用であり、発は、将来的な本道農業の振興に有用であり、発は、将来的な本道農業の振興に有用であり、発は、将来的な本道農業の振興に有用であり、

積極的に進めることが必要であるとされてお積極的に進めることが必要であるとされてお積極的に進めることが必要であるとされてお積極的に進めることが必要であるとされてお

ります。しかし、道民をはじめ全国の消費者ります。しかし、道民をはじめ全国の消費者ります。しかし、道民をはじめ全国の消費者ります。しかし、道民をはじめ全国の消費者

が遺伝子組み換え食品に強い不安を抱いておが遺伝子組み換え食品に強い不安を抱いておが遺伝子組み換え食品に強い不安を抱いておが遺伝子組み換え食品に強い不安を抱いてお

り、また遺伝子組み換え作物の花粉が飛散すり、また遺伝子組み換え作物の花粉が飛散すり、また遺伝子組み換え作物の花粉が飛散すり、また遺伝子組み換え作物の花粉が飛散す

ることによる一般作物の交雑が懸念されるこることによる一般作物の交雑が懸念されるこることによる一般作物の交雑が懸念されるこることによる一般作物の交雑が懸念されるこ

と、さらに道産食品に対する風評被害や本道と、さらに道産食品に対する風評被害や本道と、さらに道産食品に対する風評被害や本道と、さらに道産食品に対する風評被害や本道

農業の著しいイメージダウンにつながるおそ農業の著しいイメージダウンにつながるおそ農業の著しいイメージダウンにつながるおそ農業の著しいイメージダウンにつながるおそ

れがあるとの基本認識のもとに、当面の対応れがあるとの基本認識のもとに、当面の対応れがあるとの基本認識のもとに、当面の対応れがあるとの基本認識のもとに、当面の対応

方針として屋外ほ場における遺伝子組み換え方針として屋外ほ場における遺伝子組み換え方針として屋外ほ場における遺伝子組み換え方針として屋外ほ場における遺伝子組み換え

作物の栽培に関するガイドラインを定め、栽作物の栽培に関するガイドラインを定め、栽作物の栽培に関するガイドラインを定め、栽作物の栽培に関するガイドラインを定め、栽

培規制の条例化に向けて検討を進めておりま培規制の条例化に向けて検討を進めておりま培規制の条例化に向けて検討を進めておりま培規制の条例化に向けて検討を進めておりま

す。す。す。す。

市といたしましても、道と同様の認識であ市といたしましても、道と同様の認識であ市といたしましても、道と同様の認識であ市といたしましても、道と同様の認識であ

り、屋外ほ場での遺伝子組み換え作物の栽培り、屋外ほ場での遺伝子組み換え作物の栽培り、屋外ほ場での遺伝子組み換え作物の栽培り、屋外ほ場での遺伝子組み換え作物の栽培

については規制する必要があると考えているについては規制する必要があると考えているについては規制する必要があると考えているについては規制する必要があると考えている

ことから、道に対し早期に条例化するよう要ことから、道に対し早期に条例化するよう要ことから、道に対し早期に条例化するよう要ことから、道に対し早期に条例化するよう要

請してまいりたいと考えております。請してまいりたいと考えております。請してまいりたいと考えております。請してまいりたいと考えております。

次に、鳥インフルエンザについてでござい次に、鳥インフルエンザについてでござい次に、鳥インフルエンザについてでござい次に、鳥インフルエンザについてでござい

ますけれども、ことしに入って国内で７９年ますけれども、ことしに入って国内で７９年ますけれども、ことしに入って国内で７９年ますけれども、ことしに入って国内で７９年

ぶりの発生が山口県で確認され、さらに大分ぶりの発生が山口県で確認され、さらに大分ぶりの発生が山口県で確認され、さらに大分ぶりの発生が山口県で確認され、さらに大分

県、京都府と発生が続いているところでござ県、京都府と発生が続いているところでござ県、京都府と発生が続いているところでござ県、京都府と発生が続いているところでござ

います。今回確認された高病原性鳥インフルいます。今回確認された高病原性鳥インフルいます。今回確認された高病原性鳥インフルいます。今回確認された高病原性鳥インフル

エンザは、鶏、七面鳥、ウズラ等の鳥類が感エンザは、鶏、七面鳥、ウズラ等の鳥類が感エンザは、鶏、七面鳥、ウズラ等の鳥類が感エンザは、鶏、七面鳥、ウズラ等の鳥類が感

染すると神経症状、呼吸器症状等があらわれ、染すると神経症状、呼吸器症状等があらわれ、染すると神経症状、呼吸器症状等があらわれ、染すると神経症状、呼吸器症状等があらわれ、

大量の死亡につながる病気であると言われて大量の死亡につながる病気であると言われて大量の死亡につながる病気であると言われて大量の死亡につながる病気であると言われて

おります。本市では、鶏９００羽が飼育されおります。本市では、鶏９００羽が飼育されおります。本市では、鶏９００羽が飼育されおります。本市では、鶏９００羽が飼育され

ていることを確認いたしておりますが、愛玩ていることを確認いたしておりますが、愛玩ていることを確認いたしておりますが、愛玩ていることを確認いたしておりますが、愛玩

用も含め、その他の鳥類の飼育状況について用も含め、その他の鳥類の飼育状況について用も含め、その他の鳥類の飼育状況について用も含め、その他の鳥類の飼育状況について

は把握をいたしておりません。は把握をいたしておりません。は把握をいたしておりません。は把握をいたしておりません。

なお、鶏の飼育者に対しては、家畜保健衛なお、鶏の飼育者に対しては、家畜保健衛なお、鶏の飼育者に対しては、家畜保健衛なお、鶏の飼育者に対しては、家畜保健衛

生所が作成したリーフレットを配布し、防疫生所が作成したリーフレットを配布し、防疫生所が作成したリーフレットを配布し、防疫生所が作成したリーフレットを配布し、防疫

対策を指導しているところですが、そのほか対策を指導しているところですが、そのほか対策を指導しているところですが、そのほか対策を指導しているところですが、そのほか

の飼育者に対しては広報メロディー４月号での飼育者に対しては広報メロディー４月号での飼育者に対しては広報メロディー４月号での飼育者に対しては広報メロディー４月号で

鳥インフルエンザに関する注意事項をお知ら鳥インフルエンザに関する注意事項をお知ら鳥インフルエンザに関する注意事項をお知ら鳥インフルエンザに関する注意事項をお知ら

せし、あわせて野鳥との接触の可能性があるせし、あわせて野鳥との接触の可能性があるせし、あわせて野鳥との接触の可能性があるせし、あわせて野鳥との接触の可能性がある

屋外での鳥類の飼育者に情報提供を呼びかけ、屋外での鳥類の飼育者に情報提供を呼びかけ、屋外での鳥類の飼育者に情報提供を呼びかけ、屋外での鳥類の飼育者に情報提供を呼びかけ、

飼育実態の把握に努めてまいりたいと考えて飼育実態の把握に努めてまいりたいと考えて飼育実態の把握に努めてまいりたいと考えて飼育実態の把握に努めてまいりたいと考えて

おります。おります。おります。おります。

次に、地域水田農業ビジョンの振興作物に次に、地域水田農業ビジョンの振興作物に次に、地域水田農業ビジョンの振興作物に次に、地域水田農業ビジョンの振興作物に

ついてでございますけれども、各農協では、ついてでございますけれども、各農協では、ついてでございますけれども、各農協では、ついてでございますけれども、各農協では、

現在グリーンアスパラ、カボチャ、ニンジン現在グリーンアスパラ、カボチャ、ニンジン現在グリーンアスパラ、カボチャ、ニンジン現在グリーンアスパラ、カボチャ、ニンジン

などの野菜を地域の振興作物として選定したなどの野菜を地域の振興作物として選定したなどの野菜を地域の振興作物として選定したなどの野菜を地域の振興作物として選定した

ところでありますが、これらの作物が定着すところでありますが、これらの作物が定着すところでありますが、これらの作物が定着すところでありますが、これらの作物が定着す

ることにより、経営基盤の強化や経営の安定ることにより、経営基盤の強化や経営の安定ることにより、経営基盤の強化や経営の安定ることにより、経営基盤の強化や経営の安定

につながるものと期待をいたしているところにつながるものと期待をいたしているところにつながるものと期待をいたしているところにつながるものと期待をいたしているところ

でございます。でございます。でございます。でございます。

次に、主な振興作物の作付動向についてで次に、主な振興作物の作付動向についてで次に、主な振興作物の作付動向についてで次に、主な振興作物の作付動向についてで

ございますけれども、各農協で実施した作付ございますけれども、各農協で実施した作付ございますけれども、各農協で実施した作付ございますけれども、各農協で実施した作付

意向調査によりますと、美唄市農協ではグリ意向調査によりますと、美唄市農協ではグリ意向調査によりますと、美唄市農協ではグリ意向調査によりますと、美唄市農協ではグリ

ーンアスパラが３３ヘクタールと前年に比べーンアスパラが３３ヘクタールと前年に比べーンアスパラが３３ヘクタールと前年に比べーンアスパラが３３ヘクタールと前年に比べ

１０ヘクタールの増、峰延農協ではカボチャ１０ヘクタールの増、峰延農協ではカボチャ１０ヘクタールの増、峰延農協ではカボチャ１０ヘクタールの増、峰延農協ではカボチャ

が２.８ヘクタールと前年に比べ１.５ヘクタが２.８ヘクタールと前年に比べ１.５ヘクタが２.８ヘクタールと前年に比べ１.５ヘクタが２.８ヘクタールと前年に比べ１.５ヘクタ

ールの増、いわみざわ農協ではニンジンが１.ールの増、いわみざわ農協ではニンジンが１.ールの増、いわみざわ農協ではニンジンが１.ールの増、いわみざわ農協ではニンジンが１.

８ヘクタールと前年に比べ１.７ヘクタールの８ヘクタールと前年に比べ１.７ヘクタールの８ヘクタールと前年に比べ１.７ヘクタールの８ヘクタールと前年に比べ１.７ヘクタールの

増となっております。市といたしましては、増となっております。市といたしましては、増となっております。市といたしましては、増となっております。市といたしましては、

これら作物の定着に向けて関係機関・団体とこれら作物の定着に向けて関係機関・団体とこれら作物の定着に向けて関係機関・団体とこれら作物の定着に向けて関係機関・団体と

一体となって栽培技術の平準化や生産組織の一体となって栽培技術の平準化や生産組織の一体となって栽培技術の平準化や生産組織の一体となって栽培技術の平準化や生産組織の

育成などに取り組み、消費者に信頼される産育成などに取り組み、消費者に信頼される産育成などに取り組み、消費者に信頼される産育成などに取り組み、消費者に信頼される産

地の確立に努めてまいりたいと考えておりま地の確立に努めてまいりたいと考えておりま地の確立に努めてまいりたいと考えておりま地の確立に努めてまいりたいと考えておりま

す。す。す。す。

最後に認定農業者の育成についてでござい最後に認定農業者の育成についてでござい最後に認定農業者の育成についてでござい最後に認定農業者の育成についてでござい

ますけれども、各農協が策定中の地域水田農ますけれども、各農協が策定中の地域水田農ますけれども、各農協が策定中の地域水田農ますけれども、各農協が策定中の地域水田農

業ビジョンでは、認定農業者を地域農業の担業ビジョンでは、認定農業者を地域農業の担業ビジョンでは、認定農業者を地域農業の担業ビジョンでは、認定農業者を地域農業の担

い手として位置づけており、１人でも多くのい手として位置づけており、１人でも多くのい手として位置づけており、１人でも多くのい手として位置づけており、１人でも多くの

認定農業者を育成していかなければならない認定農業者を育成していかなければならない認定農業者を育成していかなければならない認定農業者を育成していかなければならない

と考えております。このため、農業経営改善と考えております。このため、農業経営改善と考えております。このため、農業経営改善と考えております。このため、農業経営改善

支援センターの構成機関・団体とともに、認支援センターの構成機関・団体とともに、認支援センターの構成機関・団体とともに、認支援センターの構成機関・団体とともに、認
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定農業者協議会と連携をし、スペシャリスト定農業者協議会と連携をし、スペシャリスト定農業者協議会と連携をし、スペシャリスト定農業者協議会と連携をし、スペシャリスト

講習会、簿記講習会などを開催するほか、新講習会、簿記講習会などを開催するほか、新講習会、簿記講習会などを開催するほか、新講習会、簿記講習会などを開催するほか、新

年度からは農業経営改善計画の進捗状況を確年度からは農業経営改善計画の進捗状況を確年度からは農業経営改善計画の進捗状況を確年度からは農業経営改善計画の進捗状況を確

認し、個別の指導・助言を通じて認定農業者認し、個別の指導・助言を通じて認定農業者認し、個別の指導・助言を通じて認定農業者認し、個別の指導・助言を通じて認定農業者

を育成していくことといたしております。を育成していくことといたしております。を育成していくことといたしております。を育成していくことといたしております。

次に、後継者対策についてでございますけ次に、後継者対策についてでございますけ次に、後継者対策についてでございますけ次に、後継者対策についてでございますけ

れども、農業振興基金を活用し、海外研修なれども、農業振興基金を活用し、海外研修なれども、農業振興基金を活用し、海外研修なれども、農業振興基金を活用し、海外研修な

ど農業後継者の取り組みに対し支援をするとど農業後継者の取り組みに対し支援をするとど農業後継者の取り組みに対し支援をするとど農業後継者の取り組みに対し支援をすると

ともに、法人化に向けた研修などにも基金がともに、法人化に向けた研修などにも基金がともに、法人化に向けた研修などにも基金がともに、法人化に向けた研修などにも基金が

活用できるよう検討を進めてまいりたいと考活用できるよう検討を進めてまいりたいと考活用できるよう検討を進めてまいりたいと考活用できるよう検討を進めてまいりたいと考

えております。えております。えております。えております。

次に、農地の利用集積についてでございま次に、農地の利用集積についてでございま次に、農地の利用集積についてでございま次に、農地の利用集積についてでございま

すが、高齢化や兼業化が進行し、担い手の減すが、高齢化や兼業化が進行し、担い手の減すが、高齢化や兼業化が進行し、担い手の減すが、高齢化や兼業化が進行し、担い手の減

少など、各般にわたる問題がある中で、農業少など、各般にわたる問題がある中で、農業少など、各般にわたる問題がある中で、農業少など、各般にわたる問題がある中で、農業

委員会においては地域農業者の意向や情報等委員会においては地域農業者の意向や情報等委員会においては地域農業者の意向や情報等委員会においては地域農業者の意向や情報等

をもとに、認定農業者等の担い手に農地の利をもとに、認定農業者等の担い手に農地の利をもとに、認定農業者等の担い手に農地の利をもとに、認定農業者等の担い手に農地の利

用集積をするなど、農地流動化のための取り用集積をするなど、農地流動化のための取り用集積をするなど、農地流動化のための取り用集積をするなど、農地流動化のための取り

組みを積極的に行っているところでございま組みを積極的に行っているところでございま組みを積極的に行っているところでございま組みを積極的に行っているところでございま

す。す。す。す。

●議長中西勇夫君 農業委員会会長。●議長中西勇夫君 農業委員会会長。●議長中西勇夫君 農業委員会会長。●議長中西勇夫君 農業委員会会長。

●農業委員会会長西舘隆志君（登壇） 土井●農業委員会会長西舘隆志君（登壇） 土井●農業委員会会長西舘隆志君（登壇） 土井●農業委員会会長西舘隆志君（登壇） 土井

議員の質問にお答えいたします。議員の質問にお答えいたします。議員の質問にお答えいたします。議員の質問にお答えいたします。

認定農業者担い手育成、後継者育成に対す認定農業者担い手育成、後継者育成に対す認定農業者担い手育成、後継者育成に対す認定農業者担い手育成、後継者育成に対す

る農業委員会の中での論議でありますが、農る農業委員会の中での論議でありますが、農る農業委員会の中での論議でありますが、農る農業委員会の中での論議でありますが、農

業委員会としましては、認定農業者と担い手業委員会としましては、認定農業者と担い手業委員会としましては、認定農業者と担い手業委員会としましては、認定農業者と担い手

後継者対策は重要な課題だとし、毎年行って後継者対策は重要な課題だとし、毎年行って後継者対策は重要な課題だとし、毎年行って後継者対策は重要な課題だとし、毎年行って

いる建議において提言をしているところであいる建議において提言をしているところであいる建議において提言をしているところであいる建議において提言をしているところであ

ります。認定農業者に重きを置き、国の施策ります。認定農業者に重きを置き、国の施策ります。認定農業者に重きを置き、国の施策ります。認定農業者に重きを置き、国の施策

に対応するため、これらの経営体が組織づくに対応するため、これらの経営体が組織づくに対応するため、これらの経営体が組織づくに対応するため、これらの経営体が組織づく

りをして強化すること、担い手の育成、確保りをして強化すること、担い手の育成、確保りをして強化すること、担い手の育成、確保りをして強化すること、担い手の育成、確保

のための支援策、担い手後継者に対する法人のための支援策、担い手後継者に対する法人のための支援策、担い手後継者に対する法人のための支援策、担い手後継者に対する法人

化組織づくり、指導窓口の充実など、経営安化組織づくり、指導窓口の充実など、経営安化組織づくり、指導窓口の充実など、経営安化組織づくり、指導窓口の充実など、経営安

定のための支援対策が必要であることが論議定のための支援対策が必要であることが論議定のための支援対策が必要であることが論議定のための支援対策が必要であることが論議

され、建議において取り上げているところでされ、建議において取り上げているところでされ、建議において取り上げているところでされ、建議において取り上げているところで

あります。基本的には、行政と連携をとりなあります。基本的には、行政と連携をとりなあります。基本的には、行政と連携をとりなあります。基本的には、行政と連携をとりな

がら農業行政の推進に努めているところであがら農業行政の推進に努めているところであがら農業行政の推進に努めているところであがら農業行政の推進に努めているところであ

ります。ります。ります。ります。

次に、農用地の利用集積につきましては、次に、農用地の利用集積につきましては、次に、農用地の利用集積につきましては、次に、農用地の利用集積につきましては、

平成１４年度実績で１５２件、面積にして４平成１４年度実績で１５２件、面積にして４平成１４年度実績で１５２件、面積にして４平成１４年度実績で１５２件、面積にして４

９４ヘクタールであり、過去５年間の平均に９４ヘクタールであり、過去５年間の平均に９４ヘクタールであり、過去５年間の平均に９４ヘクタールであり、過去５年間の平均に

つきましても年間１５０件程度となっているつきましても年間１５０件程度となっているつきましても年間１５０件程度となっているつきましても年間１５０件程度となっている

ところであります。この利用調整につきましところであります。この利用調整につきましところであります。この利用調整につきましところであります。この利用調整につきまし

ては、地域の実情に詳しい農業委員が農用地ては、地域の実情に詳しい農業委員が農用地ては、地域の実情に詳しい農業委員が農用地ては、地域の実情に詳しい農業委員が農用地

の出し手、受け手の意向をもとに、計画的かの出し手、受け手の意向をもとに、計画的かの出し手、受け手の意向をもとに、計画的かの出し手、受け手の意向をもとに、計画的か

つ効率的に結びつけを行い、経営規模の拡大つ効率的に結びつけを行い、経営規模の拡大つ効率的に結びつけを行い、経営規模の拡大つ効率的に結びつけを行い、経営規模の拡大

を希望する認定農業者や担い手後継者に対しを希望する認定農業者や担い手後継者に対しを希望する認定農業者や担い手後継者に対しを希望する認定農業者や担い手後継者に対し

て円滑な農用地の利用調整活動を行っているて円滑な農用地の利用調整活動を行っているて円滑な農用地の利用調整活動を行っているて円滑な農用地の利用調整活動を行っている

ところであります。ところであります。ところであります。ところであります。

また、昨年美唄市水田農業推進協議会が行また、昨年美唄市水田農業推進協議会が行また、昨年美唄市水田農業推進協議会が行また、昨年美唄市水田農業推進協議会が行

った農業経営状況調査におきまして、今後予った農業経営状況調査におきまして、今後予った農業経営状況調査におきまして、今後予った農業経営状況調査におきまして、今後予

想される農用地の流動化は、高齢化、後継ぎ想される農用地の流動化は、高齢化、後継ぎ想される農用地の流動化は、高齢化、後継ぎ想される農用地の流動化は、高齢化、後継ぎ

がいないなどの理由による農用地の出し手はがいないなどの理由による農用地の出し手はがいないなどの理由による農用地の出し手はがいないなどの理由による農用地の出し手は

１４４人、面積にして５２６ヘクタールにな１４４人、面積にして５２６ヘクタールにな１４４人、面積にして５２６ヘクタールにな１４４人、面積にして５２６ヘクタールにな

っております。平成１６年度から実施されるっております。平成１６年度から実施されるっております。平成１６年度から実施されるっております。平成１６年度から実施される

米政策改革大綱による地域水田農業ビジョン米政策改革大綱による地域水田農業ビジョン米政策改革大綱による地域水田農業ビジョン米政策改革大綱による地域水田農業ビジョン

に示されているように、さらに農用地の集積に示されているように、さらに農用地の集積に示されているように、さらに農用地の集積に示されているように、さらに農用地の集積

の推進を図っていかなければならないと考えの推進を図っていかなければならないと考えの推進を図っていかなければならないと考えの推進を図っていかなければならないと考え

ております。このような状況から、農業委員ております。このような状況から、農業委員ております。このような状況から、農業委員ております。このような状況から、農業委員

会としての職責を重く受けとめ、今後とも担会としての職責を重く受けとめ、今後とも担会としての職責を重く受けとめ、今後とも担会としての職責を重く受けとめ、今後とも担

い手農業者へ農用地の利用調整を積極的に進い手農業者へ農用地の利用調整を積極的に進い手農業者へ農用地の利用調整を積極的に進い手農業者へ農用地の利用調整を積極的に進

めていかなければならないと認識しているとめていかなければならないと認識しているとめていかなければならないと認識しているとめていかなければならないと認識していると

ころであります。ころであります。ころであります。ころであります。

●議長中西勇夫君 ７番土井敏興君。●議長中西勇夫君 ７番土井敏興君。●議長中西勇夫君 ７番土井敏興君。●議長中西勇夫君 ７番土井敏興君。

●７番土井敏興君 それでは、自席から再質●７番土井敏興君 それでは、自席から再質●７番土井敏興君 それでは、自席から再質●７番土井敏興君 それでは、自席から再質

問させていただきたいと思います。問させていただきたいと思います。問させていただきたいと思います。問させていただきたいと思います。

ただいまは、市長並びに農業委員会会長よただいまは、市長並びに農業委員会会長よただいまは、市長並びに農業委員会会長よただいまは、市長並びに農業委員会会長よ

りお答えをいただいたところでありますけれりお答えをいただいたところでありますけれりお答えをいただいたところでありますけれりお答えをいただいたところでありますけれ

ども、１点だけお伺いをいたしたいと思いまども、１点だけお伺いをいたしたいと思いまども、１点だけお伺いをいたしたいと思いまども、１点だけお伺いをいたしたいと思いま
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す。す。す。す。

多様化する農業形態の中、認定農業者等の多様化する農業形態の中、認定農業者等の多様化する農業形態の中、認定農業者等の多様化する農業形態の中、認定農業者等の

担い手に農地の利用集積が滞りなく推進され担い手に農地の利用集積が滞りなく推進され担い手に農地の利用集積が滞りなく推進され担い手に農地の利用集積が滞りなく推進され

ていることは、農業委員会の精力的な活動のていることは、農業委員会の精力的な活動のていることは、農業委員会の精力的な活動のていることは、農業委員会の精力的な活動の

成果によるところが大きいとのことでありま成果によるところが大きいとのことでありま成果によるところが大きいとのことでありま成果によるところが大きいとのことでありま

したけれども、そうした成果によりまして、したけれども、そうした成果によりまして、したけれども、そうした成果によりまして、したけれども、そうした成果によりまして、

目指す方向に歩みを進めているとはいいまし目指す方向に歩みを進めているとはいいまし目指す方向に歩みを進めているとはいいまし目指す方向に歩みを進めているとはいいまし

ても、各経営者の高齢化が進み、したがってても、各経営者の高齢化が進み、したがってても、各経営者の高齢化が進み、したがってても、各経営者の高齢化が進み、したがって

担い手への集積というものがより加速するこ担い手への集積というものがより加速するこ担い手への集積というものがより加速するこ担い手への集積というものがより加速するこ

とが予測されることや、さらには経営規模はとが予測されることや、さらには経営規模はとが予測されることや、さらには経営規模はとが予測されることや、さらには経営規模は

進んでいるものの、分散しているほ場の集約進んでいるものの、分散しているほ場の集約進んでいるものの、分散しているほ場の集約進んでいるものの、分散しているほ場の集約

化に向けて農業者の意向に沿った流動化を図化に向けて農業者の意向に沿った流動化を図化に向けて農業者の意向に沿った流動化を図化に向けて農業者の意向に沿った流動化を図

っていかなければならないというふうに考えっていかなければならないというふうに考えっていかなければならないというふうに考えっていかなければならないというふうに考え

ております。全国的には、農協を軸にしながております。全国的には、農協を軸にしながております。全国的には、農協を軸にしながております。全国的には、農協を軸にしなが

ら農地保有化合理化組合を設置し、農業委員ら農地保有化合理化組合を設置し、農業委員ら農地保有化合理化組合を設置し、農業委員ら農地保有化合理化組合を設置し、農業委員

会と連携を図りながら、優良農地の確保や活会と連携を図りながら、優良農地の確保や活会と連携を図りながら、優良農地の確保や活会と連携を図りながら、優良農地の確保や活

用に指導力を発揮しているところもあるよう用に指導力を発揮しているところもあるよう用に指導力を発揮しているところもあるよう用に指導力を発揮しているところもあるよう

でありますけれども、残念ながら本市においでありますけれども、残念ながら本市においでありますけれども、残念ながら本市においでありますけれども、残念ながら本市におい

てはまだそのような段階には至っていないよてはまだそのような段階には至っていないよてはまだそのような段階には至っていないよてはまだそのような段階には至っていないよ

うであります。こうしたことから、米政策のうであります。こうしたことから、米政策のうであります。こうしたことから、米政策のうであります。こうしたことから、米政策の

改革など現場での農業情勢も転換期を迎え、改革など現場での農業情勢も転換期を迎え、改革など現場での農業情勢も転換期を迎え、改革など現場での農業情勢も転換期を迎え、

農業委員会の果たす役割りは地域農業の振興農業委員会の果たす役割りは地域農業の振興農業委員会の果たす役割りは地域農業の振興農業委員会の果たす役割りは地域農業の振興

にとどまらず、地域社会全体の発展においてにとどまらず、地域社会全体の発展においてにとどまらず、地域社会全体の発展においてにとどまらず、地域社会全体の発展において

もその存在はさらに重要になってくる、そのもその存在はさらに重要になってくる、そのもその存在はさらに重要になってくる、そのもその存在はさらに重要になってくる、その

ように認識しておりますし、また同時に農業ように認識しておりますし、また同時に農業ように認識しておりますし、また同時に農業ように認識しておりますし、また同時に農業

委員が果たしている事務事業量というものは、委員が果たしている事務事業量というものは、委員が果たしている事務事業量というものは、委員が果たしている事務事業量というものは、

以前よりも相当増加しているものと私は考え以前よりも相当増加しているものと私は考え以前よりも相当増加しているものと私は考え以前よりも相当増加しているものと私は考え

ているところであります。ているところであります。ているところであります。ているところであります。

本市の自立に伴うまちづくりの地区懇談会本市の自立に伴うまちづくりの地区懇談会本市の自立に伴うまちづくりの地区懇談会本市の自立に伴うまちづくりの地区懇談会

におきまして、たしか昨年１１月１５日の東におきまして、たしか昨年１１月１５日の東におきまして、たしか昨年１１月１５日の東におきまして、たしか昨年１１月１５日の東

福祉会館においてと思いますけれども、農業福祉会館においてと思いますけれども、農業福祉会館においてと思いますけれども、農業福祉会館においてと思いますけれども、農業

委員の定数についても触れておられましたが、委員の定数についても触れておられましたが、委員の定数についても触れておられましたが、委員の定数についても触れておられましたが、

これは単に自立に向けた財政の上に立った考これは単に自立に向けた財政の上に立った考これは単に自立に向けた財政の上に立った考これは単に自立に向けた財政の上に立った考

え方で述べられたのか、それともその時点にえ方で述べられたのか、それともその時点にえ方で述べられたのか、それともその時点にえ方で述べられたのか、それともその時点に

おいて、いま私が申し上げましたことなどをおいて、いま私が申し上げましたことなどをおいて、いま私が申し上げましたことなどをおいて、いま私が申し上げましたことなどを

含めて、総合的にご判断をされた上で申され含めて、総合的にご判断をされた上で申され含めて、総合的にご判断をされた上で申され含めて、総合的にご判断をされた上で申され

たのか、この点につきまして、市長よりいまたのか、この点につきまして、市長よりいまたのか、この点につきまして、市長よりいまたのか、この点につきまして、市長よりいま

１度お聞かせをいただきたいと思います。１度お聞かせをいただきたいと思います。１度お聞かせをいただきたいと思います。１度お聞かせをいただきたいと思います。

農業委員会改正法案が今国会に提出されて農業委員会改正法案が今国会に提出されて農業委員会改正法案が今国会に提出されて農業委員会改正法案が今国会に提出されて

おりますけれども、その中には活動や組織のおりますけれども、その中には活動や組織のおりますけれども、その中には活動や組織のおりますけれども、その中には活動や組織の

改革もさることながら、農業委員会活動の重改革もさることながら、農業委員会活動の重改革もさることながら、農業委員会活動の重改革もさることながら、農業委員会活動の重

点化や市町村の裁量を拡大することも盛り込点化や市町村の裁量を拡大することも盛り込点化や市町村の裁量を拡大することも盛り込点化や市町村の裁量を拡大することも盛り込

まれております。農業委員会は、農業者の利まれております。農業委員会は、農業者の利まれております。農業委員会は、農業者の利まれております。農業委員会は、農業者の利

益代表でもあり、また現場を踏まえた農業者益代表でもあり、また現場を踏まえた農業者益代表でもあり、また現場を踏まえた農業者益代表でもあり、また現場を踏まえた農業者

の生の声を反映しつつ、ＢＳＥ問題や無登録の生の声を反映しつつ、ＢＳＥ問題や無登録の生の声を反映しつつ、ＢＳＥ問題や無登録の生の声を反映しつつ、ＢＳＥ問題や無登録

農薬問題などによる消費者の安全志向の高ま農薬問題などによる消費者の安全志向の高ま農薬問題などによる消費者の安全志向の高ま農薬問題などによる消費者の安全志向の高ま

りというものは、日本農業への認識や自給率りというものは、日本農業への認識や自給率りというものは、日本農業への認識や自給率りというものは、日本農業への認識や自給率

の向上を図る、いまは追い風にもなってきての向上を図る、いまは追い風にもなってきての向上を図る、いまは追い風にもなってきての向上を図る、いまは追い風にもなってきて

おります。食の生産基盤である良質な農地をおります。食の生産基盤である良質な農地をおります。食の生産基盤である良質な農地をおります。食の生産基盤である良質な農地を

しっかりと守り、地域社会全体、あるいは国しっかりと守り、地域社会全体、あるいは国しっかりと守り、地域社会全体、あるいは国しっかりと守り、地域社会全体、あるいは国

民全体に貢献していることをより理解をして民全体に貢献していることをより理解をして民全体に貢献していることをより理解をして民全体に貢献していることをより理解をして

もらえる努力も必要と思います。よって、定もらえる努力も必要と思います。よって、定もらえる努力も必要と思います。よって、定もらえる努力も必要と思います。よって、定

数の問題も含め、あるべき姿を求め、どのよ数の問題も含め、あるべき姿を求め、どのよ数の問題も含め、あるべき姿を求め、どのよ数の問題も含め、あるべき姿を求め、どのよ

うにとらえて進めていくお考えか、農業委員うにとらえて進めていくお考えか、農業委員うにとらえて進めていくお考えか、農業委員うにとらえて進めていくお考えか、農業委員

会会長にお伺いをいたします。会会長にお伺いをいたします。会会長にお伺いをいたします。会会長にお伺いをいたします。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長井坂紘一郎君 土井議員の再質問にお●市長井坂紘一郎君 土井議員の再質問にお●市長井坂紘一郎君 土井議員の再質問にお●市長井坂紘一郎君 土井議員の再質問にお

答えいたします。答えいたします。答えいたします。答えいたします。

農業委員の定数についてでございますけれ農業委員の定数についてでございますけれ農業委員の定数についてでございますけれ農業委員の定数についてでございますけれ

ども、現在の定数は選挙で選ばれる委員が２ども、現在の定数は選挙で選ばれる委員が２ども、現在の定数は選挙で選ばれる委員が２ども、現在の定数は選挙で選ばれる委員が２

０名、学識経験者など選任をする委員が５名、０名、学識経験者など選任をする委員が５名、０名、学識経験者など選任をする委員が５名、０名、学識経験者など選任をする委員が５名、

合計２５名となっておりますが、自立のシナ合計２５名となっておりますが、自立のシナ合計２５名となっておりますが、自立のシナ合計２５名となっておりますが、自立のシナ

リオの財政シミュレーションにおいては、改リオの財政シミュレーションにおいては、改リオの財政シミュレーションにおいては、改リオの財政シミュレーションにおいては、改

選期ごとに２名ずつ減少することとし、平成選期ごとに２名ずつ減少することとし、平成選期ごとに２名ずつ減少することとし、平成選期ごとに２名ずつ減少することとし、平成

２６年度において定数を１７名と見込んだと２６年度において定数を１７名と見込んだと２６年度において定数を１７名と見込んだと２６年度において定数を１７名と見込んだと

ころでございます。今後農業委員会と十分にころでございます。今後農業委員会と十分にころでございます。今後農業委員会と十分にころでございます。今後農業委員会と十分に

協議をさせていただきたいと考えています。協議をさせていただきたいと考えています。協議をさせていただきたいと考えています。協議をさせていただきたいと考えています。

●議長中西勇夫君 農業委員会会長。●議長中西勇夫君 農業委員会会長。●議長中西勇夫君 農業委員会会長。●議長中西勇夫君 農業委員会会長。
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●農業委員会会長西舘隆志君 土井議員の再●農業委員会会長西舘隆志君 土井議員の再●農業委員会会長西舘隆志君 土井議員の再●農業委員会会長西舘隆志君 土井議員の再

質問にお答えいたします。質問にお答えいたします。質問にお答えいたします。質問にお答えいたします。

農業委員の役割りと定数についてでありま農業委員の役割りと定数についてでありま農業委員の役割りと定数についてでありま農業委員の役割りと定数についてでありま

すが、農業委員会は農業者の公的な代表組織すが、農業委員会は農業者の公的な代表組織すが、農業委員会は農業者の公的な代表組織すが、農業委員会は農業者の公的な代表組織

として地域農業の実態を把握し、地域ごとのとして地域農業の実態を把握し、地域ごとのとして地域農業の実態を把握し、地域ごとのとして地域農業の実態を把握し、地域ごとの

課題を踏まえ、農地利用と担い手確保対策を課題を踏まえ、農地利用と担い手確保対策を課題を踏まえ、農地利用と担い手確保対策を課題を踏まえ、農地利用と担い手確保対策を

軸とした地域農業振興のため、活動を積極的軸とした地域農業振興のため、活動を積極的軸とした地域農業振興のため、活動を積極的軸とした地域農業振興のため、活動を積極的

に推進していかなければならない役割りがごに推進していかなければならない役割りがごに推進していかなければならない役割りがごに推進していかなければならない役割りがご

ざいます。ざいます。ざいます。ざいます。

定数につきましては、市町村合併問題にお定数につきましては、市町村合併問題にお定数につきましては、市町村合併問題にお定数につきましては、市町村合併問題にお

けるまちづくり地区懇談会で話し合われたこけるまちづくり地区懇談会で話し合われたこけるまちづくり地区懇談会で話し合われたこけるまちづくり地区懇談会で話し合われたこ

とや、自立のシナリオで示されていること、とや、自立のシナリオで示されていること、とや、自立のシナリオで示されていること、とや、自立のシナリオで示されていること、

そして市が自立の道を選択したこと、さらにそして市が自立の道を選択したこと、さらにそして市が自立の道を選択したこと、さらにそして市が自立の道を選択したこと、さらに

は農業委員会制度をめぐる情勢を考慮しつつ、は農業委員会制度をめぐる情勢を考慮しつつ、は農業委員会制度をめぐる情勢を考慮しつつ、は農業委員会制度をめぐる情勢を考慮しつつ、

地域に精通している農業委員がそれぞれの地地域に精通している農業委員がそれぞれの地地域に精通している農業委員がそれぞれの地地域に精通している農業委員がそれぞれの地

域を担当し、農業者の世話役的な活動をして域を担当し、農業者の世話役的な活動をして域を担当し、農業者の世話役的な活動をして域を担当し、農業者の世話役的な活動をして

いることや、ことしからは米政策改革に向けいることや、ことしからは米政策改革に向けいることや、ことしからは米政策改革に向けいることや、ことしからは米政策改革に向け

て地域水田農業ビジョンの推進に伴い、今後て地域水田農業ビジョンの推進に伴い、今後て地域水田農業ビジョンの推進に伴い、今後て地域水田農業ビジョンの推進に伴い、今後

認定農業者、農業法人など、多様な担い手へ認定農業者、農業法人など、多様な担い手へ認定農業者、農業法人など、多様な担い手へ認定農業者、農業法人など、多様な担い手へ

農地の利用調整活動の一層の強化に努めなけ農地の利用調整活動の一層の強化に努めなけ農地の利用調整活動の一層の強化に努めなけ農地の利用調整活動の一層の強化に努めなけ

ればならないことや、また高齢化、後継者不ればならないことや、また高齢化、後継者不ればならないことや、また高齢化、後継者不ればならないことや、また高齢化、後継者不

足など農業を取り巻く情勢が多岐にわたって足など農業を取り巻く情勢が多岐にわたって足など農業を取り巻く情勢が多岐にわたって足など農業を取り巻く情勢が多岐にわたって

いる中にあって、業務量が増加する傾向にあいる中にあって、業務量が増加する傾向にあいる中にあって、業務量が増加する傾向にあいる中にあって、業務量が増加する傾向にあ

りますことを考え合わせまして、現在農業委りますことを考え合わせまして、現在農業委りますことを考え合わせまして、現在農業委りますことを考え合わせまして、現在農業委

員会の定数を含めた農業委員会組織のあり方員会の定数を含めた農業委員会組織のあり方員会の定数を含めた農業委員会組織のあり方員会の定数を含めた農業委員会組織のあり方

について検討をしているところであります。について検討をしているところであります。について検討をしているところであります。について検討をしているところであります。

難しい状況下であり、農業者との信頼関係を難しい状況下であり、農業者との信頼関係を難しい状況下であり、農業者との信頼関係を難しい状況下であり、農業者との信頼関係を

損なわないよう農業者の声を聞き、また関係損なわないよう農業者の声を聞き、また関係損なわないよう農業者の声を聞き、また関係損なわないよう農業者の声を聞き、また関係

機関との連携を図りながら、慎重に検討して機関との連携を図りながら、慎重に検討して機関との連携を図りながら、慎重に検討して機関との連携を図りながら、慎重に検討して

まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。まいりたいと考えております。

●議長中西勇夫君 午後１時まで休憩いたし●議長中西勇夫君 午後１時まで休憩いたし●議長中西勇夫君 午後１時まで休憩いたし●議長中西勇夫君 午後１時まで休憩いたし

ます。ます。ます。ます。

午前１１時５９分 休憩午前１１時５９分 休憩午前１１時５９分 休憩午前１１時５９分 休憩

午後 ０時５９分 開議午後 ０時５９分 開議午後 ０時５９分 開議午後 ０時５９分 開議

●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を●議長中西勇夫君 休憩前に引き続き会議を

開きます。開きます。開きます。開きます。

一般質問を続けます。一般質問を続けます。一般質問を続けます。一般質問を続けます。

４番白木優志君。４番白木優志君。４番白木優志君。４番白木優志君。

●４番白木優志君（登壇） 平成１６年第１●４番白木優志君（登壇） 平成１６年第１●４番白木優志君（登壇） 平成１６年第１●４番白木優志君（登壇） 平成１６年第１

回定例市議会に当たり、私は大綱２点を市長回定例市議会に当たり、私は大綱２点を市長回定例市議会に当たり、私は大綱２点を市長回定例市議会に当たり、私は大綱２点を市長

に質問いたします。に質問いたします。に質問いたします。に質問いたします。

大綱の１点目は、農業行政についてであり大綱の１点目は、農業行政についてであり大綱の１点目は、農業行政についてであり大綱の１点目は、農業行政についてであり

ます。その１つ目は、米政策改革が本年度かます。その１つ目は、米政策改革が本年度かます。その１つ目は、米政策改革が本年度かます。その１つ目は、米政策改革が本年度か

ら施行されるわけですが、この大綱は水田農ら施行されるわけですが、この大綱は水田農ら施行されるわけですが、この大綱は水田農ら施行されるわけですが、この大綱は水田農

業の本来あるべき姿を平成２２年度まで達成業の本来あるべき姿を平成２２年度まで達成業の本来あるべき姿を平成２２年度まで達成業の本来あるべき姿を平成２２年度まで達成

することを目指したものと私は認識しているすることを目指したものと私は認識しているすることを目指したものと私は認識しているすることを目指したものと私は認識している

が、昨年１２月の定例市議会において、私はが、昨年１２月の定例市議会において、私はが、昨年１２月の定例市議会において、私はが、昨年１２月の定例市議会において、私は

本市の水田農業の担い手が将来どのような経本市の水田農業の担い手が将来どのような経本市の水田農業の担い手が将来どのような経本市の水田農業の担い手が将来どのような経

営体になっていくのか、市長にお伺いしたと営体になっていくのか、市長にお伺いしたと営体になっていくのか、市長にお伺いしたと営体になっていくのか、市長にお伺いしたと

ころでございます。そこで、私は本市の水田ころでございます。そこで、私は本市の水田ころでございます。そこで、私は本市の水田ころでございます。そこで、私は本市の水田

における今後の産地づくりに対する振興作物における今後の産地づくりに対する振興作物における今後の産地づくりに対する振興作物における今後の産地づくりに対する振興作物

の育成についてと、美唄市内各農協ごとの振の育成についてと、美唄市内各農協ごとの振の育成についてと、美唄市内各農協ごとの振の育成についてと、美唄市内各農協ごとの振

興作物は何なのか、また米を含む振興作物を興作物は何なのか、また米を含む振興作物を興作物は何なのか、また米を含む振興作物を興作物は何なのか、また米を含む振興作物を

市としてどのように振興していこうとしてい市としてどのように振興していこうとしてい市としてどのように振興していこうとしてい市としてどのように振興していこうとしてい

るのかお伺いいたします。るのかお伺いいたします。るのかお伺いいたします。るのかお伺いいたします。

２つ目は、宮島沼周辺の小麦の食害対策に２つ目は、宮島沼周辺の小麦の食害対策に２つ目は、宮島沼周辺の小麦の食害対策に２つ目は、宮島沼周辺の小麦の食害対策に

ついてであります。この食害対策事業は、平ついてであります。この食害対策事業は、平ついてであります。この食害対策事業は、平ついてであります。この食害対策事業は、平

成１４年度に要綱化され、ニットポール等の成１４年度に要綱化され、ニットポール等の成１４年度に要綱化され、ニットポール等の成１４年度に要綱化され、ニットポール等の

防除資材の貸与などで、水鳥の食害に対する防除資材の貸与などで、水鳥の食害に対する防除資材の貸与などで、水鳥の食害に対する防除資材の貸与などで、水鳥の食害に対する

有効な防除経過がいまのところ得られている有効な防除経過がいまのところ得られている有効な防除経過がいまのところ得られている有効な防除経過がいまのところ得られている

ことは、私も認識しています。４月から米政ことは、私も認識しています。４月から米政ことは、私も認識しています。４月から米政ことは、私も認識しています。４月から米政

策改革がスタートすることに伴い、食害対策策改革がスタートすることに伴い、食害対策策改革がスタートすることに伴い、食害対策策改革がスタートすることに伴い、食害対策

事業の補てん事業の内容も変わると思うが、事業の補てん事業の内容も変わると思うが、事業の補てん事業の内容も変わると思うが、事業の補てん事業の内容も変わると思うが、

どのような制度のもとに対応していくのかおどのような制度のもとに対応していくのかおどのような制度のもとに対応していくのかおどのような制度のもとに対応していくのかお

伺いいたします。伺いいたします。伺いいたします。伺いいたします。

３つ目は、いま日本で鳥インフルエンザが３つ目は、いま日本で鳥インフルエンザが３つ目は、いま日本で鳥インフルエンザが３つ目は、いま日本で鳥インフルエンザが



－80－－80－－80－－80－

発生し、国民に健康不安、また養鶏業者、経発生し、国民に健康不安、また養鶏業者、経発生し、国民に健康不安、また養鶏業者、経発生し、国民に健康不安、また養鶏業者、経

営業者等に大きな被害を与えています。昨日営業者等に大きな被害を与えています。昨日営業者等に大きな被害を与えています。昨日営業者等に大きな被害を与えています。昨日

京都府において、大変懸念されていた野鳥に京都府において、大変懸念されていた野鳥に京都府において、大変懸念されていた野鳥に京都府において、大変懸念されていた野鳥に

感染されているのが確認されました。本市に感染されているのが確認されました。本市に感染されているのが確認されました。本市に感染されているのが確認されました。本市に

おいても、宮島沼で発生したときのことを考おいても、宮島沼で発生したときのことを考おいても、宮島沼で発生したときのことを考おいても、宮島沼で発生したときのことを考

えると、その生態系に与える影響、また本市えると、その生態系に与える影響、また本市えると、その生態系に与える影響、また本市えると、その生態系に与える影響、また本市

のイメージダウン等に与える影響ははかり知のイメージダウン等に与える影響ははかり知のイメージダウン等に与える影響ははかり知のイメージダウン等に与える影響ははかり知

れないものがあります。鳥インフルエンザをれないものがあります。鳥インフルエンザをれないものがあります。鳥インフルエンザをれないものがあります。鳥インフルエンザを

はじめＢＳＥ、口蹄疫等の重大な家畜等の伝はじめＢＳＥ、口蹄疫等の重大な家畜等の伝はじめＢＳＥ、口蹄疫等の重大な家畜等の伝はじめＢＳＥ、口蹄疫等の重大な家畜等の伝

染病は、本市または近隣市町村で発生の確認染病は、本市または近隣市町村で発生の確認染病は、本市または近隣市町村で発生の確認染病は、本市または近隣市町村で発生の確認

が想定されるわけです。このため本市として、が想定されるわけです。このため本市として、が想定されるわけです。このため本市として、が想定されるわけです。このため本市として、

こうした万が一の事態に備え、鳥インフルエこうした万が一の事態に備え、鳥インフルエこうした万が一の事態に備え、鳥インフルエこうした万が一の事態に備え、鳥インフルエ

ンザなど重大な家畜等の伝染病に対する対応ンザなど重大な家畜等の伝染病に対する対応ンザなど重大な家畜等の伝染病に対する対応ンザなど重大な家畜等の伝染病に対する対応

マニュアルを整備しておく必要があると思うマニュアルを整備しておく必要があると思うマニュアルを整備しておく必要があると思うマニュアルを整備しておく必要があると思う

が、どのように考えるかお伺いいたします。が、どのように考えるかお伺いいたします。が、どのように考えるかお伺いいたします。が、どのように考えるかお伺いいたします。

大綱２点目は、宮島沼についてであります。大綱２点目は、宮島沼についてであります。大綱２点目は、宮島沼についてであります。大綱２点目は、宮島沼についてであります。

その１つ目は、本年度より観察センター等のその１つ目は、本年度より観察センター等のその１つ目は、本年度より観察センター等のその１つ目は、本年度より観察センター等の

建設に向け調査費が計上され、建設に大きく建設に向け調査費が計上され、建設に大きく建設に向け調査費が計上され、建設に大きく建設に向け調査費が計上され、建設に大きく

前進したところであります。今後建設に向け、前進したところであります。今後建設に向け、前進したところであります。今後建設に向け、前進したところであります。今後建設に向け、

市民、ボランティア活動団体と十分に協議さ市民、ボランティア活動団体と十分に協議さ市民、ボランティア活動団体と十分に協議さ市民、ボランティア活動団体と十分に協議さ

れることを私は望むところでございます。今れることを私は望むところでございます。今れることを私は望むところでございます。今れることを私は望むところでございます。今

後の宮島沼周辺及び観察センター整備が、市後の宮島沼周辺及び観察センター整備が、市後の宮島沼周辺及び観察センター整備が、市後の宮島沼周辺及び観察センター整備が、市

として現在環境省にどのような内容の施設をとして現在環境省にどのような内容の施設をとして現在環境省にどのような内容の施設をとして現在環境省にどのような内容の施設を

整備してもらい、どのように活用していこう整備してもらい、どのように活用していこう整備してもらい、どのように活用していこう整備してもらい、どのように活用していこう

と考えているのかお伺いいたします。と考えているのかお伺いいたします。と考えているのかお伺いいたします。と考えているのかお伺いいたします。

２つ目は、宮島沼に飛来する水鳥、野鳥た２つ目は、宮島沼に飛来する水鳥、野鳥た２つ目は、宮島沼に飛来する水鳥、野鳥た２つ目は、宮島沼に飛来する水鳥、野鳥た

ちが健康で安心して羽を休める場として良質ちが健康で安心して羽を休める場として良質ちが健康で安心して羽を休める場として良質ちが健康で安心して羽を休める場として良質

な湿地保護、良質な水質環境を保っていかなな湿地保護、良質な水質環境を保っていかなな湿地保護、良質な水質環境を保っていかなな湿地保護、良質な水質環境を保っていかな

ければならないことは、私は当然と考えていければならないことは、私は当然と考えていければならないことは、私は当然と考えていければならないことは、私は当然と考えてい

るところですが、しかし残念ながら近年宮島るところですが、しかし残念ながら近年宮島るところですが、しかし残念ながら近年宮島るところですが、しかし残念ながら近年宮島

沼の水質が悪化しており、宮島沼及び周辺の沼の水質が悪化しており、宮島沼及び周辺の沼の水質が悪化しており、宮島沼及び周辺の沼の水質が悪化しており、宮島沼及び周辺の

生物への生態系の影響が心配されます。平成生物への生態系の影響が心配されます。平成生物への生態系の影響が心配されます。平成生物への生態系の影響が心配されます。平成

１６年度に水質調査を行うようですが、どの１６年度に水質調査を行うようですが、どの１６年度に水質調査を行うようですが、どの１６年度に水質調査を行うようですが、どの

ような目的でどのような内容の調査を行うのような目的でどのような内容の調査を行うのような目的でどのような内容の調査を行うのような目的でどのような内容の調査を行うの

かお伺いします。かお伺いします。かお伺いします。かお伺いします。

●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。●議長中西勇夫君 市長。

●市長井坂紘一郎君（登壇） 白木議員の質●市長井坂紘一郎君（登壇） 白木議員の質●市長井坂紘一郎君（登壇） 白木議員の質●市長井坂紘一郎君（登壇） 白木議員の質

問にお答えします。問にお答えします。問にお答えします。問にお答えします。

初めに、農業行政について、地域水田農業初めに、農業行政について、地域水田農業初めに、農業行政について、地域水田農業初めに、農業行政について、地域水田農業

ビジョンにおける振興作物についてでございビジョンにおける振興作物についてでございビジョンにおける振興作物についてでございビジョンにおける振興作物についてでござい

ますが、美唄市農協ではグリーンアスパラやますが、美唄市農協ではグリーンアスパラやますが、美唄市農協ではグリーンアスパラやますが、美唄市農協ではグリーンアスパラや

トマトなど１０品目、峰延農協ではカボチャ、トマトなど１０品目、峰延農協ではカボチャ、トマトなど１０品目、峰延農協ではカボチャ、トマトなど１０品目、峰延農協ではカボチャ、

メロンなど４品目、いわみざわ農協ではニンメロンなど４品目、いわみざわ農協ではニンメロンなど４品目、いわみざわ農協ではニンメロンなど４品目、いわみざわ農協ではニン

ジンなどの６品目を振興作物として生産振興ジンなどの６品目を振興作物として生産振興ジンなどの６品目を振興作物として生産振興ジンなどの６品目を振興作物として生産振興

していくこととしております。していくこととしております。していくこととしております。していくこととしております。

次に、作物の振興についてでございますが、次に、作物の振興についてでございますが、次に、作物の振興についてでございますが、次に、作物の振興についてでございますが、

美唄市農協では雪冷房を活用した「雪蔵工房美唄市農協では雪冷房を活用した「雪蔵工房美唄市農協では雪冷房を活用した「雪蔵工房美唄市農協では雪冷房を活用した「雪蔵工房

米」を、峰延農協では畦畔ハーブをいかした米」を、峰延農協では畦畔ハーブをいかした米」を、峰延農協では畦畔ハーブをいかした米」を、峰延農協では畦畔ハーブをいかした

「香りの畦みちハーブ米」を、いわみざわ農「香りの畦みちハーブ米」を、いわみざわ農「香りの畦みちハーブ米」を、いわみざわ農「香りの畦みちハーブ米」を、いわみざわ農

協では低たんぱく米の「情熱米」を地域ブラ協では低たんぱく米の「情熱米」を地域ブラ協では低たんぱく米の「情熱米」を地域ブラ協では低たんぱく米の「情熱米」を地域ブラ

ンド米として確立していくなど、各農協ともンド米として確立していくなど、各農協ともンド米として確立していくなど、各農協ともンド米として確立していくなど、各農協とも

米を基本としており、これを補完する形でグ米を基本としており、これを補完する形でグ米を基本としており、これを補完する形でグ米を基本としており、これを補完する形でグ

リーンアスパラ、ニンジンなどを振興し、経リーンアスパラ、ニンジンなどを振興し、経リーンアスパラ、ニンジンなどを振興し、経リーンアスパラ、ニンジンなどを振興し、経

営の安定を図ることといたしております。市営の安定を図ることといたしております。市営の安定を図ることといたしております。市営の安定を図ることといたしております。市

といたしましては、関係機関・団体と一体とといたしましては、関係機関・団体と一体とといたしましては、関係機関・団体と一体とといたしましては、関係機関・団体と一体と

なって栽培技術の平準化や生産組織の育成ななって栽培技術の平準化や生産組織の育成ななって栽培技術の平準化や生産組織の育成ななって栽培技術の平準化や生産組織の育成な

どに取り組み、「売れる米づくり」と野菜などに取り組み、「売れる米づくり」と野菜などに取り組み、「売れる米づくり」と野菜などに取り組み、「売れる米づくり」と野菜な

どの産地づくりに努めてまいりたいと考えてどの産地づくりに努めてまいりたいと考えてどの産地づくりに努めてまいりたいと考えてどの産地づくりに努めてまいりたいと考えて

おります。おります。おります。おります。

次に、水鳥における食害対策についてでご次に、水鳥における食害対策についてでご次に、水鳥における食害対策についてでご次に、水鳥における食害対策についてでご

ざいますが、市が平成１４年度から実施してざいますが、市が平成１４年度から実施してざいますが、市が平成１４年度から実施してざいますが、市が平成１４年度から実施して

おります「小麦食害対策事業」は、食害で小おります「小麦食害対策事業」は、食害で小おります「小麦食害対策事業」は、食害で小おります「小麦食害対策事業」は、食害で小

麦を廃耕し、ほかの作物に転作をした場合、麦を廃耕し、ほかの作物に転作をした場合、麦を廃耕し、ほかの作物に転作をした場合、麦を廃耕し、ほかの作物に転作をした場合、

「水田農業経営確立対策」の助成金などの差「水田農業経営確立対策」の助成金などの差「水田農業経営確立対策」の助成金などの差「水田農業経営確立対策」の助成金などの差

額に対して、補助金を交付する内容としてお額に対して、補助金を交付する内容としてお額に対して、補助金を交付する内容としてお額に対して、補助金を交付する内容としてお

りますが、平成１６年度から始まる「水田農りますが、平成１６年度から始まる「水田農りますが、平成１６年度から始まる「水田農りますが、平成１６年度から始まる「水田農

業構造改革対策」の産地づくり交付金の扱い業構造改革対策」の産地づくり交付金の扱い業構造改革対策」の産地づくり交付金の扱い業構造改革対策」の産地づくり交付金の扱い

についても、これまでと同様に小麦を廃耕し、についても、これまでと同様に小麦を廃耕し、についても、これまでと同様に小麦を廃耕し、についても、これまでと同様に小麦を廃耕し、
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他の作物に転作した場合に補助する方向で検他の作物に転作した場合に補助する方向で検他の作物に転作した場合に補助する方向で検他の作物に転作した場合に補助する方向で検

討しており、具体的な交付要件については、討しており、具体的な交付要件については、討しており、具体的な交付要件については、討しており、具体的な交付要件については、

各農協が策定中の「地域水田農業ビジョン」各農協が策定中の「地域水田農業ビジョン」各農協が策定中の「地域水田農業ビジョン」各農協が策定中の「地域水田農業ビジョン」

の産地づくり交付金の内容をもとに設定をしの産地づくり交付金の内容をもとに設定をしの産地づくり交付金の内容をもとに設定をしの産地づくり交付金の内容をもとに設定をし

てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。てまいりたいと考えております。

次に、家畜伝染病に関する対応マニュアル次に、家畜伝染病に関する対応マニュアル次に、家畜伝染病に関する対応マニュアル次に、家畜伝染病に関する対応マニュアル

についてでございますが、道は口蹄疫の発生についてでございますが、道は口蹄疫の発生についてでございますが、道は口蹄疫の発生についてでございますが、道は口蹄疫の発生

の経験を踏まえ、「口蹄疫防疫マニュアル」の経験を踏まえ、「口蹄疫防疫マニュアル」の経験を踏まえ、「口蹄疫防疫マニュアル」の経験を踏まえ、「口蹄疫防疫マニュアル」

を作成しており、このマニュアルをほかの家を作成しており、このマニュアルをほかの家を作成しており、このマニュアルをほかの家を作成しており、このマニュアルをほかの家

畜伝染病でも応用する考えであります。畜伝染病でも応用する考えであります。畜伝染病でも応用する考えであります。畜伝染病でも応用する考えであります。

この中に、市町村が対応すべき内容、たとこの中に、市町村が対応すべき内容、たとこの中に、市町村が対応すべき内容、たとこの中に、市町村が対応すべき内容、たと

えばいつの時点で対策本部を設置するのか、えばいつの時点で対策本部を設置するのか、えばいつの時点で対策本部を設置するのか、えばいつの時点で対策本部を設置するのか、

また蔓延防止措置や通行制限等をどうやってまた蔓延防止措置や通行制限等をどうやってまた蔓延防止措置や通行制限等をどうやってまた蔓延防止措置や通行制限等をどうやって

いくのかなどが記載されていることから、万いくのかなどが記載されていることから、万いくのかなどが記載されていることから、万いくのかなどが記載されていることから、万

が一鳥インフルエンザなどが当市において発が一鳥インフルエンザなどが当市において発が一鳥インフルエンザなどが当市において発が一鳥インフルエンザなどが当市において発

見された場合においても、このマニュアルに見された場合においても、このマニュアルに見された場合においても、このマニュアルに見された場合においても、このマニュアルに

沿って対応できるものと考えており、市が独沿って対応できるものと考えており、市が独沿って対応できるものと考えており、市が独沿って対応できるものと考えており、市が独

自でマニュアルを作成することは考えていな自でマニュアルを作成することは考えていな自でマニュアルを作成することは考えていな自でマニュアルを作成することは考えていな

いところでございます。いところでございます。いところでございます。いところでございます。

次に、宮島沼について、施設整備について次に、宮島沼について、施設整備について次に、宮島沼について、施設整備について次に、宮島沼について、施設整備について

でございますが、環境省では近く宮島沼の施でございますが、環境省では近く宮島沼の施でございますが、環境省では近く宮島沼の施でございますが、環境省では近く宮島沼の施

設整備に関し、基本構想を策定することとし設整備に関し、基本構想を策定することとし設整備に関し、基本構想を策定することとし設整備に関し、基本構想を策定することとし

ております。ております。ております。ております。

市といたしましては、野鳥等の観察、研究、市といたしましては、野鳥等の観察、研究、市といたしましては、野鳥等の観察、研究、市といたしましては、野鳥等の観察、研究、

情報提供、環境学習支援、ボランティア活動情報提供、環境学習支援、ボランティア活動情報提供、環境学習支援、ボランティア活動情報提供、環境学習支援、ボランティア活動

支援、地域の農産品の加工等研究支援などの支援、地域の農産品の加工等研究支援などの支援、地域の農産品の加工等研究支援などの支援、地域の農産品の加工等研究支援などの

機能を持つ施設のほか、木道及び観察小屋の機能を持つ施設のほか、木道及び観察小屋の機能を持つ施設のほか、木道及び観察小屋の機能を持つ施設のほか、木道及び観察小屋の

設置を環境省に要望いたしております。いず設置を環境省に要望いたしております。いず設置を環境省に要望いたしております。いず設置を環境省に要望いたしております。いず

れにいたしましても、ただいま議員からご指れにいたしましても、ただいま議員からご指れにいたしましても、ただいま議員からご指れにいたしましても、ただいま議員からご指

摘がありましたが、整備内容や活用の仕方に摘がありましたが、整備内容や活用の仕方に摘がありましたが、整備内容や活用の仕方に摘がありましたが、整備内容や活用の仕方に

関して、地域の意向が十分反映されるよう環関して、地域の意向が十分反映されるよう環関して、地域の意向が十分反映されるよう環関して、地域の意向が十分反映されるよう環

境省と協議を進めてまいりたいと考えており境省と協議を進めてまいりたいと考えており境省と協議を進めてまいりたいと考えており境省と協議を進めてまいりたいと考えており

ます。ます。ます。ます。

最後に、水質調査についてでございますが、最後に、水質調査についてでございますが、最後に、水質調査についてでございますが、最後に、水質調査についてでございますが、

宮島沼の水質に関しては、夏の高温期にアオ宮島沼の水質に関しては、夏の高温期にアオ宮島沼の水質に関しては、夏の高温期にアオ宮島沼の水質に関しては、夏の高温期にアオ

コが発生するなど悪化の傾向が見られており、コが発生するなど悪化の傾向が見られており、コが発生するなど悪化の傾向が見られており、コが発生するなど悪化の傾向が見られており、

沼の植生や野鳥などへの影響が懸念をされて沼の植生や野鳥などへの影響が懸念をされて沼の植生や野鳥などへの影響が懸念をされて沼の植生や野鳥などへの影響が懸念をされて

おります。このため、平成１６年度から定期おります。このため、平成１６年度から定期おります。このため、平成１６年度から定期おります。このため、平成１６年度から定期

的な水質検査を行うこととし、北海道環境科的な水質検査を行うこととし、北海道環境科的な水質検査を行うこととし、北海道環境科的な水質検査を行うこととし、北海道環境科

学研究センターから技術的な指導を受けなが学研究センターから技術的な指導を受けなが学研究センターから技術的な指導を受けなが学研究センターから技術的な指導を受けなが

ら、水素イオン濃度や化学的酸素要求量などら、水素イオン濃度や化学的酸素要求量などら、水素イオン濃度や化学的酸素要求量などら、水素イオン濃度や化学的酸素要求量など

の項目について調査することといたしておりの項目について調査することといたしておりの項目について調査することといたしておりの項目について調査することといたしており

ます。今後この調査結果に基づき、関係機関ます。今後この調査結果に基づき、関係機関ます。今後この調査結果に基づき、関係機関ます。今後この調査結果に基づき、関係機関

に必要な改善措置について要望してまいりたに必要な改善措置について要望してまいりたに必要な改善措置について要望してまいりたに必要な改善措置について要望してまいりた

いと考えております。いと考えております。いと考えております。いと考えております。

●議長中西勇夫君 お諮りいたします。●議長中西勇夫君 お諮りいたします。●議長中西勇夫君 お諮りいたします。●議長中西勇夫君 お諮りいたします。

本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

これにご異議ありませんか。これにご異議ありませんか。これにご異議ありませんか。これにご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］［「異議なし」と呼ぶ者あり］

ご異議なしと認め、さよう決定いたします。ご異議なしと認め、さよう決定いたします。ご異議なしと認め、さよう決定いたします。ご異議なしと認め、さよう決定いたします。

本日はこれをもって延会いたします。本日はこれをもって延会いたします。本日はこれをもって延会いたします。本日はこれをもって延会いたします。

午後１時１０分 延会午後１時１０分 延会午後１時１０分 延会午後１時１０分 延会


